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は
じ
め
に

近
年
、朝
鮮
学
校
の
公
的
保
障
を
め
ぐ
る
問
題
が
関
心
を
集
め
て
い
る
。
二
〇
一
〇
年
よ
り
施
行
さ
れ
た
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
制
度
（
所
謂
「
高
校
無
償
化
制
度
」）

か
ら
は
朝
鮮
学
校
が
除
外
さ
れ（

1
）、

そ
れ
に
連
動
す
る
よ
う
に
各
地
方
自
治
体
が
様
々
な
名
目
で
交
付
し
て
い
た
朝
鮮
学
校
へ
の
補
助
金
も
停
止
さ
れ
始
め
た
（
表
1
を
参

照
）。
さ
ら
に
二
〇
一
六
年
三
月
に
は
当
時
の
文
科
大
臣
馳
浩
が
、
朝
鮮
学
校
は
「
北
朝
鮮
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
団
体
で
あ
る
朝
鮮
総
聯
が
、
そ
の
教
育
を
重
要
視
し
、

教
育
内
容
、
人
事
及
び
財
政
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
」
と
の
認
識
の
下
、
朝
鮮
学
校
が
あ
る
二
八
都
道
府
県
の
知
事
に
対
し
「
朝
鮮
学
校
の
運
営
に
係
る
上
記
の
よ
う

な
特
性
も
考
慮
の
上
、
朝
鮮
学
校
に
通
う
子
供
に
与
え
る
影
響
に
も
十
分
に
配
慮
し
つ
つ
、
朝
鮮
学
校
に
係
る
補
助
金
の
公
益
性
、
教
育
振
興
上
の
効
果
等
に
関
す
る
十

一
九
六
五
年
一
二
月
、
文
部
省
は
都
道
府
県
に
対
し
朝
鮮
学
校
を
各
種
学
校
と
し
て
認
め
る
べ
き
で
な
い
旨
を
通
達
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
実
際
に
は
一
九
六
六
年
以
降
に

よ
り
多
く
の
学
校
が
認
可
を
取
得
し
て
い
っ
た
。
こ
の
歴
史
的
事
実
に
関
す
る
検
証
は
十
分
に
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
一
九
六
六
年
一
一
月
一
九
日
に
各
種
学
校
認
可
を
取
得
し
た
三
重
県
の
四
日
市
朝
鮮
初
中
級
学
校
を
事
例
に
、
同
校
が
認
可
を
取
得
し
て
い
く
過
程
を
、

三
重
県
の
対
応
に
着
目
し
な
が
ら
検
討
す
る
。
朝
鮮
学
校
の
認
可
は
、
教
育
の
機
会
均
等
や
民
族
教
育
権
の
保
障
と
い
っ
た
「
教
育
の
論
理
」
で
は
な
く
、
極
め
て
政
治
的
な

判
断
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

論
文
要
旨
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分
な
御
検
討
と
と
も
に
、
補
助
金
の
趣
旨
・
目
的
に
沿
っ
た
適
正
か
つ
透
明
性
の
あ
る
執
行
の
確
保
及
び
補
助
金
の
趣
旨
・
目
的
に
関
す
る
住
民
へ
の
情
報
提
供
の
適
切

な
実
施
」
を
求
め
た（

2
）。

文
科
大
臣
は
補
助
金
の
減
額
や
停
止
を
指
示
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
た
が
、
多
く
の
自
治
体
で
補
助
金
交
付
が
停
止
・
遅
延
・
再
検
討
さ
れ
て

お
り
、
朝
鮮
学
校
の
学
校
運
営
に
及
ぼ
し
て
い
る
影
響
は
決
し
て
小
さ
く
な
い
。

一
方
、
各
国
際
人
権
条
約
体
か
ら
は
日
本
政
府
の
朝
鮮
学
校
に
対
す
る
こ
う
し
た
措
置
の
是
正
を
求
め
る
勧
告
が
度
々
な
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
一
〇
年
の
子
ど
も
の
権

利
委
員
会
に
よ
る
総
括
所
見
で
は
補
助
金
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
お
よ
び
大
学
受
験
資
格
の
問
題
が
、
二
〇
一
三
年
の
社
会
権
規
約
委
員
会
に
よ
る
総
括
所
見
で
は
高
校

無
償
化
制
度
か
ら
の
除
外
が
差
別
で
あ
る
こ
と
が
、
ま
た
二
〇
一
四
年
の
人
種
差
別
撤
廃
委
員
会
に
よ
る
最
終
見
解
で
は
高
校
無
償
化
制
度
か
ら
の
除
外
お
よ
び
補
助
金

の
停
止
な
ら
び
に
縮
小
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
民
族
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
や
外
国
人
の
教
育
権
・
学
習
権
の
保
障
と
、
日
本
政
府
お
よ
び
地

方
自
治
体
の
対
応
と
の
間
に
は
大
き
な
開
き
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。

政
府
お
よ
び
自
治
体
に
よ
っ
て
朝
鮮
学
校
が
公
的
保
障
の
埒
外
に
置
か
れ
る
と
い
う
状
況
は
疑
う
余
地
な
く
政
治
的
に
醸
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
制
度
面
に
着
目

す
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
状
況
を
生
む
原
因
の
一
つ
に
、
外
国
人
学
校
が
学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
さ
れ
た
学
校
（
一
条
校
）
で
は
な
く
、
各
種
学
校
と
い
う
法
的
地

位
に
あ
る
こ
と
を
挙
げ
ら
れ
る
。
一
条
校
と
な
れ
ば
学
習
指
導
要
領
や
教
科
書
、
教
員
免
許
等
、
外
国
人
学
校
が
求
め
る
独
自
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
沿
っ
た
教
育
を
行
う

上
で
、
小
さ
く
な
い
制
限
が
か
か
る
。
他
方
、
一
九
七
五
年
に
成
立
し
た
専
修
学
校
制
度
に
は
、「
我
が
国
に
居
住
す
る
外
国
人
を
専
ら
対
象
と
す
る
も
の
を
除
く
」
と
い

う
規
定
が
あ
り
、
要
件
を
満
た
し
て
い
て
も
「
外
国
人
を
専
ら
対
象
と
す
る
」
外
国
人
学
校
は
専
修
学
校
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
外
国
人
学
校
が
学

習
指
導
要
領
等
に
縛
ら
れ
る
こ
と
な
く
独
自
の
教
育
を
行
う
上
で
得
ら
れ
る
最
高
の
法
的
地
位
は
、
学
校
教
育
制
度
の
最
も
周
縁
で
あ
る
と
も
言
え
る
各
種
学
校
と
な
り
、

そ
れ
ゆ
え
に
種
々
の
制
度
的
保
障
の
適
用
外
と
な
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
の
で
あ
る（

3
）。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
各
種
学
校
と
い
う
法
的
地
位
も
決
し
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
本
稿
が
示
す
よ
う
に
、
在
日
朝
鮮
人
ら
に
よ
っ
て
勝
ち
取
ら
れ
た
地
位

で
あ
る
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。
戦
後
教
育
政
策
に
お
け
る
外
国
人
学
校
の
問
題
は
事
実
上
朝
鮮
学
校
問
題
と
し
て
展
開
さ
れ
た
が
、
周
縁
と
は
言
え
学
校
教
育
法
上
の

地
位
を
認
め
る
こ
と
は
、
朝
鮮
学
校
の
公
共
性
・
公
益
性
を
認
め
る
こ
と
に
繋
が
る
と
さ
れ
、
政
府
は
朝
鮮
学
校
に
各
種
学
校
の
認
可
を
与
え
る
こ
と
に
否
定
的
な
姿
勢

を
取
り
続
け
た
。
ま
た
外
国
人
学
校
の
法
的
地
位
を
ど
う
処
遇
す
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
学
校
が
「
日
本
の
学
校
」
た
る
の
か
を
措
定
す
る
意
味
も

含
ん
で
い
た
た
め
、
文
部
省
に
と
っ
て
も
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
下
で
、
朝
鮮
学
校
が
ど
の
よ
う
に
各
種
学
校
の
認
可
を
取
得
し
て
い
っ
た
の
か
を
三

重
県
の
事
例
に
即
し
て
検
討
す
る
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。
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表 1　地方自治体による補助金不支給の状況（2016 年 7月現在）
2009 年度

2010 年度 2011 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度
金額 一人当たり

年額

東京都 2357 万円 1万
5000 円

× 2010 年
度から不
支給

× × × × ×

埼玉県 897 万
5000 円 約 3万円

× 2010 年
度から不
支給

× × × × ×

大阪府 1億 8511 万
1000 円

約 6万
5000 円

△ 2010 年
度から高
校生分を
不支給

× 2011年
度からす
べて不支
給

× × × ×

宮城県 154 万
4 千円

4万
2223 円

× 2011 年
度からす
べて不支
給

× × × ×

千葉県 562 万円 5万
7938 円

× 2011 年
度からす
べて不支
給

× × × ×

広島県 1380 万
1000 円

3 万
6000 円

× 2012 年
度からす
べて不支
給

× × ×

新潟県 約 120万円 約 6万
5000 円

× 2012 年
度からす
べて不支
給

× × ×

山口県 245 万円 5万円

× 2013 年
度からす
べて不支
給

× ×

神奈川県 7247 万
6000 円 約 15 万円 ×不支給

【支給】
5600 万円
（※ 1）

4200 万円

典拠：  『イオ』2016 年 6 月号に掲載された在日本朝鮮人人権協会作成資料、および『朝鮮新報』の特集記事
「補助金問題の現在地」（2016 年 6 月 23 日付～ 7月 28 日付。全 10 回）より、筆者作成。

※１：2014 年度から学園ではなく、保護者への補助金という方式で支給されることになった。
※２：  その他、市町村レベルでは、大阪市（2011 年度～）、水戸市（2012 年度～）、福岡市（2011 年度～）、

広島市（2012 年度～）、仙台市（2012 年度～）、横浜市（2013 年度～）、下関市（2013 年度～）、
福生市（2013 年度～）、大和市（2013 年度～）、宇部市（2014 年度～）が補助金支給を停止している。

※３：  千葉市は 2012 年度から不支給であったが、2015 年度からは地域交流事業として補助金が支給。
2015 年に支給された補助金に対しては住民監査請求が行われ、棄却されたが訴訟が継続中である。
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朝
鮮
学
校
の
法
的
地
位
に
関
わ
る
先
行
研
究
と
し
て
は
、と
く
に
一
九
四
八
〜
一
九
四
九
年
の
学
校
閉
鎖
措
置
を
め
ぐ
る
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た（

4
）。近

年
に
お
い
て
も
、

松
下
佳
弘
に
よ
る
一
連
の
研
究
が
発
表
さ
れ
て
い
る（

5
）。

ま
た
、
閉
鎖
措
置
後
の
暫
定
的
措
置
と
し
て
、
一
都
一
府
五
県
に
計
四
五
校
開
設
さ
れ
た
「
公
立
朝
鮮
学
校
」
に

関
す
る
研
究
も
、
少
し
ず
つ
登
場
し
て
き
て
い
る（

6
）。

一
方
で
、
一
九
六
〇
年
代
初
頭
か
ら
本
格
的
に
展
開
す
る
朝
鮮
学
校
の
各
種
学
校
認
可
取
得
運
動
に
つ
い
て
は
、
各

地
で
の
経
緯
が
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
ま
た
、
文
部
省
は
日
韓
会
談
で
の
合
意
に
基
づ
き
、
一
九
六
五
年
一
二
月
二
八
日
に
各
都
道
府
県
知
事

お
よ
び
教
育
委
員
会
に
対
し
、
朝
鮮
学
校
に
各
種
学
校
認
可
を
与
え
る
べ
き
で
な
い
旨
を
通
達
し
て
い
る
（
以
下
「
一
二
・
二
八
通
達
」）
が
、
現
実
と
し
て
は
こ
れ
以
降

に
認
可
を
取
得
し
た
学
校
が
多
い
（
本
稿
末
尾
に
掲
げ
た
【
資
料
1
】
を
参
照
）。
文
部
省
の
意
に
反
し
各
都
道
府
県
知
事
が
認
可
を
与
え
て
い
っ
た
事
実
に
関
し
て
は
、

日
韓
間
の
外
交
問
題
と
も
な
っ
た
一
九
六
八
年
四
月
の
朝
鮮
大
学
校
（
東
京
都
小
平
市
）
の
認
可
を
引
き
合
い
に
、
所
謂
革
新
的
な
政
治
勢
力
に
よ
る
影
響
が
大
き
か
っ

た
と
説
明
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
朝
鮮
学
校
当
事
者
や
日
本
人
に
よ
る
絶
え
間
な
い
働
き
か
け
と
と
も
に
、
そ
う
し
た
革
新
政
治
家
の
役
割
を
軽
ん
じ
る
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
す
べ
て
の
地
域
が
東
京
都
と
同
様
の
状
況
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
一
二
・
二
八
通
達
か
ら
一
年
と
経
た
な
い
一
九
六
六
年
一
一
月
一
九
日
に
各
種
学
校
認
可
を
取
得
し
た
四
日
市
朝
鮮
初
中
級
学
校
を
対
象
に
、
特
に

三
重
県
側
の
対
応
に
着
目
し
な
が
ら
そ
の
認
可
プ
ロ
セ
ス
を
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

な
お
、学
校
閉
鎖
措
置
以
後
の
朝
鮮
学
校
の
各
種
学
校
認
可
に
は
、①
無
認
可
校
が
各
種
学
校
認
可
を
取
得
す
る
ケ
ー
ス
の
ほ
か
に
、②
公
立
学
校
（
＝
公
立
朝
鮮
学
校
）

か
ら
各
種
学
校
へ
と
移
管
さ
れ
る
ケ
ー
ス
（
例
え
ば
東
京
都
や
神
奈
川
県
等
）、
③
公
立
学
校
か
ら
無
認
可
校
に
な
り
、
そ
の
後
各
種
学
校
認
可
を
取
得
す
る
ケ
ー
ス
（
岡

山
県
や
愛
知
県
）
が
あ
る
が
、
①
が
量
的
に
も
多
く
を
占
め
、
四
日
市
朝
鮮
初
中
級
学
校
も
こ
の
ケ
ー
ス
に
当
て
は
ま
る
。
そ
の
た
め
本
稿
が
対
象
と
す
る
三
重
県
は
一

つ
の
事
例
に
過
ぎ
な
い
が
、
一
二
・
二
八
通
達
以
降
に
各
種
学
校
認
可
を
取
得
し
た
多
く
の
朝
鮮
学
校
と
、
少
な
く
な
い
共
通
点
を
持
つ
も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。
資
料

と
し
て
は
、
主
に
文
部
省
の
通
達
、
三
重
県
お
よ
び
四
日
市
市
所
蔵
の
行
政
文
書
、
朝
鮮
人
団
体
作
成
の
資
料
を
用
い
る（

7
）。

一
．
朝
鮮
学
校
の
法
的
地
位
に
関
す
る
日
本
政
府
お
よ
び
文
部
省
の
立
場　

具
体
的
な
事
例
の
検
討
に
入
る
前
に
、
ま
ず
は
朝
鮮
学
校
の
法
的
地
位
に
関
す
る
政
府
お
よ
び
文
部
省
の
立
場
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
朝
鮮
学
校
の
法
的
地
位
は
法
律

に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
専
ら
通
達
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
き
た
。
先
行
研
究
に
お
い
て
「
通
達
行
政
」
と
も
揶
揄
さ
れ
る
政
府
の
在
日
朝
鮮
人
教
育
政



四日市朝鮮初中級学校の各種学校認可取得過程

67

策
は（

8
）、

政
策
と
は
言
い
難
い
程
一
貫
性
が
乏
し
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
戦
後
か
ら
六
〇
年
代
に
か
け
て
の
朝
鮮
学
校
の
法
的
地
位
は
極
め
て
流
動
的
で
不
安
定
な

も
の
と
な
っ
た
。

表
2
は
、
戦
後
か
ら
一
九
六
五
年
一
二
・
二
八
通
達
ま
で
の
朝
鮮
学
校
の
法
的
地
位
に
関
わ
る
文
部
省
の
通
達
と
そ
の
概
要
を
示
し
た
も
の
で
あ
る（

9
）。

こ
こ
か
ら
も
朝
鮮

学
校
の
法
的
地
位
が
い
か
に
複
雑
に
変
転
し
て
い
っ
た
の
か
が
見
て
取
れ
る
だ
ろ
う
。
以
下
、
そ
の
変
遷
を
概
観
す
る
。

（
一
）
学
校
閉
鎖
措
置
前
後
の
朝
鮮
学
校
の
法
的
地
位

一
九
四
五
年
八
月
以
降
、
在
日
朝
鮮
人
ら
は
全
国
各
地
に
国
語
講
習
所
を
開
設
、
在
日
本
朝
鮮
人
連
盟
（
略
称
「
朝
連
」）
を
中
心
に
こ
れ
ら
を
組
織
化
す
る
形
で

一
九
四
六
年
に
は
全
国
各
地
に
学
校
教
育
を
行
う
教
育
施
設
と
し
て
の
朝
鮮
学
校
が
設
立
さ
れ
て
い
っ
た
。
一
九
四
七
年
当
時
文
部
省
は
無
認
可
の
朝
鮮
学
校
の
存
在
を

一
定
程
度
認
め
て
い
た
し
、
私
立
学
校
お
よ
び
各
種
学
校
の
新
設
に
関
し
て
も
「
府
県
は
こ
れ
を
認
可
し
て
差
支
え
な
い
」
と
い
う
立
場
で
あ
っ
た
（
通
達
2

－

①
（
以

下
番
号
は
表
2
の
「
番
号
」
の
欄
を
指
す
））。
し
か
し
冷
戦
が
本
格
化
す
る
中
、
一
九
四
八
年
一
月
に
は
、
朝
鮮
人
も
日
本
国
籍
を
持
つ
た
め
、
学
齢
児
童
生
徒
は
義
務

教
育
諸
学
校
に
通
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
形
式
的
な
原
則
論
を
適
用
す
る
。
学
齢
児
童
生
徒
の
教
育
の
た
め
の
各
種
学
校
の
設
置
は
認
め
ら
れ
な
く
な
り
、
ま
た
朝
鮮

学
校
が
私
立
学
校
の
認
可
を
得
て
も
、
民
族
教
科
は
正
課
と
し
て
行
え
な
い
旨
が
示
さ
れ
た
（
通
達
2

－

②
）。
こ
の
通
達
に
基
づ
き
三
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
各
府
県
教

育
当
局
は
朝
鮮
人
児
童
生
徒
の
公
立
学
校
へ
の
転
校
指
示
、
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
学
校
閉
鎖
命
令
等
を
発
し
た
。
こ
う
し
た
措
置
に
対
す
る
在
日
朝
鮮
人
に
よ
る
大
規

模
な
抗
議
活
動
は
、
特
に
阪
神
地
域
に
お
い
て
激
化
し
、
四
月
二
四
日
深
夜
、
占
領
軍
兵
庫
軍
政
部
に
よ
っ
て
占
領
期
唯
一
の
非
常
事
態
宣
言
が
発
令
さ
れ
る
事
態
と
な
っ

た
。
ま
た
四
月
二
六
日
、
大
阪
で
は
抗
議
活
動
に
参
加
し
て
い
た
金
太
一
少
年
（
一
六
歳
）
が
警
官
の
発
砲
に
よ
っ
て
死
亡
し
た
。
五
月
に
は
朝
鮮
人
代
表
と
文
部
省
と

の
間
で
覚
書
が
交
わ
さ
れ
、
事
態
は
ひ
と
ま
ず
収
拾
す
る
。
覚
書
に
基
づ
き
発
せ
ら
れ
た
通
達
で
も
、
義
務
教
育
諸
学
校
へ
の
就
学
は
原
則
と
し
て
堅
持
さ
れ
て
い
る
が
、

私
立
学
校
に
お
け
る
「
朝
鮮
人
独
自
の
教
育
」
は
課
外
の
他
、
選
択
教
科
、
自
由
研
究
と
し
て
行
え
る
よ
う
に
な
っ
た
（
通
達
2

－

③
）。
以
降
、
一
九
四
九
年
初
頭
ま
で
、

お
よ
そ
三
分
の
二
に
あ
た
る
二
三
二
校
が
私
立
学
校
お
よ
び
各
種
学
校
と
し
て
認
可
さ
れ
て
い
る（

10
）。

こ
う
し
て
一
九
四
九
年
の
学
校
閉
鎖
令
前
の
朝
鮮
学
校
の
法
的
地
位

は
、
私
立
学
校
、
各
種
学
校
、
無
認
可
校
の
い
ず
れ
か
と
な
っ
た
。

一
九
四
九
年
九
月
八
日
、
政
府
は
団
体
等
規
正
令
を
朝
連
に
適
用
し
、
こ
れ
を
強
制
解
散
、
ま
た
役
員
の
公
職
追
放
、
財
産
接
収
措
置
を
執
っ
た
。
そ
し
て
一
〇
月

一
三
日
、
団
体
等
規
正
令
に
よ
る
朝
連
の
解
散
を
根
拠
に
「
朝
鮮
人
学
校
に
対
す
る
措
置
に
つ
い
て
」
を
都
道
府
県
に
通
達
（
通
達
2

－

④
）、
一
〇
月
一
九
日
に
は
都
道
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表 2　朝鮮学校の法的地位に関わる通達とその概要（1947 ～ 1965 年）
番号 年月日 通達等の名称および概要

① 1947 年
4 月 12 日

学校教育局長「朝鮮人児童の就学義務に関する件」（雑学第 123 号、東海北陸地方
行政事務局長宛（同日付・同内容で都道府県教学課長宛にも通達））
・  「朝鮮人児童についても、日本人の児童と同様、就学させる義務があ」るが、「義
務就学を強制することの困難な事情が一方にあり得るから実情を考慮して適切
に措置されたい」。
・  「朝鮮人がその子弟を教育するため、小学校又は上級の学校もしくは各種学校を
新設する場合に、府県はこれを認可して差支えない」。

② 1948 年
1 月 24 日

学校教育局長「朝鮮人設立学校の取扱いについて」（管学 5号、文部省大阪出張所長・
都道府県知事宛）
・  「朝鮮人の子弟であつても、学齢に該当する者は、日本人同様、市町村立又は私
立の小学校又は中学校に就学させなければならない。また私立の小学校又は中
学校の設置は、学校教育法の定めるところによつて、都道府県監督庁（知事）
の認可を受けなければならない」。私立学校では「朝鮮語の教育を課外に行うこ
とは差支えない」。
・  「学齢児童又は学齢生徒の教育については、各種学校の設置は認められない」。

③ 1948 年
5 月 6 日

学校教育局長「朝鮮人学校に関する問題について」（発学 200 号、都道府県知事宛）
・  「私立学校として自主性が認められる範囲内において朝鮮人独自の教育を行うこ
と」、すなわち「選択教科、自由研究及び課外の時間に…朝鮮人独自の教育を行
うことができる」。
・  「小学校、中学校の設置主体は財団法人でなければならないが法人の設立認可申
請書を一カ月内（但し特別の事情のある場合は二カ月内）に提出することを条
件として、学校設置の認可をしても差支えない」。「校舎問題については実情に
応じてできるだけ好意ある処置をお願いしたい」。
・  「義務教育を受けさせるかたわら放課後又は休日等に朝鮮語等の教育を行うこと
を目的として設置された各種学校に在学させて朝鮮人独自の教育を受けさせる
ことも差支えない。」

④ 1949 年
10 月 13 日

文部省管理局長、法務府特別審査局長「朝鮮人学校に対する措置について」（文管
庶第 69号）
朝鮮学校の内、学校設置者が朝連関係者である学校は朝連解散を根拠に廃校とし、
学校施設所有者が朝連関係者である学校の財産は接収。その他の学校には財団法
人の改組または設置、あるいは各種学校の設置認可申請を命じたが、白頭学院（3校）
を除き全て不許可。　計 362 校（就学者約 4万人）が閉鎖。

⑤ 1949 年
11 月 1 日

文部事務次官「公立学校における朝鮮語等の取扱いについて」（文初庶第 166 号、
都道府県知事・都道府県教育委員会宛）
・  「公立学校に収容した生徒児童のために余暇に朝鮮語、朝鮮の歴史等を教える私
立の各種学校を今後別に認可を受けて設けることは差支えない」。
・  「収容すべき朝鮮人の児童生徒は、一級の学級に編入することが適当であるが、
学力補充、その他やむを得ない事情があるときは、当分の間特別の学級又は分
校を設けることも差支えない。なお、学区については、日本人児童、生徒と同
様にすることが原則である。」

⑥ 1949 年
11 月 5 日

文部事務次官「朝鮮人私立各種学校の設置認可について」（文管庶第 69 号、都道
府県知事・都道府県教育委員会宛）
・  「今回の朝鮮人学校に対する措置に関連して現存する朝鮮人学校を私立各種学校
として設置認可申請をしてきた場合の取扱いについては、本年十月十三日附文
管庶第六九号通達「朝鮮人学校に対する措置について」及びその措置細目に従
い処置されたいが、なお左記の諸点に留意されたい」。
・  「一、通達中の「措置要綱」及びその「措置細目」中の該当項目は、各種学校新
設の場合の認可基準とすること」。
・  「二、旧朝連の財産（解散指定当時他人名義であつても、昭和二十年八月十五日
以降旧朝連に属したことのある財産を含む）及び旧朝連の財産であるとうたが
われる施設を利用する各種学校はこれを認めないこと」。
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⑥ 1949 年
11 月 5 日

・  「三、右の基準に適合して認可する場合においても、特に左記事項を確認又は誓
約させること」。①教育関係法令、監督庁の命令を遵守、②監督庁の実地調査を
拒否・妨害・忌避しない、③旧朝連の主義主張の払拭、学校および関係団体が
旧朝連の指導・支配下にある傾向の払拭、④教員採用については教職員の除去
および就職の禁止等に関する政令、団体等規正令に抵触しない。
・  「四、現存の朝鮮人学校で、すでに各種学校として認可を受けたもので、一及び
二の基準に適合しないものは、その認可を取消し、基準に適合するものについ
ては、さらに三の措置を講ずること」。

⑦ 1949 年
11 月 24 日

初等中等教育局長・管理局長「朝鮮人児童、生徒の公立学校受入れについて」（文
庶第 153 号、和歌山県教育委員会教育長宛）
・  「分校は認めない方針である。しかし、日本人学校に収容することが不可能の場
合（例えば特殊の地域に部落をつくり日本人学校に収容するには距離の関係等
で不可能な場合）等には事情已むを得ざるものとして、当分の間認められる。」

⑧ 1950 年
3 月 14 日

文部次官「私立学校法の施行について」（文管庶第 66号、都道府県知事宛）
・  「五、各種学校の認可基準について　　各種学校の取扱いについては、昭和
二十三年発学第八十一号の通達があり、従来この通達の趣旨が「一以上の教科
若しくは技術又はこれら双方を教授する教育施設にして、二名以上の教員と
二十名以上の生徒を有するもの」は、すべて各種学校として認可すべきもので
あると解されていた向もあるが、さうした要件に該当するものは、各種学校の
教育を行うものとして認可を申請せしめるという点に重点があるのであつて、
前期通達の基準に該当するものでもそれを認可するについては、目的、教育課程、
教員の教養程度、資産等につき公認の学校として適当であるかどうかを審査し
なければならない。その場合の認可基準については、各種学校の特異性にかん
がみ、都道府県知事において、各種学校の実態に照して、法令の範囲内で、認
可の裁量権に基く認可基準を設けることは差支えない」。
・  「十、朝鮮人学校及び朝鮮人学校の学校法人又は準学校法人について　　これら
のものについて認可の申請があって認可を行うについては、昭和二十四年十月
の「朝鮮人学校に対する措置について」の通達等の趣旨にかんがみ、即時文部
大臣に協議されたい」。

⑨ 1950 年
12 月 28 日

文部事務次官「学校を設置する財団法人の許可、認可及び承認等の権限委任等に
伴う取扱について」（文管管第 430 号、都道府県知事・都道府県教育委員会教育長
宛）
・  「十二月二十日付文管管第四百二十九号による依命通達により、各種学校等を設
置する財団法人の許可、認可及び承認等の権限を、文部大臣から地方庁に委任
する等の措置がとられましたので、その取扱については、次の事項に留意して
取扱われたく通達します」。
・  「三、各種学校を設置する財団法人の設立許可の申請に対する審査並びに許可の
手続き等　　イ、設立許可の申請については、必要な申請書類が完備している
かどうかを調査して、それを整備せしめること。　ロ、設立許可申請の審査に
当つては、その設置する各種学校が一定の基準に達し、それを設置する財団の
資産が十分なものであるかどうかを慎重に調査して、粗漏のないようにするこ
と。　ハ、設立許可について、重要な疑義のあるもの及び朝鮮人学校を設置す
る財団法人については文部大臣に協議すること。　ニ、各種学校を設置する財
団法人の設立を許可したときは、次の事項を具して文部大臣に報告すること。１、
名称　２、目的　３、設置する各種学校　４、事務所　５、設立許可の年月日
６、資産の総額　上記の事項に変更のあつたときは、その変更の都度文部大臣
に報告すること。　ホ、各種学校の設置のみを目的とする財団法人の設立及び
監督については、文部省規定の「法人に関する事務提要」に準じて事務処理に
遺漏のないようにすること」。

⑩ 1951 年
9 月 10 日

初等中等教育局長「朝鮮人学校の補助教材について」（文初庶第 158 号、都道府県
知事・都道府県教育委員会宛）
・  「「アカハタ」の同類紙である鮮文出版物「花のつぼみ」は…無期限発行停止処分」
に付されたが、「本年五月ごろから全国各地の朝鮮人学校にいおいて補助教材と
して使用されている」。「朝鮮人学校に対する指導監督については、今後このよ
うなことのないよう一層の御配慮を願います」。
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府
県
当
局
が
全
国
一
斉
に
朝
鮮
学
校
に
対
し
措
置
を
通
告
す
る
。
朝
鮮

学
校
の
内
、
学
校
設
置
者
が
朝
連
関
係
者
で
あ
る
学
校
は
朝
連
解
散
を

根
拠
に
廃
校
と
し
、
学
校
施
設
所
有
者
が
朝
連
関
係
者
で
あ
る
学
校
の

財
産
は
接
収
さ
れ
た
。
ま
た
設
置
者
・
所
有
者
と
も
に
朝
連
関
係
者
で

な
い
そ
の
他
の
学
校
に
対
し
て
は
、
二
週
間
以
内
に
財
団
法
人
の
改
組

ま
た
は
設
置
、
あ
る
い
は
各
種
学
校
の
設
置
認
可
申
請
を
命
じ
た
。
こ

う
し
て
設
置
者
・
所
有
者
が
朝
連
関
係
者
と
み
な
さ
れ
た
朝
鮮
学
校
に

は
即
刻
閉
鎖
措
置
が
執
ら
れ
（
九
〇
校
）、
ま
た
二
週
間
以
内
に
文
部

省
に
対
し
法
人
設
立
申
請
を
し
た
学
校
も
、
大
阪
の
白
頭
学
院
を
除
き

す
べ
て
不
認
可
と
な
り
、
認
可
申
請
し
な
か
っ
た
学
校
と
と
も
に
、
学

校
教
育
法
に
基
づ
く
閉
鎖
措
置
が
執
ら
れ
た
（
二
七
二
校
）。
こ
う
し

て
全
国
三
六
二
校
（
就
学
者
お
よ
そ
四
万
人
）
の
朝
鮮
学
校
が
閉
鎖
さ

れ
た
。

学
校
閉
鎖
措
置
以
降
の
朝
鮮
学
校
の
法
的
地
位
に
関
し
て
見
よ
う
。

第
一
に
は
、
私
立
学
校
（
一
条
校
）
の
法
的
地
位
を
得
る
こ
と
が
実
質

不
可
能
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
一
九
五
〇
年
三
月
の
私
立
学
校
法
の

施
行
と
と
も
に
、
高
等
学
校
以
下
の
学
校
を
設
置
す
る
学
校
法
人
の
所

轄
庁
は
都
道
府
県
知
事
と
な
っ
た
が
、
文
部
省
は
「
私
立
学
校
法
の
施

行
に
つ
い
て
」（
通
達
2

－

⑧
）
に
お
い
て
、
朝
鮮
学
校
が
認
可
申
請

を
行
っ
た
際
に
は
「
即
時
文
部
大
臣
に
協
議
さ
れ
た
い
」
旨
を
通
達
し

て
お
り
、
知
事
判
断
に
よ
る
朝
鮮
学
校
認
可
を
行
わ
な
い
よ
う
措
置
を

⑪ 1965 年
11 月 29 日

文部省管理局振興課長「朝鮮人学校の各種学校としての認可等について」（40管振
第 45 号、関係都道府県総務部長宛）
「いわゆる朝鮮人学校の取扱いについてはかねてこれを各種学校として認可するこ
とのないよう口頭でお伝えしていましたが、近く文部省の方針を文書をもって明
らかにする見込ですので差し当りそれまでの間朝鮮人学校の設置を目的とする準
学校法人の設置の認可はこれをさしひかえるようお願いします」。（以上全文）

⑫ 1965 年
12 月 28 日

文部事務次官「朝鮮人のみを収容する教育施設の取扱いについて」（文管振第 210
号、都道府県知事・都道府県教育委員会宛）
・  「朝鮮人のみを収容する大部分の公立の小学校分校の実態は、教職員の任命・構
成・教育課程の編成・実施・学校管理等において法令の規定に違反し、きわめ
て不正常な状態にある」ため、「法令に違反する状態の是正その他学校教育の正
常化について必要な措置を講ずる」、「学校教育の実態が改善され、正常化され
ると認められない場合には、これらの分校の存続について検討する」。
・  「朝鮮人のみを収容する公立の小学校または中学校およびこれらの学校の分校ま
たは、特別の学級は今後設置すべきではない」。
・  「朝鮮人としての民族性または国民性を涵養することを目的とする朝鮮人学校
は、わが国の社会にとって、各種学校の地位を与える積極的意義を有するもの
とは認められないので、これを各種学校として認可すべきではないこと。また
同様の理由により、この種の朝鮮人学校の設置を目的とする準学校法人の設立
についても、これを認可すべきではない」。
・  「すでに学校教育法第一条の学校または各種学校として認可されている朝鮮人学
校の取扱いについては検討を要する問題であるが、さしあたり、報告、届出等
の義務の励行等法令を遵守した適正な運営がなされるよう留意するとともに実
態の把握につとめること」。
・  「朝鮮人を含めて一般にわが国に在住する外国人をもつぱら収容する教育施設の
取扱いについては、国際親善等の見地から、新しい制度を検討し、外国人学校
の統一的取扱いをはかりたいと考えている」。

典拠：  近代日本教育制度史料編集委員会（1958）『近代日本教育制度史料 26』大日本雄弁会講談社、現代日本
教育制度史料編集委員会（1988）『現代日本教育制度史料 28』東京法令出版、日本教育学会教育制度研
究委員会・外国人学校制度研究小委員会「「在日朝鮮人とその教育」資料集　第一集」（1970 年 8 月）。
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講
じ
て
い
る
。
そ
の
後
申
請
を
行
っ
た
学
校
法
人
が
あ
っ
た
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
私
立
学
校
の
認
可
を
得
た
朝
鮮
学
校
は
存
在
し
な
い
。

第
二
に
、学
校
閉
鎖
後
の
暫
定
的
措
置
と
し
て
公
立
学
校
ま
た
は
公
立
学
校
の
分
校
と
し
て
の
朝
鮮
学
校

―
所
謂
公
立
朝
鮮
学
校
が
開
設
さ
れ
た
。公
立
朝
鮮
学
校
は
、

閉
鎖
さ
れ
た
朝
鮮
学
校
に
就
学
し
て
い
た
子
ど
も
た
ち
を
「
日
本
人
学
校
に
収
容
す
る
こ
と
が
不
可
能
の
場
合
…
等
に
は
事
情
已
む
を
得
ざ
る
も
の
と
し
て
、当
分
の
間
」、

そ
の
設
置
が
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
（
通
達
2

－

⑤
、
⑦
）、
時
間
講
師
と
し
て
の
朝
鮮
人
教
師
の
給
与
や
学
校
の
修
繕
費
も
（
す
べ
て
で
は
な
い
が
）
公
費
に
よ
っ
て

賄
わ
れ
た
。
一
九
五
〇
年
初
頭
に
は
、
在
日
朝
鮮
人
の
教
育
は
当
然
公
費
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
立
場
か
ら
、
公
立
学
校
と
し
て
の
地
位
を
求
め
た
朝
鮮
学

校
も
散
見
さ
れ
る
が
、
そ
の
要
望
が
認
め
ら
れ
た
ケ
ー
ス
は
な
い
。
私
立
学
校
同
様
、
公
立
学
校
と
い
う
法
的
地
位
を
新
た
に
得
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
っ
た（

11
）。

一
都
一

府
五
県
に
開
設
し
た
こ
の
特
異
な
学
校
が
廃
止
さ
れ
る
時
期
は
地
域
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
お
り
、
都
道
府
県
別
に
見
れ
ば
、
大
ま
か
に
岡
山
一
九
五
〇
年
、
山
口

一
九
五
三
年
、
東
京
一
九
五
五
年
、
大
阪
一
九
六
一
年
、
神
奈
川
・
兵
庫
・
愛
知
は
一
九
六
六
年
と
な
る
。
公
立
朝
鮮
学
校
は
一
二
・
二
八
通
達
に
お
い
て
、「
き
わ
め
て

不
正
常
な
状
態
に
あ
る
」
と
さ
れ
て
お
り
、
後
述
の
論
点
と
も
関
わ
る
が
、
日
本
国
民
の
た
め
の
学
校
教
育
制
度
の
中
の
不
純
物
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
。

第
三
に
、
閉
鎖
措
置
後
に
新
た
に
開
設
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
再
建
さ
れ
た
無
認
可
の
学
校
が
あ
る
。
本
稿
の
対
象
で
あ
る
四
日
市
の
朝
鮮
学
校
も
無
認
可
校
で
あ
る
。
当

事
者
ら
は
こ
れ
ら
を
自
主
学
校
あ
る
い
は
自
主
校
と
呼
ん
だ
。「
法
的
に
は
四
九
年
一
〇
月
に
閉
鎖
さ
れ
存
在
し
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
現
実
に
は
存
在
し
て
い
る
学
校（

12
）」

で
あ
る
無
認
可
の
朝
鮮
学
校
は
、
学
校
閉
鎖
以
前
と
同
様
、
朝
鮮
語
や
朝
鮮
の
歴
史
、
地
理
等
を
含
む
在
日
朝
鮮
人
独
自
の
教
育
内
容
を
朝
鮮
人
教
員
が
教
え
た
。
そ
の

数
は
一
九
四
九
年
に
四
〇
余
校
あ
っ
た
と
さ
れ（

13
）、

そ
の
後
漸
増
し
て
い
く
が
、
学
校
運
営
は
非
常
に
厳
し
い
状
況
で
あ
っ
た
。
い
く
つ
か
の
通
達
（
通
達
2

－

⑩
）
か
ら

確
認
で
き
る
よ
う
に
、
政
府
も
そ
の
存
在
を
認
識
し
て
い
た
。

第
四
に
、
各
種
学
校
の
認
可
を
得
た
学
校
で
あ
る
。
文
部
省
は
学
校
閉
鎖
措
置
後
に
朝
鮮
学
校
が
各
種
学
校
認
可
申
請
を
行
っ
て
き
た
場
合
も
、
閉
鎖
措
置
の
際
の
該

当
項
目
を
認
可
基
準
と
し
て
用
い
る
こ
と
を
都
道
府
県
に
対
し
通
達
し
た
（
通
達
2

－

⑥
）。
こ
こ
で
は
「
旧
朝
連
の
財
産
…
及
び
旧
朝
連
の
財
産
で
あ
る
と
う
た
が
わ
れ

0

0

0

0

0

る0

施
設
を
利
用
す
る
各
種
学
校
は
こ
れ
を
認
め
な
い
」（
傍
点
引
用
者
）
と
さ
れ
て
お
り
、
当
局
の
「
疑
い
」
に
よ
っ
て
認
可
可
否
が
左
右
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
の

基
準
に
適
合
す
る
場
合
お
い
て
も
、
①
教
育
関
係
法
令
、
監
督
庁
の
命
令
を
遵
守
す
る
、
②
監
督
庁
の
実
地
調
査
を
拒
否
・
妨
害
・
忌
避
し
な
い
、
③
旧
朝
連
の
主
義
主

張
の
払
拭
、
学
校
お
よ
び
関
係
団
体
が
旧
朝
連
の
指
導
・
支
配
下
に
あ
る
傾
向
の
払
拭
、
④
教
員
採
用
に
つ
い
て
は
教
職
員
の
除
去
お
よ
び
就
職
の
禁
止
等
に
関
す
る
政
令
、

団
体
等
規
正
令
に
抵
触
し
な
い
と
い
う
四
点
を
「
確
認
又
は
誓
約
さ
せ
る
こ
と
」
を
求
め
た
。
各
種
学
校
認
可
の
際
に
「
確
認
又
は
誓
約
」
を
と
る
こ
と
は
、
正
に
朝
鮮

学
校
だ
け
に
課
さ
れ
た
特
別
な
措
置
で
あ
る
。
後
に
見
る
よ
う
に
、
実
際
に
多
く
の
府
県
で
認
可
の
際
、
条
件
と
し
て
の
誓
約
を
と
っ
て
い
る
。
な
お
各
種
学
校
と
し
て
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の
朝
鮮
学
校
を
設
置
す
る
財
団
法
人
の
設
立
許
可
に
つ
い
て
も
、
文
部
大
臣
に
協
議
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
（
通
達
2

－

⑨
）。

こ
の
よ
う
に
認
可
を
得
る
た
め
の
ハ
ー
ド
ル
は
決
し
て
低
く
な
か
っ
た
が
、
無
認
可
校
と
し
て
再
開
・
新
設
さ
れ
た
朝
鮮
学
校
の
中
に
は
、
一
九
五
〇
年
代
に
入
り
新

た
に
各
種
学
校
の
認
可
を
取
得
し
た
学
校
も
あ
っ
た
。【
資
料
1
】
に
も
示
し
た
が
、
一
九
五
〇
年
代
に
限
っ
て
も
、
京
都
朝
鮮
中
学
（
一
九
五
三
・
五
・
一
八
）、
神
奈
川

朝
鮮
人
中
学
校
（
一
九
五
三
・
一
〇
・
三
一
）、
中
部
朝
鮮
中
高
等
学
校
（
一
九
五
三
・
一
二
・
一
九（

14
））、

茨
城
朝
鮮
中
高
級
学
校
（
一
九
五
五
・
一
二
・
一
〇
）、
九
州
朝
鮮
中
高

級
学
校
（
一
九
五
六
・
四
・
一
二
）、
ま
た
兵
庫
県
内
の
神
戸
朝
鮮
中
高
級
学
校
、
東
神
戸
朝
鮮
初
級
学
校
、
阪
神
朝
鮮
初
級
学
校
、
西
神
戸
朝
鮮
初
級
学
校
、
尼
崎
朝
鮮
中

級
学
校
、
西
播
朝
鮮
中
級
学
校
（
と
も
に
一
九
五
九
・
三
・
二
四
）
が
各
種
学
校
認
可
を
取
得
し
て
い
る
。
ま
た
東
京
都
立
朝
鮮
人
学
校
も
、
一
九
五
五
年
四
月
一
日
に
各

種
学
校
へ
と
移
管
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
内
、
法
人
立
は
東
京
（
学
校
法
人
東
京
朝
鮮
学
園
）
と
京
都
（
学
校
法
人
京
都
朝
鮮
教
育
資
団
）
の
み
で
、
そ
の
他
の
学
校
は
個

人
立
の
各
種
学
校
と
し
て
の
認
可
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
い
く
つ
か
の
学
校
が
各
種
学
校
の
認
可
を
取
得
し
た
と
は
言
え
、
全
体
に
占
め
る
そ
の
数
は
少
な
く
、

後
に
見
る
三
重
県
の
よ
う
に
、
文
部
省
の
方
針
に
従
い
認
可
を
与
え
な
い
姿
勢
を
堅
持
す
る
府
県
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
一
九
四
九
年
の
学
校
閉
鎖
措
置
後
の
朝
鮮
学
校
の
法
的
地
位
は
、
公
立
学
校
、
各
種
学
校
、
無
認
可
校
と
な
り
、
ま
た
新
た
に
得
ら
れ
る
法
的
地
位
は

各
種
学
校
の
み
と
な
っ
た
。

（
二
）
各
種
学
校
認
可
が
持
つ
両
価
性

朝
連
の
後
継
団
体
と
し
て
一
九
五
五
年
に
結
成
さ
れ
た
在
日
本
朝
鮮
人
総
連
合
会
（
略
称
「
総
連
」）
は
、
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
の
海
外
公
民
と
し
て
の
在
日
朝

鮮
人
運
動
を
合
法
的
に
展
開
す
る
こ
と
を
活
動
方
針
と
し
た
。
朝
鮮
学
校
も
こ
の
方
針
に
従
う
と
と
も
に
、
自
主
的
な
民
族
教
育
の
実
施
を
確
保
し
つ
つ
最
低
限
の
公
的

保
障
を
得
る
た
め
に
、
無
認
可
校
の
各
種
学
校
認
可
取
得
を
目
指
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
動
き
は
、
一
九
五
九
年
に
実
現
し
た
共
和
国
へ
の
帰
国
事
業
が
一
段
落
し
た

六
〇
年
代
初
頭
以
降
、
一
層
本
格
化
す
る（

15
）。

一
九
五
〇
年
代
の
文
部
省
の
方
針
が
、
朝
鮮
学
校
に
一
条
校
や
各
種
学
校
の
認
可
を
与
え
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
見
て
き
た
が
、
六
〇
年
代
に
は
認
可
を

与
え
な
い
と
い
う
方
針
が
継
続
さ
れ
る
一
方
、
認
可
に
関
し
異
な
る
意
味
付
け
が
登
場
し
て
き
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
以
下
は
、
一
九
六
三
年
六
月
の
自
民
党
安
保
調

査
会
に
お
け
る
朝
鮮
学
校
の
各
種
学
校
認
可
に
関
す
る
や
り
と
り
で
あ
る（

16
）。

引
用
文
中
の
「
福
田
」
は
、文
部
省
初
等
中
等
教
育
局
長
の
福
田
繁
で
あ
る
（
下
線
は
引
用
者
、

〔　

〕
は
引
用
者
に
よ
る
註
。
以
下
同
様
）。
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志  

田　

在
日
朝
鮮
人
の
子
弟
の
学
校
が
あ
り
ま
す
ね
。
そ
れ
に
対
し
て
北マ

マ鮮
か
ら
い
ま
ま
で
に
一
兆
七
千
億
く
ら
い
の
金
が
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、

最
近
日
韓
反
対
の
問
題
で
日
本
の
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
に
運
動
を
展
開
さ
せ
る
よ
う
な
会
合
を
持マ

マも
、
相
当
資
金
が
流
れ
て
い
る
よ
う
な
話
を
聞
く
の
で
す
が
、
そ
う

い
う
点
に
つ
き
ま
し
て
は
ど
う
で
す
か
。

福  

田
（
文
部
省
初
中
局
長
）
私
ど
も
の
ほ
う
で
は
は
っ
き
り
し
た
情
報
が
わ
か
り
ま
せ
ん
の
で
、
む
し
ろ
公
安
調
査
庁
そ
の
他
か
ら
も
ら
う
わ
け
で
す
。
そ
れ
以
上
の

こ
と
は
…
。

志  

田　

あ
の
学
校
に
は
日
本
人
で
教
員
を
し
て
い
る
者
も
あ
る
よ
う
に
聞
い
て
お
り
ま
す
が
、
文
部
省
で
は
そ
う
い
う
も
の
の
監
督
と
か
い
う
こ
と
は
し
な
い
の
で
す

か
。
私
立
学
校
と
し
て
扱
う
と
か
…
。

福
田　

あ
れ
は
私
立
学
校
と
い
う
か
、
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
学
校
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
、
全
然
手
が
出
な
い
の
で
す
。

志
田　

監
督
も
で
き
な
い
の
で
す
か
。

福
田　

そ
う
い
う
こ
と
で
す
。
か
っ
て
に
や
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

志  

田　

さ
っ
き
の
朝
鮮
人
学
校
の
こ
と
で
、
学
校
の
許
可
を
と
っ
て
い
な
い
か
ら
実
施
さ
れ
な
い
と
い
う
お
話
で
し
た
が
、
在
日
朝
鮮
人
の
学
校
は
建
物
も
あ
あ
い
う

ふ
う
に
し
っ
か
り
し
た
も
の
を
建
て
て
相
当
大
き
く
大
学
の
課
程
ま
で
や
っ
て
い
る
の
で
す
。
し
か
も
そ
の
卒
業
生
を
、
最
近
で
は
抗
日
パ
ル
チ
ザ
ン
に
養
成
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
種
類
の
学
校
と
い
う
も
の
に
対
し
て
文
部
省
が
監
督
す
る
と
か
な
ん
と
か
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
か
。

福  

田　
〔
…
〕
わ
れ
わ
れ
は
民
族
教
育
を
や
る
の
だ
か
ら
私
立
の
小
学
校
で
認
可
し
ろ
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
占
領
時
代
で
も
あ
り
ま
し
た
が
、
朝
鮮
人
問

題
が
起
き
ま
し
た
と
き
に
そ
う
い
う
運
動
が
全
国
的
に
あ
り
ま
し
て
、
文
部
省
と
し
て
は
や
む
を
得
ず
義
務
教
育
の
段
階
で
は
私
立
学
校
は
認
め
な
い
、
各
種
学
校

な
ら
ば
朝
鮮
の
民
族
教
育
、
朝
鮮
語
、
朝
鮮
歴
史
を
教
え
て
よ
ろ
し
い
と
い
う
こ
と
に
し
た
。
つ
ま
り
各
種
学
校
で
あ
り
ま
す
と
、
洋
裁
学
校
な
ど
と
同
じ
格
式
で

す
か
ら
内
容
が
一
般
の
学
校
よ
り
も
ル
ー
ズ
で
す
。
し
た
が
っ
て
各
種
学
校
で
認
め
た
わ
け
で
す
。〔
…
〕
北マ

マ鮮
系
の
大
学
と
か
、
色
々
な
も
の
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど

も
、
こ
れ
は
学
校
の
形
態
を
と
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
一
切
こ
ち
ら
で
認
め
た
も
の
で
も
な
い
し
、
事
実
上
彼
ら
が
自
治
的
に
や
っ
て
い
る
も
の
の
よ
う

で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
文
部
省
も
都
道
府
県
も
全
然
手
が
及
ば
な
い
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

志
田　
〔
…
〕
日
本
に
お
け
る
北マ

マ鮮
の
ス
パ
イ
活
動
の
温
床
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
感
じ
が
す
る
。

福  

田　

だ
か
ら
昭
和
二
五
年
ご
ろ
に
そ
う
い
う
も
の
を
事
実
実
力
を
も
っ
て
閉
鎖
し
た
の
で
す
が
、
そ
の
後
に
ま
た
で
き
た
の
で
す
。
こ
れ
は
実
際
問
題
と
し
て
は
治
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安
上
の
問
題
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
問
題
か
ら
片
づ
け
る
以
外
に
な
い
と
思
い
ま
す
。

保
科　

ど
う
い
う
こ
と
を
教
え
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
の
で
す
か
。

福
田　

わ
か
ら
な
い
の
で
す
。

保
科　

治
外
法
権
み
た
い
で
す
ね
。

〔
中
略
〕

志
田　
〔
…
〕
何
か
特
殊
学
校
み
た
い
な
も
の
を
取
り
締
ま
る
も
の
が
必
要
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

福
田　

各
種
学
校
に
な
っ
て
く
れ
れ
ば
閉
鎖
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
が
、
全
然
法
の
対
象
に
な
ら
な
い
。
こ
れ
で
は
文
部
省
で
は
や
り
よ
う
が
な
い
。

〔
中
略
〕

吉
江　

こ
れ
は
文
部
省
の
問
題
と
は
ち
ょ
っ
と
違
う
の
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
そ
う
い
う
方
面
で
議
論
し
な
い
と
、
こ
こ
で
初
中
局
長
に
言
う
て
み
て
も
無
理
で
し
ょ
う
。

こ
こ
で
は
、「
日
本
に
お
け
る
北マ

マ鮮
の
ス
パ
イ
活
動
の
温
床
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
感
じ
が
す
る
」
朝
鮮
学
校
の
存
在
は
「
治
安
上
の
問
題
」
で
あ
り
、
無
認
可
の
状
態

で
は
「
全
然
手
が
出
な
い
」
た
め
、「
法
の
対
象
」
と
し
て
「
監
督
」
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
「
閉
鎖
す
る
」
た
め
に
各
種
学
校
の
認
可
を
与
え
る
（「
各
種
学
校
に
な
っ

て
く
れ
れ
ば
閉
鎖
す
る
こ
と
が
で
き
る
」）
と
い
う
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
。
朝
鮮
学
校
側
が
求
め
る
公
的
保
障
と
い
う
観
点
と
は
全
く
対
照
的
に
、そ
の
統
制
を
主
眼
に
、

朝
鮮
学
校
を
学
校
教
育
法
の
枠
組
み
に
入
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
い
う
文
脈
で
、
各
種
学
校
認
可
が
意
味
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
灘
尾
弘
吉
文
部
大
臣
は
一
九
六
四
年
三
月
二
五
日
の
参
議
院
文
教
委
員
会
で
、「
今
日
行
な
わ
れ
て
お
り
ま
す
い
わ
ゆ
る
朝
鮮
人
学
校
、
そ
の
実
情
か
ら
考
え
ま

し
て
、
私
ど
も
は
こ
れ
が
認
可
に
つ
い
て
は
よ
ほ
ど
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が
あ
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
文
部
省
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
認
可
の
方
針
と

し
て
い
ま
の
よ
う
な
各
種
学
校
と
い
う
も
の
が
ど
ん
ど
ん
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
望
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
、
こ
の
よ
う
に
考
え
ま
し
て
、
方
針
を
そ
の
よ
う
に

定
め
て
お
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
答
弁
し
て
お
り
、
文
部
省
と
し
て
は
従
来
通
り
認
可
を
与
え
な
い
方
針
を
崩
さ
な
い
こ
と
を
示
し
た
。
ま
た
、
三
重
県
の
資
料
で

は
「
文
部
省
に
お
い
て
も
、
各
種
学
校
の
認
可
に
当
っ
て
は
、
公
益
性
、
公
共
性
の
有
無
を
重
視
す
る
よ
う
指
摘
し
て
い
る
」
と
さ
れ
て
お
り（

17
）、

公
益
性
、
公
共
性
の
な

い
朝
鮮
学
校
に
各
種
学
校
の
認
可
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
説
明
が
認
可
権
の
あ
る
都
道
府
県
に
対
し
な
さ
れ
て
い
た
も
の
と
推
察
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、

通
達
2

－

⑪
に
お
け
る
「
か
ね
て
こ
れ
を
各
種
学
校
と
し
て
認
可
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
口
頭
で
お
伝
え
し
て
い
ま
し
た
」
と
い
う
文
言
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
そ
し
て
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一
九
六
五
年
一
二
月
、「
日
韓
会
談
を
通
じ
て
日
韓
双
方
が
〔
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
〕
共
和
国
と
そ
れ
を
支
持
す
る
教
育
施
設
を
取
り
締
ま
る
べ
き
だ
と
い
う
認
識
を
強
め

て
い
っ
た
」
結
果（

18
）、

文
部
省
は
「
朝
鮮
人
と
し
て
の
民
族
性
ま
た
は
国
民
性
を
涵
養
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
朝
鮮
人
学
校
は
、
わ
が
国
の
社
会
に
と
っ
て
、
各
種
学
校

の
地
位
を
与
え
る
積
極
的
意
義
を
有
す
る
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
、
こ
れ
を
各
種
学
校
と
し
て
認
可
す
べ
き
で
は
な
い
」
旨
を
、
正
式
に
各
都
道
府
県
に
対
し
通

達
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
っ
た
（
通
達
2

－

⑫
）。

朝
鮮
学
校
を
合
法
的
に
監
督
し
、
統
制
す
る
た
め
に
は
学
校
教
育
法
上
の
学
校
と
し
て
位
置
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
他
方
そ
の
た
め
に
最
も
周
縁
の
学
校
で
あ

る
と
は
言
え
、
こ
れ
に
各
種
学
校
と
し
て
の
認
可
を
与
え
る
こ
と
は
、
そ
の
「
公
益
性
、
公
共
性
」
を
認
め
、「
国
家
的
恩
典
を
付
与
」（
前
掲
三
重
県
資
料
）
す
る
こ
と

を
意
味
し
て
し
ま
う
。
政
府
と
し
て
は
、
朝
鮮
学
校
を
放
置
せ
ず
に
統
制
は
し
た
い
が
公
的
保
障
は
与
え
た
く
な
い
と
い
う
ス
タ
ン
ス
で
あ
っ
た
。
朝
鮮
学
校
の
各
種
学

校
認
可
は
、
統
制
と
公
的
保
障
と
い
う
両
価
性
が
特
に
顕
著
に
表
れ
る
問
題
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

各
種
学
校
と
し
て
認
可
す
べ
き
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
た
一
二
・
二
八
通
達
は
、
公
的
保
障
は
与
え
な
い
が
統
制
も
行
わ
な
い
と
い
う
立
場
を
政
府
が
示
し
た
よ
う
に
見

え
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
上
記
両
価
性
を
解
消
す
る
た
め
に

―
換
言
す
れ
ば
公
的
保
障
を
与
え
ず
に
統
制
す
る
方
法
と
し
て
、
文
部
大
臣
管
轄
下
に
「
外
国
人
学
校
」

と
い
う
法
的
地
位
を
新
た
に
創
設
す
る
、所
謂
「
外
国
人
学
校
法
案
」
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。
一
二
・
二
八
通
達
の
末
尾
に
示
唆
さ
れ
て
い
た
外
国
人
学
校
法
案
で
は
、

「
も
っ
ぱ
ら
外
国
人
（
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
を
い
う
）
を
対
象
と
し
て
…
組
織
的
な
教
育
を
行
う
施
設
は
、外
国
人
学
校
と
す
る
」
と
外
国
人
学
校
の
定
義
を
定
め
、

そ
こ
で
の
教
育
は
「
わ
が
国
の
憲
法
上
の
機
関
が
決
定
し
た
施
策
若
し
く
は
そ
の
実
施
を
こ
と
さ
ら
に
非
難
す
る
教
育
」、「
わ
が
国
の
利
益
に
害
す
る
と
認
め
ら
れ
る
教

育
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
規
定
さ
れ
て
い
た（

19
）。

そ
し
て
そ
の
規
定
に
従
わ
な
い
学
校
に
対
し
、
文
部
大
臣
が
教
育
の
中
止
命
令
お
よ
び
学
校
閉
鎖
命
令
を
下
す
こ
と

が
で
き
る
と
さ
れ
た
。
外
国
人
学
校
法
案
は
一
九
六
六
年
以
降
、
度
々
国
会
へ
提
出
さ
れ
た
が
、
年
を
お
っ
て
反
対
の
世
論
が
高
ま
っ
て
い
き
、
結
果
的
に
そ
の
制
度
が

実
現
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た（

20
）。

以
上
、
本
節
で
見
て
き
た
朝
鮮
学
校
の
法
的
地
位
を
め
ぐ
る
政
府
方
針
の
下
、
四
日
市
朝
鮮
学
校
と
三
重
県
と
の
間
で
各
種
学
校
認
可
を
め
ぐ
る
攻
防
が
繰
り
広
げ
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
。
次
節
で
は
ま
ず
、
学
校
閉
鎖
措
置
後
、
各
種
学
校
認
可
取
得
運
動
を
展
開
す
る
前
夜
の
四
日
市
朝
鮮
学
校
と
四
日
市
市
と
の
関
係
を
確
認
し
よ
う
。



76

二
．
無
認
可
校
四
日
市
朝
鮮
人
小
学
校
へ
の
四
日
市
市
に
よ
る
補
助
金
交
付

―
公
費
支
出
の
論
理

一
九
四
九
年
一
〇
月
一
九
日
、
三
重
県
内
の
朝
鮮
学
校
五
校
に
学
校
閉
鎖
令
が
下
さ
れ
た
。
四
日
市
朝
鮮
初
中
級
学
校
の
前
身
で
あ
る
四
日
市
橋
北
初
等
学
院
（
四
日

市
市
阿
倉
川
八

－

三
〇
）
は
、
学
校
施
設
の
接
収
は
免
れ
た
が
、
一
二
月
二
〇
日
に
は
完
全
閉
鎖
さ
れ
、
ほ
と
ん
ど
の
教
員
が
逮
捕
、
多
く
の
子
ど
も
た
ち
が
地
域
の
日

本
学
校
に
分
散
入
学
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
一
名
の
教
員
と
一
三
名
の
児
童
は
閉
鎖
さ
れ
た
校
舎
の
そ
ば
で
授
業
を
継
続
し
た
。
学
校
再
開
当
時
の
状
況
を
、
許

南
石
氏
は
以
下
の
よ
う
に
振
り
返
っ
て
い
る
。「
勉
強
と
い
う
よ
り
、
年
上
が
年
下
の
面
倒
を
見
な
が
ら
一
日
中
遊
ん
で
い
た
。
大
人
は
み
ん
な
働
き
に
出
て
い
る
か
ら
、

幼
い
子
を
守
っ
て
あ
げ
る
の
も
自
分
た
ち
の
役
目
だ
っ
た
。
知
っ
て
い
る
朝
鮮
語
や
、簡
単
な
算
数
を
教
え
た
り
も
し
た
。
み
ん
な
で
手
を
繋
い
で
警
察
署
ま
で
よ
く
行
っ

て
ね
。『
先
生
か
え
せ
、
先
生
か
え
せ
』
と
…
。
い
ま
思
い
出
し
て
も
涙
が
出
る
。
こ
の
一
三
人
が
学
校
を
守
っ
た
ん
だ（

21
）」。

在
日
朝
鮮
人
ら
は
そ
の
後
、
一
九
五
〇
年
五

月
に
閉
鎖
さ
れ
た
校
舎
を
使
用
し
、
自
主
学
校
と
し
て
学
校
運
営
を
再
開
し
た（

22
）。

と
は
言
え
自
主
形
態
で
の
学
校
運
営
は
非
常
に
厳
し
く
、
同
校
は
四
日
市
市
に
対
し
度
々
教
育
費
の
支
援
を
求
め
て
い
る
。
一
九
五
一
年
一
二
月
二
〇
日
、
四
日
市
朝

鮮
人
小
学
校
の
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
は
四
日
市
市
議
会
長
宛
に
「
朝
鮮
人
子
弟
の
教
育
費
をマ
マ

月
額
三
万
円
援
助
方
要
望
に
つ
い
て
」
と
い
う
陳
情
書
を
提
出
し
た（

23
）。

陳
情
書
は
、
解

放
後
朝
鮮
人
た
ち
は
日
本
帝
国
主
義
に
よ
っ
て
「
う
ば
わ
れ
た
民
族
文
化
を
急
速
に
取
り
も
ど
し
て
き
」
た
が
、「
日
本
政
府
は
朝
鮮
人
学
校
を
暴
力
で
閉
鎖
し
、
再
び
朝

鮮
人
か
ら
朝
鮮
語
を
う
ば
お
う
と
」
し
て
い
る
、「
日
朝
両
民
族
の
友マ

マ交
は
お
の
お
のマ
マ

民
族
特
有
の
文
化
を
」
尊
重
す
る
こ
と
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
訴
え
、
以

下
の
よ
う
に
続
く
。

今
四
日
市
に
も
日
本
人
学
校
に
ど
う
し
て
も
入
学
す
る
こ
と
を
■
〔
一
字
解
読
不
能
〕
っ
て
い
る
六
十
数
名
の
朝
鮮
人
児
童
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
は
死
力
を
つ
く
し

て
教
育
し
て
お
り
又
ど
ち
ら
えマ
マ

も
入
学
し
て
いマ

マず
い
た
ず
ら
に
不
良
化
に
向
か
っ
て
い
る
多
く
の
児
童
に
対
し
て
も
あ
ら
ゆ
る
方
法
で
就
学
を
進
め
て
い
る
の
で
あ
り

ま
す
が
何
と
し
て
も
費
用
の
面
で
は
ば
ま
れ
て
い
る
次
第
、
市
当
局
に
於マ

マて
此
の
事
を
よ
ろ
し
く
了
解
善
処
さ
れ
、
良
心
の
提
携
に
よ
る
両
民
族
の
友マ

マ交
の
為
朝
鮮
人

子
弟
の
教
育
費
を
毎
月
三
万
円
援
助
さ
れ
ん
こ
と
を
一
重
に
お
願
い
致
し
ま
す
。

日
本
学
校
へ
の
転
入
学
を
拒
ん
だ
子
ど
も
へ
の
教
育
を
実
施
し
、
ま
た
就
学
せ
ず
「
不
良
化
に
向
か
っ
て
い
る
多
く
の
」
朝
鮮
人
児
童
た
ち
の
受
け
皿
と
も
な
り
得
る
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朝
鮮
学
校
の
意
義
と
そ
の
窮
状
を
訴
え
、
学
校
へ
の
月
額
三
万
円
の
援
助
を
求
め
た
。
こ
の
陳
情
に
対
し
市
側
で
ど
の
よ
う
な
対
応
が
な
さ
れ
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
翌

年
六
月
の
朝
鮮
学
校
に
よ
る
陳
情
書
で
は
、「
市
当
局
に
於マ
マ

て
も
、
去
る
五
月
二
〇
日
付
を
持マ

マ
っ
て
、
民
族
教
育
を
認
め
四
日
市
朝
鮮
人
小
学
校
の
教
育
費
の
一
部
分
と
し

て
、
多
大
な
る
御
支
援
を
い
た
だ
き
、
誠
に
感
謝
に
堪
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
事
実
は
人
類
史
上
の
正
義
観
を
い
や
が
上
に
も
昂
揚
し
、
引
い
て
は
日
本
教

育
史
上
に
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
と
確
信
す
る
」
と
あ
る（

24
）。

こ
の
こ
と
か
ら
四
日
市
市
当
局
は
無
認
可
校
で
あ
る
四
日
市
朝
鮮
人
小
学
校
へ
の
補
助
金
を
交
付
し
た
と

判
断
で
き
る
。
一
九
五
二
年
時
点
に
お
け
る
地
方
自
治
体
か
ら
の
補
助
金
交
付
は
全
国
に
お
い
て
も
珍
し
く
、
注
目
さ
れ
て
良
い
。

他
方
、
同
陳
情
書
の
主
た
る
内
容
は
「
去
る
月
、
市
長
の
解
答
の
中
に
朝
鮮
小
学
校
の
児
童
達
を
其
の
地
区
内
の
日
本
学
校
に
七
月
末
日
ま
で
分
散
入
学
す
る
様
強
要

す
る
」
と
あ
っ
た
こ
と
へ
の
反
対
の
意
志
表
明
な
ら
び
に
民
族
教
育
を
継
続
実
施
す
る
た
め
の
要
望
で
あ
っ
た
。
補
助
金
を
交
付
す
る
程
「
友
好
的
」
で
あ
っ
た
市
が
、

何
故
朝
鮮
学
校
就
学
児
童
の
日
本
学
校
へ
の
転
入
学
を
「
強
要
」
し
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。
一
九
五
二
年
六
月
の
段
階
で
は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
の
発
効

に
よ
る
在
日
朝
鮮
人
の
日
本
国
籍
喪
失
に
伴
う
就
学
義
務
に
関
す
る
文
部
省
の
見
解
は
明
確
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
市
は
引
き
続
き
朝
鮮
人
児
童
に
も
義
務
教
育

諸
学
校
へ
の
就
学
を
督
促
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い（

25
）。

実
際
、「
四
日
市
朝
鮮
学
童
就
学
（
義
務
就
学
）
経
過
」（
後
述
す
る
四
日
市
市
教
育
長
作
成
の
「
私
塾　

四
日

市
朝
鮮
人
小
学
校
に
つ
い
て
」（
一
九
五
二
年
一
一
月
二
九
日
）
に
添
付
さ
れ
た
資
料
）
と
い
う
文
書
に
は
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

昭
和
二
五
．
一
〜
三

外
国
人
登
録
簿
に
よ
り
義
務
教
育
該
当
者
を
調
査
。
地
区
別
に
小
・
中
学
校
へ
就
学
す
る
よ
う
通
知
発
送
。

小
学
校
一
二
六
名
、
中
学
校
八
一
名
。
こ
の
外
に
既
に
小
・
中
学
校
に
就
学
し
て
い
た
も
の
が
一
〇
〇
名
程
あ
っ
た
。

各
支
所
・
出
張
所
及
び
市
役
所
か
ら
直
接
に
発
送
し
た
就
学
通
知
を
拒
否
す
る
も
の
が
多
少
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
が
旧
朝
鮮
小
学
校
教
員
に
よ
っ
て
阿
倉
川
校
舎
を
利

用
し
て
非
公
式
に
教
育
活
動
を
続
け
て
い
た
模
様
で
、
閉
鎖
監
視
責
任
者
で
あ
る
三
重
県
地
方
事
務
所
で
も
注
意
を
与
え
て
い
る
が
、
き
き
め
が
な
く
、
会
館
接
収
等

で
却
っ
て
こ
こ
に
通
学
す
る
も
の
が
増
し
た
傾
向
で
あ
る
。
市
で
は
学
籍
移
送
は
取
扱
は
ず
、
欠
席
者
と
し
て
処
理
し
て
い
る
。

就
学
通
知
を
拒
否
し
た
り
、
あ
る
い
は
欠
席
者
と
し
て
処
理
さ
れ
て
い
る
多
く
の
朝
鮮
人
児
童
が
通
う
朝
鮮
人
小
学
校
に
対
し
、
そ
の
児
童
た
ち
を
公
立
ま
た
は
私
立
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の
小
学
校
に
入
学
さ
せ
る
こ
と
を
市
は
求
め
て
い
た
。
朝
鮮
学
校
は
市
側
の
求
め
を
拒
否
し
、「
四
日
市
市
橋
北
に
在
住
す
る
朝
鮮
人
児
童
に
も
教
育
基
本
法
に
基
ず
く
…

民
族
の
義
務
教
育
を
受
け
る
権
利
が
あ
」
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
市
に
対
し
大
き
く
二
つ
の
事
項
を
要
請
し
て
い
る
。
第
一
に
、
民
族
教
育
を
受
け
る
権
利
を
保
障
す
る

た
め
に
現
存
の
朝
鮮
学
校
を
公
立
学
校
の
分
校
と
し
て
認
可
し
、
且
つ
「
公
認
ま
で
の
朝
鮮
人
学
校
児
童
教
育
費
は
、
当
然
民
主
国
家
の
負
ふ
べ
き
義
務
で
あ
り
」、「
下

部
組
織
で
あ
る
市
当
局
で
朝
鮮
人
児
童
教
育
費
を
負
担
す
る
」
こ
と
、
第
二
に
、
公
立
分
校
と
し
て
認
可
さ
れ
た
後
に
「
民
族
教
育
を
施
行
す
る
上
」
で
「
朝
鮮
人
教
員

の
必
要
性
は
言
ふ
迄
も
な
く
、
こ
れ
を
日
本
人
教
員
と
一
律
に
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
問
題
で
あ
る
た
め
」、「
朝
鮮
人
教
員
に
も
差
別
待
遇
な
く
、
正
式
な
教
員
と
し
て
」

の
待
遇
を
保
障
す
る
こ
と
で
あ
る
。
在
日
朝
鮮
人
た
ち
は
、
権
利
と
し
て
の
独
自
の
民
族
教
育
の
実
施
を
認
め
、
そ
の
費
用
を
市
費
に
よ
っ
て
賄
う
こ
と
を
求
め
た
の
で

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
市
か
ら
の
即
時
の
応
答
は
な
く
、
朝
鮮
学
校
側
は
確
認
で
き
る
範
囲
に
限
っ
て
も
、
同
年
一
〇
月
一
七
日
に
「
在
日
朝
鮮
人
に
民
族
教
育
文
化
を
認

め
一
切
の
費
用
を
国
費
で
負
タ
ン
せ
よ
」
と
い
う
事
項
を
含
ん
だ
陳
情
を
行
っ
て
い
る（

26
）。

朝
鮮
人
独
自
の
教
育
を
継
続
さ
せ
る
た
め
の
教
育
費
交
付
を
求
め
た
り
、
あ
る
い
は
公
立
分
校
と
し
て
の
朝
鮮
学
校
の
運
営
を
求
め
る
朝
鮮
学
校
側
の
度
重
な
る
陳
情

を
受
け
、
一
一
月
二
〇
日
、
市
長
お
よ
び
教
育
長
は
四
日
市
朝
鮮
人
小
学
校
に
対
す
る
学
校
視
察
を
実
施
し
た
。「
度
々
市
長
宛
に
も
市
議
会
宛
に
も
窮
状
を
陳
情
し
て
い

る
標
記
小
学
校
〔
四
日
市
朝
鮮
人
小
学
校
〕
の
現
状
を
」
把
握
す
る
た
め
の
視
察
を
終
え
、
市
教
委
は
「
こ
れ
に
対
す
る
市
の
態
度
を
定
め
る
原
案
を
」
作
成
し
て
い
る
。

そ
の
内
容
は
視
察
報
告
と
視
察
を
踏
ま
え
た
教
育
費
交
付
に
関
す
る
「
所
感
」
か
ら
な
る（

27
）。

ま
ず
視
察
報
告
を
見
る
と
、
市
が
朝
鮮
学
校
の
学
級
編
成
、
教
職
員
、
時
間
割
、
教
育
内
容
、
経
費
（
収
支
の
内
訳
）
等
を
詳
細
に
把
握
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。「
教

育
内
容
」
の
項
で
は
「
朝
鮮
語
の
習
得
を
第
一
と
し
、
朝
鮮
国
史
、
朝
鮮
地
理
に
よ
っ
て
民
族
意
識
を
向
上
さ
せ
よ
う
と
す
る
ね
ら
い
を
も
っ
て
い
る
。
北マ

マ鮮
系
の
子
弟

が
大
体
多
い
」
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
運
営
の
現
状
」
に
関
し
て
は
、「
一
．
施
設　

備
品
と
し
て
は
何
等
見
る
べ
き
も
の
な
く
、
職
員
室
の
椅
子
す
ら
破
損
お
び

た
だ
し
き
も
の
。　

一
．
職
員
俸
給　

現
実
的
に
考
へ
て
支
払
不
能
。
校
長
金
東
植
は
二
七
・
四
・
一
就
業
以
来
無
給
与
。
職
員
三
名
は
朝
鮮
人
父
兄
の
中
に
多
少
の
余
裕

あ
る
家
庭
を
廻
っ
て
食
事
の
厄
介
に
な
っ
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
朴
東
培
（
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
長
）〔
が
〕
二
名
を
三
ヶ
月
に
亘
っ
て
世
話
し
て
い
る
。
朴
孝
彦
が
残
の
一
名
を
現

在
二
ヶ
月
間
世
話
し
て
い
る
。
今
後
は
次
々
と
こ
れ
ら
の
家
庭
を
巡
回
す
る
予
定
と
い
う
」
と
い
う
よ
う
に
、
学
校
の
窮
状
が
具
体
的
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。

視
察
報
告
に
続
く
「
所
感
」
で
は
、
教
育
費
を
交
付
し
て
も
良
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
主
旨
の
提
言
が
な
さ
れ
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
そ
の
ロ
ジ
ッ
ク
で
あ
る
。
以

下
に
「
所
感
」
の
全
文
を
引
用
す
る
。
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私
塾
朝
鮮
人
小
学
校
の
現
状
は
前
の
如
き
も
の
で
あ
る
が
、
在
市
朝
鮮
父
兄
の
中
で
、
特
に
朝
鮮
語
に
よ
る
学
校
教
育
を
希
望
し
、
経
済
的
負
担
に
堪
え
て
、
こ
の

私
塾
を
持
続
し
て
行
き
た
い
と
の
念
願
に
は
相
当
の
強
い
も
の
を
見マ

マ
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ら
の
父
兄
は
、
所
謂
北マ

マ鮮
系
で
朝
鮮
民
主
主
義マ

マ共
和
国
を
支
持
し
て
い
る
が
、
教
育
の
内
容
は
、
度
々
従
来
の
市
長
の
注
意
に
よ
っ
て
過
激
な
も
の
で
な
く
、

む
し
ろ
朝
鮮
語
の
習
得
に
重
点
を
置
い
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
又
、
語
学
の
方
も
相
当
に
す
す
ん
で
い
る
の
で
、
児
童
た
ち
も
そ
の
学
習
に
興
味
を
も
つ
も

の
が
多
く
見
ら
れ
る
。
講
和
条
約
の
発
効
と
共
に
、
文
部
省
と
し
て
も
、
又
法
務
局
と
し
て
も
朝
鮮
人
は
外
国
人
と
し
て
、
そ
の
父
兄
に
日
本
の
学
校
教
育
法
に
よ
る

就
学
の
義
務
を
負
わ
せ
て
は
い
な
い
。
正
道
と
し
て
は
、
朝
鮮
人
が
財
団
法
人
を
組
織
し
て
私
立
学
校
を
経
営
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
現
状
と
し
て
は
そ
の
財
力
を

有
し
て
い
な
い
。
し
か
し
四
日
市
朝
鮮
学
校
は
、
土
地
・
建
物
の
物
的
資
産
に
お
い
て
は
相
当
額
の
も
の
を
有
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
方
法
に
よ
る
学
校
経
営
も
不
可

能
で
は
な
い
。

只
、
現
状
と
し
て
は
中
央
の
方
針
も
明
示
せ
ら
れ
な
い
の
で
、
こ
こ
し
ば
ら
く
そ
の
教
育
を
十
分
に
監
視
し
、
中
正
を
誤
ら
ぬ
も
の
た
ら
し
め
る
た
め
、
経
営
費
の

一
部
を
経
営
体
で
あ
る
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
事
業
費
に
で
も
寄
附
し
て
や
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
よ
い
と
思
う
。

尚
、
市
立
山
手
中
学
校
に
在
学
中
の
中
学
生
は
毎
週
二
回
夜
学
に
出
席
し
て
、
朝
鮮
語
の
習
得
に
努
力
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
補
助
金
交
付
を
是
と
す
る
論
法
に
は
い
く
つ
か
の
特
徴
を
見
出
せ
る
。

第
一
に
、
朝
鮮
学
校
の
教
育
内
容
が
市
の
許
容
範
囲
内
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
判
断
で
あ
る
。
市
は
、
朝
鮮
学
校
の
保
護
者
は
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
を
支
持
し

て
い
る
が
、
教
育
内
容
は
「
過
激
な
も
の
」
で
は
な
く
、「
朝
鮮
語
の
習
得
を
第
一
と
し
…
民
族
意
識
を
向
上
さ
せ
よ
う
と
す
る
ね
ら
い
を
も
っ
て
い
る
」
と
評
価
し
て
い

る
。
仮
に
朝
鮮
学
校
の
教
育
が
、
市
側
が
想
定
し
て
い
た
よ
う
な
「
過
激
な
も
の
」
で
あ
っ
た
と
判
断
さ
れ
た
な
ら
ば
、
教
育
費
を
交
付
し
よ
う
と
は
な
ら
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
。
教
育
内
容
が
市
に
と
っ
て
許
容
範
囲
内
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
公
費
を
支
出
す
る
に
た
る
教
育
機
関
で
あ
る
こ
と
の
条
件
と
な
っ
て
い
る
と
も
捉
え
ら
れ
る
が
、

重
要
な
こ
と
は
そ
の
基
準
が
何
で
あ
る
の
か
が
明
確
で
な
く
、
市
側
の
恣
意
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
二
に
、
朝
鮮
人
子
弟
の
教
育
を
保
障
す
る
法
的
な
責
任
は
市
側
に
は
な
い
と
い
う
前
提
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
市
は
一
九
五
二
年
五
月
の
段
階
で
は
朝
鮮
人
保
護

者
に
対
し
子
ど
も
た
ち
を
就
学
さ
せ
る
義
務
が
あ
る
と
し
て
就
学
通
知
を
発
送
し
た
り
、
朝
鮮
学
校
に
対
し
就
学
者
た
ち
の
転
入
学
を
要
請
し
て
い
た
が
、
一
一
月
の
段

階
で
は
文
部
省
お
よ
び
法
務
局
の
見
解
に
則
り
な
が
ら
、
日
本
国
籍
を
喪
失
し
た
外
国
人
と
し
て
の
朝
鮮
人
に
は
就
学
義
務
を
負
わ
せ
て
い
な
い
と
い
う
立
場
に
変
化
し
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て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
法
的
に
は
在
日
朝
鮮
人
子
弟
の
就
学
に
関
し
市
当
局
が
責
任
を
負
う
必
要
は
な
く
な
り
、
朝
鮮
人
の
教
育
に
関
し
て
は
「
朝
鮮
人
が
財
団
法
人
を

組
織
し
て
私
立
学
校
を
経
営
す
べ
き
」
で
あ
り
、そ
れ
が
「
正
道
」
で
あ
る
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
民
族
教
育
を
受
け
る
権
利
は
教
育
基
本
法
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
た
め
の
費
用
は
公
的
に
賄
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
朝
鮮
学
校
側
の
主
張
は
一
顧
だ
に
さ
れ
て
お
ら
ず
、
行
政
と
し
て
の
責
任
は
放
棄
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
前
提
に
立
っ
た
上
で
の
、
あ
る
種
施
恵
的
な
教
育
費
の
交
付
で
あ
っ
た
。

第
三
に
、
監
視
の
論
理
で
あ
る
。「
所
感
」
は
、
学
校
を
継
続
し
た
い
と
い
う
当
事
者
た
ち
の
強
い
思
い
や
、
朝
鮮
語
の
習
得
に
興
味
を
持
つ
児
童
の
姿
、
ま
た
学
校
運

営
状
況
の
厳
し
さ
に
理
解
を
示
し
な
が
ら
も
、
最
終
的
に
は
「
そ
の
教
育
を
十
分
に
監
視
し
、
中
正
を
誤
ら
ぬ
も
の
た
ら
し
め
る
た
め
」、
教
育
費
を
交
付
す
る
と
し
て
い

る
。
無
論
、
こ
こ
に
朝
鮮
学
校
に
対
す
る
同
情
や
在
日
朝
鮮
人
の
教
育
機
会
を
保
障
し
よ
う
と
い
う
考
え
が
一
切
働
い
て
い
な
か
っ
た
と
は
言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

教
育
費
の
交
付
が
行
政
に
よ
る
監
視
回
路
の
確
保
と
強
く
関
連
付
け
ら
れ
て
正
当
化
さ
れ
て
い
る
点
は
見
逃
せ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
三
つ
の
特
徴
は
、
朝
鮮
学
校
の
公
的
保
障
を
め
ぐ
る
議
論
の
通
奏
低
音
を
成
す
も
の
と
し
て
、
今
日
に
至
る
ま
で
度
々
観
察
可
能
な
も
の
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
四
日
市
市
は
一
九
五
二
年
一
二
月
、
法
的
に
は
無
認
可
の
「
私
塾
」
で
あ
っ
た
四
日
市
朝
鮮
人
小
学
校
に
対
し
、
学
校
運
営
費
の
補
助
を
決
め
、
経
費
の

支
出
を
開
始
し
た（

28
）。

一
九
五
七
年
の
警
察
庁
の
調
査
資
料
に
お
い
て
も
、
交
付
機
関
を
「
四
日
市
市
長
」、
名
目
を
「
私
立
学
校
教
育
振
興
補
助
金
」
と
し
て
、「
学
校
の

補
助
金
と
し
て
月
額
二
〇
、〇
〇
〇
円
支
出
」
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る（

29
）。

こ
の
補
助
金
が
何
年
度
に
交
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
継
続
的
な
も
の
で

あ
っ
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
四
日
市
朝
鮮
人
小
学
校
が
私
立
各
種
学
校
の
認
可
を
得
る
前
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
注
目
さ
れ
る
。
四
日
市

市
が
「
私
立
学
校
教
育
振
興
補
助
金
」
の
範
囲
を
法
的
な
私
立
学
校
に
限
っ
て
い
な
か
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
朝
鮮
学
校
に
限
っ
た
特
別
な
措
置
を
施
し
て
い
た
の
か
は

現
時
点
で
は
不
明
で
あ
る
。
だ
が
い
ず
れ
に
せ
よ
、
自
主
学
校
と
し
て
無
認
可
の
状
態
で
運
営
を
再
開
し
た
同
校
の
存
在
は
、
当
局
に
よ
っ
て
「
黙
認
」
さ
れ
て
い
た
と

い
う
評
価
に
と
ど
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
す
す
ん
で
限
定
的
・
部
分
的
で
あ
れ
、
公
的
に
認
め
ら
れ
て
い
た
と
評
価
し
て
良
い
だ
ろ
う
。
四
日
市
市
が
補
助
金
を
交
付
し
て
い

た
事
実
は
、
三
重
県
も
把
握
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

同
校
は
一
九
五
五
年
四
月
に
学
校
名
称
を
「
三
重
朝
鮮
人
小
学
校
」
に
改
称
、中
学
校
を
併
設
し
、一
九
五
七
年
四
月
に
は
「
四
日
市
朝
鮮
初
中
級
学
校
」
に
改
称
し
て
、

学
校
と
し
て
の
規
模
を
益
々
拡
大
し
て
い
っ
た
。
一
九
五
〇
年
代
中
盤
以
降
、
四
日
市
朝
鮮
初
中
級
学
校
は
、
各
種
学
校
の
法
的
地
位
取
得
に
向
け
て
、
本
格
的
な
運
動

を
展
開
す
る
。
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三
．
各
種
学
校
認
可
を
め
ぐ
る
三
重
県
の
対
応

四
日
市
朝
鮮
初
中
級
学
校
が
各
種
学
校
認
可
を
取
得
す
る
ま
で
の
経
緯
を
簡
潔
に
示
す
と
下
記
の
よ
う
に
な
る
。

・
一
九
四
六
年
九
月
一
日
、
四
日
市
橋
北
分
校
と
し
て
、
創
立
。

・
一
九
四
八
年
一
二
月
一
五
日
、
文
部
大
臣
宛
、
財
団
法
人
設
立
認
可
申
請
。

・
一
九
四
九
年
一
〇
月
一
三
日
、
申
請
却
下
。

・
一
九
五
六
年
四
月
三
〇
日
、
知
事
宛
、
学
校
法
人
設
立
認
可
申
請
。

・
一
九
五
七
年
三
月
、
文
部
省
と
協
議
の
結
果
、
申
請
却
下
。

・
一
九
六
三
年
一
一
月
五
日
、
知
事
宛
、
準
学
校
法
人
設
立
お
よ
び
各
種
学
校
設
置
認
可
申
請
。

・
一
九
六
三
年
一
二
月
中
旬
、
金
龍
玉
ほ
か
数
名
、
認
可
に
つ
い
て
総
務
課
長
に
陳
情
。「
年
末
の
こ
と
で
も
あ
り
、
来
年
に
な
っ
て
か
ら
調
査
し
た
い
」
旨
回
答
。

・  

一
九
六
四
年
三
月
中
旬
、「
早
く
認
可
さ
れ
た
い
、
知
事
に
会
見
し
た
い
」
と
の
主
旨
で
再
び
陳
情
。
県
は
「
認
可
に
つ
い
て
は
、
文
部
省
が
難
色
を
示
し
て
い
る
。
今
は
議
会
開
催
中
で

知
事
に
会
う
の
は
困
難
で
あ
る
」
旨
回
答
。

・  

一
九
六
四
年
四
月
一
三
日
、
総
務
課
学
事
係
は
文
部
省
管
理
局
に
「
朝
鮮
人
学
校
の
認
可
に
つ
い
て
（
協
議
）」
と
い
う
題
で
、
認
可
の
適
否
に
つ
い
て
協
議
す
る
た
め
に
問
い
合
わ
せ
。

・  

一
九
六
四
年
四
月
一
六
日
（
※
1
）、
全
国
主
管
部
課
長
会
議
に
お
い
て
、
文
部
省
が
態
度
を
表
明
。
認
可
は
与
え
な
い
、
他
方
認
可
申
請
勧
告
お
よ
び
停
止
命
令
を
適
用
す
る
考
え
も
な

い
（
黙
認
の
意
）。
こ
の
こ
と
に
関
し
、
各
府
県
へ
の
協
力
を
要
望
す
る
。

・  

一
九
六
四
年
七
月
二
八
日
、
在
日
朝
鮮
人
三
重
県
教
育
会
に
よ
る
陳
情
。
そ
の
際
に
四
日
市
朝
鮮
初
中
級
学
校
お
よ
び
学
校
法
人
三
重
朝
鮮
学
園
設
置
認
可
に
関
す
る
要
請
文
が
添
付
。

・
一
九
六
四
年
八
月
三
日
、
総
連
本
部
委
員
長
、
支
部
長
ほ
か
数
名
が
総
務
課
長
に
陳
情
。
早
期
認
可
、
知
事
と
の
会
見
を
陳
情
。

　

：
三
重
県
に
よ
っ
て
、
他
府
県
の
認
可
状
況
お
よ
び
経
緯
に
関
す
る
調
査
が
実
施
。

・
一
九
六
四
年
八
月
六
日
、
総
務
部
長
と
の
会
見
の
予
定
が
、
当
日
の
朝
、
県
側
の
都
合
に
よ
り
取
り
消
し
と
な
る
。

・
一
九
六
四
年
八
月
一
三
日
、
総
連
組
織
部
長
ら
が
再
び
陳
情
。

・
一
九
六
四
年
一
〇
月
一
四
日
、「
朝
鮮
人
学
校
の
生
徒
等
か
ら
の
ハ
ガ
キ
陳
情
」、
親
九
通
、
生
徒
一
七
通
の
計
二
六
通
が
知
事
宛
に
送
ら
れ
る
。

・
一
九
六
五
年
八
月
一
八
日
、
総
連
三
重
県
本
部
委
員
長
ほ
か
七
名
が
県
知
事
に
陳
情
。

・
一
九
六
六
年
四
月
二
〇
日
、
四
日
市
朝
鮮
初
中
級
学
校
保
護
者
代
表
が
「
朝
鮮
人
学
校
の
認
可
に
関
す
る
要
望
書
」
を
提
出
。

・
一
九
六
六
年
四
月
二
二
日
、
私
学
審
議
会
に
よ
る
四
日
市
朝
鮮
初
中
級
学
校
の
現
地
調
査
。

・
一
九
六
六
年
七
月
一
八
日
、
一
九
六
六
年
度
第
二
回
私
学
審
議
会
に
お
い
て
各
委
員
の
意
向
聴
取
。「
大
半
の
委
員
が
条
件
付
で
認
可
し
た
ら
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。」

・
一
九
六
六
年
九
月
一
日
、
準
学
校
法
人
の
設
立
及
び
各
種
学
校
設
置
の
再
認
可
申
請
。（
六
三
年
の
認
可
申
請
の
内
容
が
、
六
五
年
の
そ
れ
と
相
違
し
て
い
る
た
め
）

・
一
九
六
六
年
一
一
月
二
日
、
第
三
回
私
学
審
議
会
に
諮
問
。
他
府
県
の
認
可
経
緯
、
条
件
、
設
置
主
体
等
調
査
の
た
め
継
続
審
議
と
な
る
。

・
一
九
六
六
年
一
一
月
一
二
日
、
第
四
回
私
学
審
議
会
に
諮
問
。
誓
約
書
を
と
る
こ
と
を
条
件
に
認
可
を
可
と
す
る
答
申
。

・
一
九
六
六
年
一
一
月
一
六
日
、
学
校
法
人
三
重
朝
鮮
学
園
の
理
事
長
金
龍
玉
が
、
誓
約
書
を
知
事
宛
に
送
付
。

・
一
九
六
六
年
一
一
月
一
九
日
、
準
学
校
法
人
三
重
朝
鮮
学
園
設
立
、
四
日
市
朝
鮮
初
中
級
学
校
の
各
種
学
校
と
し
て
の
設
置
認
可
。

典
拠
：  

①
三
重
県
総
務
部
総
務
課
「
㊙
朝
鮮
人
学
校
に
つ
い
て
」（
記
述
内
容
か
ら
一
九
六
四
年
八
月
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
）、
②
三
重
県
総
務
部
総
務
課
「
朝
鮮
人
学
校
の
認
可
申
請
に
つ

い
て
」（
一
九
六
四
年
一
二
月
一
一
日
審
議
会
に
提
出
さ
れ
た
資
料
）、③
「
四
日
市
朝
鮮
初
中
級
学
校
の
認
可
申
請
に
つ
い
て
」（
三
重
県
所
蔵
資
料
、作
成
部
署
不
明
（
お
そ
ら
く
総
務
部
総
務
課
）、

記
述
内
容
か
ら
一
九
六
六
年
五
月
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
）、
④
「
認
可
申
請
の
内
容
」（
三
重
県
所
蔵
資
料
、
作
成
部
署
不
明
（
お
そ
ら
く
総
務
部
総
務
課
）、
記
述
内
容
か
ら

一
九
六
六
年
一
一
月
一
九
日
の
認
可
以
降
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
）。

註
：  （
※
1
）
の
日
付
は
、
①
で
は
四
月
一
六
日
、
②
で
は
四
月
二
〇
日
と
な
っ
て
い
る
。
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本
節
で
は
ま
ず
、
一
九
六
四
〜
六
五
年
ま
で
の
三
重
県
側
の
対
応
と
そ
の
特
徴
を
析
出
し
、
続
い
て
一
九
六
六
年
以
降
に
認
可
に
向
け
た
動
き
が
加
速
す
る
要
因
に
つ

い
て
検
討
す
る
。

（
一
）
文
部
省
方
針
の
貫
徹

一
九
五
六
年
の
学
校
法
人
設
立
認
可
申
請
が
翌
年
に
却
下
さ
れ
て
以
後
、
四
日
市
朝
鮮
初
中
級
学
校
は
一
九
六
三
年
一
一
月
に
再
び
認
可
申
請
を
行
う
。
し
か
し
県
側

の
反
応
は
芳
し
く
な
く
、
認
可
手
続
き
を
保
留
し
続
け
、
ま
た
そ
う
し
た
対
応
の
説
明
お
よ
び
手
続
き
の
早
期
開
始
を
求
め
る
朝
鮮
学
校
側
の
陳
情
さ
え
も
拒
否
し
た
り
、

あ
る
い
は
面
会
し
た
場
合
も
明
答
を
避
け
た
。
同
年
一
二
月
か
ら
一
年
間
の
間
に
も
総
連
三
重
県
本
部
や
在
日
本
朝
鮮
人
三
重
県
教
育
会
（
以
下
「
教
育
会
」
と
略
記
）

の
メ
ン
バ
ー
、
学
校
の
校
長
や
教
務
主
任
等
が
一
〇
回
以
上
県
庁
を
訪
問
し
陳
情
を
行
っ
て
お
り（

30
）、

ま
た
子
ど
も
や
保
護
者
ら
も
陳
情
書
を
送
っ
て
手
続
き
の
開
始
、
学

校
の
認
可
を
繰
り
返
し
求
め
た（

31
）。

途
切
れ
る
こ
と
の
な
い
朝
鮮
学
校
側
の
働
き
か
け
を
受
け
、
三
重
県
も
一
九
六
四
年
に
入
り
、
文
部
省
へ
の
問
い
合
わ
せ
、
他
府
県
の

状
況
に
関
す
る
調
査
、
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成
と
い
っ
た
動
き
を
見
せ
始
め
る
。

朝
鮮
学
校
の
各
種
学
校
認
可
に
対
す
る
三
重
県
の
立
場
は
、
基
本
的
に
は
文
部
省
の
意
向
に
従
っ
て
認
可
を
与
え
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
三
重
県
総
務
部
総
務

課
作
成
の
「
㊙
朝
鮮
人
学
校
に
つ
い
て
」（
記
述
内
容
か
ら
一
九
六
四
年
八
月
作
成
と
推
定
さ
れ
る
）
で
は
「
数
年
前
か
ら
各
種
学
校
と
し
て
認
可
申
請
が
な
さ
れ
て
い
る

が
、
文
部
省
の
方
針
に
沿
っ
て
保
留
し
て
い
る
」
と
し
て
、
県
が
沿
う
べ
き
文
部
省
の
方
針
を
下
記
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
。

 

文
部
省
の
態
度
（
Ｓ
三
八
・
五
・
二
〇
大
臣
決
裁
）

（
一
）
学
校
教
育
法
1
条
に
規
定
す
る
学
校
と
し
て
の
認
可
は
行
わ
な
い
。

（
二
）
各
種
学
校
と
し
て
認
可
す
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
と
の
態
度
を
堅
持
し
て
い
る
。

（
三
）
学
校
法
人
、
準
学
校
法
人
の
認
可
は
行
わ
な
い
。

（
四
）
朝
鮮
人
学
校
（
高
校
程
度
の
各
種
学
校
）
卒
業
者
を
留
学
生
と
み
な
し
て
大
学
入
試
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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朝
鮮
人
学
校
に
対
す
る
文
部
省
の
意
向
（
Ｓ
三
九
・
四
・
一
六
全
国
主
管
部
課
長
会
議
に
お
け
る
振
興
課
長
答
弁
よ
り
）

（
一
）  
国
会
で
も
問
題
と
な
っ
た
（
Ｓ
三
九
・
三
・
二
五
第
四
六
国
会
衆
議
院
文
教
委
）
が
、
朝
鮮
人
学
校
は
単
純
に
教
育
問
題
と
し
て
片
付
け
ら
れ
ぬ
要
素
を
も
っ
て
い

る
。

（
二
）
永
住
の
た
め
の
教
育
と
は
無
関
係
に
民
族
教
育
（
祖
国
の
教
育
）
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
問
題
が
あ
る
。

（
三
）
民
族
教
育
は
否
定
し
な
い
が
、
国
家
的
恩
典
を
与
え
る
必
然
性
が
な
い
。

（
四
）
国
際
的
慣
例
か
ら
み
て
も
他
に
例
が
な
い
。

（
五
）  

既
に
認
可
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
が
、
戦
後
の
混
乱
期
な
ら
と
も
か
く
、
今
後
は
認
可
す
べ
き
で
な
い
。
但
し
学
校
教
育
法
第
八
四
条
（
類
似
行
為
を
行
っ
て
い
る

者
へ
の
申
請
勧
告
と
停
止
命
令
）
を
適
用
す
る
考
え
は
な
い
（
黙
認
の
意
）。

（
六
）
都
道
府
県
に
文
書
通
達
し
た
い
が
政
治
的
反
響
も
あ
る
の
で
検
討
し
て
い
る
。
早
期
に
通
達
し
得
る
よ
う
考
え
る
。

具
体
的
な
経
緯
は
不
明
だ
が
、
一
九
六
三
年
五
月
二
〇
日
付
文
部
大
臣
決
裁
と
し
て
示
さ
れ
た
四
項
目
は
、
基
本
的
に
は
五
〇
年
代
の
文
部
省
の
方
針
と
同
様
で
あ
る

も
の
の
、
各
種
学
校
認
可
に
関
し
て
は
「
適
当
で
は
な
い
」
と
し
て
、
一
条
校
や
（
準
）
学
校
法
人
の
「
認
可
は
行
わ
な
い
」
よ
り
も
緩
い
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
先
述

の
よ
う
に
個
人
立
に
よ
る
各
種
学
校
認
可
を
得
た
学
校
が
既
に
い
く
つ
か
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
後
掲
の
表
4
に
も
こ

の
大
臣
決
裁
の
内
容
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
一
条
校
の
認
可
を
行
わ
な
い
理
由
と
し
て
、
民
族
教
育
を
目
的
と
す
る
朝
鮮
学
校
が
「
我
国
の
公
教
育
を
行
う

に
ふ
さ
わ
し
い
場
と
し
て
」
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
が
、
ま
た
各
種
学
校
の
認
可
を
与
え
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
理
由
と
し
て
、
朝
鮮
学
校
の
教
育
内
容
が
「
我
国
の
公
益

に
合
致
し
な
い
お
そ
れ
が
多
分
に
あ
る
」
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
一
二
・
二
八
通
達
や
外
国
人
学
校
法
案
を
髣
髴
さ
せ
る
論
法
が
、
既
に
六
三
年
時
点
で
地
方
行
政
に

下
ろ
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
一
九
六
四
年
四
月
一
六
日
の
全
国
主
管
部
長
会
議
に
お
い
て
示
さ
れ
た
文
部
省
の
意
向
も
注
目
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
都
道
府
県
に
対
し
文
部
省
の
意
向
を
早
め

に
通
達
を
も
っ
て
明
示
し
た
い
が
、
通
達
に
す
れ
ば
「
政
治
的
反
響
」
が
あ
る
た
め
そ
う
は
で
き
な
い
と
い
う
文
部
省
の
立
場
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
答
弁
に
関
し
て
は

他
の
資
料
で
も
、
文
部
省
か
ら
「
各
府
県
の
協
力
方
要
望
が
あ
っ
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る（

32
）。

三
重
県
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
各
地
朝
鮮
学
校
が
各
種
学
校
認
可
取
得

に
向
け
た
働
き
か
け
を
強
め
る
中
、
他
府
県
も
規
定
に
則
り
文
部
省
の
判
断
を
仰
い
で
い
た
が
、
政
治
的
反
響
を
警
戒
し
た
文
部
省
は
、
文
書
通
達
で
は
な
く
、
内
々
に
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各
府
県
に
対
し
文
部
省
の
意
向
に
従
う
よ
う
求
め
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
際
文
部
省
は
、
朝
鮮
学
校
を
認
可
す
る
こ
と
が
単
純
な
教
育
問
題
で
は
な
く
、
政
治
問
題
、
国
際
問
題
、
治
安
問
題
の
位
相
に
あ
る
と
い
う
認
識
を
隠
し
て
い
な
い
。

だ
か
ら
こ
そ
、「
民
族
教
育
は
否
定
し
な
い
」
に
も
拘
わ
ら
ず
「
国
家
的
恩
典
を
与
え
る
必
要
性
が
な
い
」
と
い
う
結
論
が
導
か
れ
る
。
他
方
で
一
九
四
八
、四
九
年
の
よ

う
な
、
一
定
の
条
件
を
満
た
す
教
育
機
関
へ
の
各
種
学
校
認
可
申
請
勧
告
と
教
育
の
停
止
命
令
を
適
用
す
る
考
え
も
な
く
、「
黙
認
」
の
立
場
を
採
っ
た
の
は
、
在
日
朝
鮮

人
側
の
大
き
な
反
発
を
回
避
し
よ
う
と
し
て
い
た
た
め
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
文
部
省
の
意
向
に
従
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
三
重
県
も
認
可
申
請
を
「
保
留
」
し

続
け
た
の
で
あ
っ
た
。

実
際
、
朝
鮮
学
校
の
陳
情
に
対
す
る
三
重
県
の
対
応
に
は
、
文
部
省
の
方
針
が
見
事
な
ま
で
に
貫
徹
さ
れ
て
い
た
。
表
3
は
、
一
九
六
四
年
七
月
二
八
日
に
行
わ
れ
た

教
育
会
理
事
金
成
達
ほ
か
五
名
に
よ
る
陳
情
の
内
容
と
、
そ
れ
に
対
す
る
総
務
課
の
意
見
を
ま
と
め
た
資
料
で
あ
る
。
朝
鮮
学
校
側
の
あ
ら
ゆ
る
申
し
立
て
を
、
文
部
省

の
意
向
に
従
っ
て
棄
却
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
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表 3　三重県総務部総務課「朝鮮人学校に関する陳情」
陳情年月日 昭和 39 年 7 月 28 日　　
陳情者 在日本朝鮮人三重県教育会理事　金成達　外 5名　　　

陳情要旨
   朝鮮人子弟のための県内唯一の教育機関たる朝鮮人学校（創立昭和 23 年、現在小・中

学部生徒■■人〔黒塗り〕）は、認可を受けるべく鉄筋 3階建ての新校舎を建設中につき、
当該学校を準学校法人各種学校として早急に認可してほしい。

陳情者の申立事項およびこれに対する総務課の意見
申立事項 総務課の意見

１．  県内朝鮮人子弟に民族教育を施す唯一の学校
でありながら、認可が得られぬため次の点で
困っている。

（１）生徒募集及び生徒の転入に支障がある。
（２）  国鉄の学割が貰えず生徒は大人の普通定期

券で通学している。
（３）  公認学校でないため、卒業資格が認められ

ず卒業者の進学、就職等に支障がある。
（４）校具、教具等の購入に物品税がかかる。

１．  朝鮮人学校の認可については、昭和 25.3.14
文部事務次官通達に基づいて文部省と協議す
る必要があるので、本申請については
S.39.4.13 総第 355 号をもって協議書を提出。
文部省は正式回答を避けているが、あらゆる
機会を通し「認可すべきでない」という方針
を明かにしている。その要旨は、「国内に永
住する見込の外国人が、外国のための民族教
育を行っているところに問題がある。民族教
育は否定しないが、認可なり、国家的恩典を
与える必要性がない」ということである。

２．  学校設立後、既に 16 年の実績があり、認可
申請も今に始まったことではない。無認可校
として放置しておくことは、法的にもおかし
いのではないか。

２．  無認可各種学校に対する認可申請命令につい
ては、学校教育法第84条に規定されているが、
朝鮮人学校は、適用外として放置すべきとさ
れている。

３．  認可校にふさわしくするため、無理をして校
舎の新築をしている。認可について父兄も真
剣である。若し認可が受けられないと困った
ことになる。

３．  隣接市町村に寄附金を求めているとの情報が
入っている（公安調査局からの連絡）。

４．  朝鮮人子弟に日本の小学校、中学校へ入学す
る途が開かれているといっても、朝鮮人のた
めの教育は行われていない。朝鮮人を日本人
化するための教育には反対である。

　　  朝鮮人としての誇りをもって日本国民と親善
を図り、朝鮮人としての立場で日本社会に貢
献するのが本筋だ。帰国者に母国語等民族教
育を行う必要もある。

４．  諸外国でも、外国人のために民族教育を行う
学校を認可している事例のないことを文部省
は指摘している。また、北鮮〔ママ〕との国
交も開かれていない。

　　  （注）四日市の朝鮮人学校は北鮮系〔ママ〕
に属する。

５．  文部省から通達が出ていても、他府県で既に
認可されたところが 17 校もある。認可権限
は知事にあるのだから、県において善処し得
るはずだ。また、文部省との協議の必要があっ
ても、前向きの姿勢で臨んでもらえば可能性
があるはずだ。

５．  教育行政は機関委任事務につき、国の方針を
無視できない。

　　  他府県の状況は別添資料（■■■〔解読不能〕）
のとおりであるが、何れも圧力に屈して「各
種学校としてなら…」ということで認可した
ようである。しかし、現在は朝鮮人学校は認
可すべきでない旨を文部省が会議において明
言しているので、今の時点で認可を考えてい
る県はないようである。

６．近いうちに、知事に会って実情を訴えたい。

典拠：  三重県総務部総務課「朝鮮人学校に関する陳情」（作成年月日に関する記述はないが、1964 年 7 月 28
日～ 8月頃に作成されたと推察される）
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上
記
陳
情
の
お
よ
そ
二
週
間
後
に
も
、
総
連
三
重
県
本
部
組
織
部
長
ら
が
陳
情
を
行
っ
て
い
る
。
本
稿
末
尾
の
【
資
料
2
】
に
、
陳
情
記
録
の
全
文
を
付
し
た（

33
）。

こ
こ
で
朝
鮮
学
校
側
は
、
認
可
申
請
に
必
要
な
事
務
手
続
き
に
不
備
が
な
い
に
も
拘
わ
ら
ず
、
な
お
認
可
を
与
え
な
い
と
い
う
県
の
対
応
は
民
族
教
育
を
行
う
権
利
の

侵
害
で
あ
り
、
不
当
だ
と
指
弾
し
た
。
政
府
か
ら
い
か
な
る
方
針
が
下
っ
た
に
せ
よ
、
行
政
手
続
き
上
問
題
が
な
い
よ
う
で
あ
れ
ば
、
権
限
が
あ
る
知
事
が
認
可
の
判
断

を
下
す
べ
き
だ
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
ま
た
朝
鮮
学
校
の
教
育
は
、日
本
に
住
む
者
と
し
て
の
教
育
と
帰
国
の
た
め
の
教
育
と
い
う
二
重
の
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、「
日

本
政
府
に
反
対
す
る
も
の
で
も
何
で
も
な
い
。
日
本
の
政
策
下
で
教
育
し
て
行
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
最
小
限
の
権
利
は
認
め
て
も
ら
い
た
い
」
と
訴
え
た
。

こ
れ
に
対
し
県
側
は
、
学
校
設
置
認
可
は
国
か
ら
の
機
関
委
任
事
務
で
あ
る
た
め
、
国
の
意
向
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
従
来
の
説
明
を
繰
り
返
し
、
ま
た
県

が
こ
れ
以
上
対
応
す
る
の
は
難
し
い
た
め
、
文
部
省
へ
働
き
か
け
て
み
て
は
ど
う
か
と
、
交
渉
の
継
続
を
拒
否
す
る
提
案
を
行
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る

の
は
、「
教
育
体
系
は
、
日
本
人
を
教
育
す
る
た
め
に
あ
る
。
そ
の
中
に
異
質
な
も
の
が
含
ま
れ
る
の
は
お
か
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
皆
さ
ん
の
立
場
で
民
族
教
育
を
や
っ

て
も
ら
え
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
発
言
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
日
本
の
学
校
教
育
体
系
は
日
本
人
の
た
め
の
も
の
な
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
異
質
な
も
の
」

と
し
て
の
民
族
教
育
を
行
う
朝
鮮
学
校
に
各
種
学
校
認
可
を
与
え
る
こ
と

―
す
な
わ
ち
「
国
家
的
恩
恵
を
附
与
す
る
こ
と
に
問
題
が
あ
る
」
の
で
あ
る
。

日
本
の
学
校
教
育
制
度
は
日
本
国
民
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
を
朝
鮮
学
校
に
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
極
め
て
排
他
的
な
発
想
は
、
他
の
三
重

県
資
料
か
ら
も
確
認
で
き
る（

34
）。

だ
が
こ
れ
は
何
も
三
重
県
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も
の
で
は
な
い
。
文
部
省
は
朝
鮮
学
校
の
各
種
学
校
認
可
に
関
し
、「
各
種
学
校
を
規
定
し
た
学

校
教
育
法
第
八
三
条
は
日
本
国
民
の
育
成
を
目
ざ
し
た
も
の
で
外
国
人
学
校
を
各
種
学
校
と
し
て
認
可
し
て
き
た
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
も
便
宜
的
な
措
置
で
あ
っ
て
本
来

の
姿
と
し
て
は
、
外
国
人
学
校
を
各
種
学
校
と
し
て
認
可
す
る
の
は
適
当
で
な
い
」
と
い
う
立
場
を
地
方
自
治
体
に
対
し
表
明
し
て
い
た（

35
）。

こ
う
し
た
論
法
は
、
先
述
の

一
九
六
四
年
四
月
全
国
主
管
部
長
会
議
に
て
下
達
さ
れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
朝
鮮
学
校
の
各
種
学
校
認
可
を
め
ぐ
る
動
き
へ
の
三
重
県
側
の
対
応
は
、
徹
頭
徹
尾
文
部
省
の
方
針
に
従
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
三
重
県
は
、
中
央
が

生
み
出
し
た
各
種
学
校
認
可
を
与
え
な
い
と
い
う
方
針
と
そ
れ
を
根
拠
付
け
る
排
他
的
な
言
説
と
を
、
一
切
緩
和
す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
四
日
市
朝
鮮
初
中
級
学
校
固
有

の
状
況
を
斟
酌
す
る
こ
と
も
な
く
、
朝
鮮
学
校
と
直
接
相
対
す
る
場
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
を
正
確
に
引
用
・
再
現
し
、
実
行
し
て
い
た
と
言
え
る
。
こ
れ
が
、
単
純
な
教

育
問
題
と
し
て
片
付
け
ら
れ
な
い
、
従
っ
て
厄
介
な
政
治
問
題
と
見
な
さ
れ
た
朝
鮮
学
校
認
可
に
対
す
る
三
重
県
の
対
応
の
あ
り
方
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
一
九
六
四
年
時
点
に
お
け
る
他
府
県
の
認
可
状
況
は
ど
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
行
政
に
と
っ
て
「
前
例
」
の
存
在
は
重
要
な
位
置
を
占

め
て
お
り
、
四
日
市
朝
鮮
初
中
級
学
校
の
認
可
問
題
に
直
面
し
て
い
た
三
重
県
も
、
こ
の
時
期
に
他
府
県
の
認
可
状
況
を
詳
細
に
調
査
し
て
い
る
。
前
掲
表
3
の
資
料
中
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に
示
さ
れ
た
「
他
府
県
の
状
況
」
を
調
査
し
た
「
別
添
資
料
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
総
務
課
は
こ
の
調
査
に
対
し
「
何
れ
〔
の
府
県
〕
も
圧
力
に
屈
し
て
「
各
種
学
校
と
し

て
な
ら
…
」
と
い
う
こ
と
で
認
可
し
た
よ
う
で
あ
る
」
と
い
う
部
分
の
み
を
引
き
取
り
意
見
を
ま
と
め
て
い
る
が
、
同
調
査
結
果
は
各
種
学
校
認
可
に
関
す
る
各
府
県
の

多
様
な
対
応
を
示
す
も
の
で
、
極
め
て
興
味
深
い
。
表
4
に
調
査
結
果
を
示
そ
う
。

こ
の
調
査
で
は
一
九
六
四
年
七
月
ま
で
に
認
可
が
下
り
て
い
た
一
一
府
県
の
内
、
神
奈
川
、
愛
知
、
福
岡
を
除
く
八
府
県
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
内
、
東
京

や
大
阪
の
ケ
ー
ス
、
す
な
わ
ち
公
立
学
校
か
ら
各
種
学
校
へ
移
管
し
た
ケ
ー
ス
は
、
三
重
県
と
状
況
が
大
き
く
異
な
る
が
、
特
に
三
重
県
と
同
じ
よ
う
に
朝
鮮
学
校
が
県

内
に
一
校
（
ま
た
は
二
校
）
し
か
な
く
校
種
も
初
中
級
学
校
で
あ
る
和
歌
山
県
、
滋
賀
県
、
栃
木
県
の
調
査
結
果
は
、
三
重
県
に
と
っ
て
も
参
考
と
な
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

滋
賀
県
（
一
九
六
一
年
認
可
）
は
「
文
部
省
に
再
三
協
議
し
た
が
、
態
度
が
明
瞭
で
な
く
又
朝
連
〔
朝
鮮
総
連
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
〕
の
要
望
が
強
く
結
果
条
件
付

で
認
可
し
た
」、
和
歌
山
県
（
一
九
六
二
年
認
可
）
は
「
各
種
学
校
と
し
て
な
ら
基
準
に
合
致
し
て
い
る
し
、
他
府
県
の
認
可
例
も
あ
り
、
文
部
省
の
態
度
も
明
瞭
で
な
い
、

又
地
元
教
育
委
員
会
の
希
望
と
あ
っ
て
、
当
初
無
認
可
の
方
針
で
あ
っ
た
が
、
条
件
付
き
で
認
可
し
た
」、
栃
木
県
（
一
九
六
三
年
認
可
）
は
「
文
部
省
に
協
議
す
る
と
共

に
認
可
し
た
他
府
県
の
実
情
調
査
の
結
果
、
他
県
の
例
も
あ
る
し
、
各
種
学
校
な
ら
と
条
件
付
で
認
可
し
た
」
と
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
県
で
は
、
認
可
当
時
に
お
い
て

文
部
省
の
態
度
が
明
瞭
で
な
い
と
い
う
理
解
の
下
、
他
府
県
の
前
例
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
九
五
〇
年
三
月
一
四
日
の
文
部
省
通
達
に
従
い
関
係
法
令
の
遵
守
や
補
助
金

を
望
ま
な
い
こ
と
と
い
っ
た
条
件
を
付
け
て
認
可
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

三
重
県
と
同
様
、
学
校
法
人
立
と
し
て
認
可
し
た
兵
庫
県
で
は
「
三
七
年
学
校
法
人
化
の
申
請
が
あ
り
、
結
果
民
族
教
育
は
し
な
い
、
又
善
隣
友
好
の
精
神
に
則
り
諸

法
令
を
守
る
旨
誓
約
書
を
取
り
認
可
し
た
」（
一
九
六
三
・
九
・
三
〇
学
校
法
人
認
可
）
と
さ
れ
て
い
る
。「
民
族
教
育
は
し
な
い
」
の
詳
細
は
不
明
だ
が
、
法
人
認
可
も
前

例
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

こ
う
し
た
他
府
県
の
「
前
例
」
を
把
握
し
て
い
た
三
重
県
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
立
場
は
揺
ら
が
な
か
っ
た
。
一
九
六
四
年
八
月
の
陳
情
で
朝
鮮
学
校
側
が
要
請
し
て
い

た
田
中
覚
三
重
県
知
事
と
の
面
会
が
実
現
し
た
の
は
、
お
よ
そ
一
年
後
の
一
九
六
五
年
八
月
一
八
日
の
こ
と
で
あ
る（

36
）。

こ
こ
で
朝
鮮
学
校
側
は
、
学
校
認
可
に
つ
い
て
の

配
慮
を
要
請
し
た
が
、
田
中
知
事
は
朝
鮮
学
校
設
置
認
可
の
問
題
が
政
府
レ
ベ
ル
の
外
交
問
題
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
従
来
の
県
側
の
対
応
と
同
様
、
知
事
権
限
で
の

処
理
が
難
し
い
旨
を
表
明
、
さ
ら
に
次
回
以
降
の
朝
鮮
学
校
側
と
の
交
渉
を
打
ち
切
っ
て
い
る
。

県
と
の
交
渉
が
打
ち
切
ら
れ
た
朝
鮮
学
校
で
あ
っ
た
が
、
引
き
続
き
三
重
県
下
の
市
町
村
議
会
に
対
し
て
も
働
き
か
け
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
例
え
ば

一
九
六
五
年
八
月
三
〇
日
に
は
、
教
育
会
会
長
金
龍
玉
が
「
学
校
法
人
三
重
県
朝
鮮
学
園
設
立
の
認
可
及
び
四
日
市
朝
鮮
初
中
級
学
校
設
置
に
関
す
る
請
願
」
を
鈴
鹿
市
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表 4　「朝鮮人学校に関する諸調査結果」（1964 年 7～ 8月）

官公庁別
学校数 認可年月日

認可に至る経緯 認可後の指導等 その他
北 南 北 南

文部省

（朝鮮人学校に対する態度について。S.38.5.20 大臣決裁）　
1．  朝鮮人学校の設置について、学校教育法第 1条に規定する学校としての認可は行わない。（理由）朝鮮人学校の実態が朝鮮
語を使用し、朝鮮の地理、歴史を教授することを目的とするいわゆる民族教育であることは、学校教育法第 1条に規定する
学校の教育内容に合致しないのみならず、我国の公教育を行うにふさわしい場として朝鮮人学校を認めることはできない。

2．  朝鮮人学校を各種学校として認可することは適当でないという態度を堅持する。（理由）朝鮮人学校の行っている教育内容
は、我国の公益に合致しないおそれが多分にあるので各種学校の認可をこれ以上進めることは適当ではないと考える。　

3．  朝鮮人学校を設置する学校法人又は準学校法人の認可についても、前 2項に準じて取扱う。　
4．  高等学校程度の朝鮮人学校の卒業生を外国人留学生とみなして大学入学を認めることはできない。（理由）大学の入学資格
は学校教育法第 56 条第 1項及同法施行規則第 69 条に定めるところであるが、留学生についての入学資格を認められる学
校教育法施行規則第 69 条第 1号に該当しない。

東京都

　　　  初級　 
1 法人  中級  

13 校

　　　  高級　　1校
（各種学校）

　　　  初級 1校
1法人  
　　　  中級 1校
（各種学校）

S.30.4.1 S.30.2.3

認可前■は公立学校で
あったが、地区民の要
望と朝鮮人側の希望と
あって各種学校として
認可した。他にも公認
のアメリカンスクール
がある。

極端な民族教育
が実施されてい
る様であるが、
学校ヘは立ち
入っておらず何
等指導は行って
いない。

民族教育（北鮮
系）がねらいで
あるので公立校
の在学者父兄へ
子弟の入学勧奨
が積極的であ
る。

大阪府 1法人　中級 　1校

（各種学校）

A法人  小学校 2校
　　　  中学校 1校
　　　  　高校 1校
B法人  小学校 1校
　　　  中高希望
（法 1条学校）

S.36.8.2

A：
S.24.3.1

南鮮系の 2 法人の設置
校は文部省管理局長通
達に基づく学校教育法
第 1条の学校である。
北鮮系の学校は、従来
大阪市立の中学校で
あったが、生徒が北鮮
人許りになり、市民の
要望と北鮮側の希望と
あって各種学校に格下
げして認可した。なお
今後は認可しないと約
束した。

法 1条の学校に
ついては、日本
人学校と同様の
取り扱いをして
いる。
北鮮系の各種学
校については何
等指導は行って
いない。

北鮮系無認可校
が 15、6 校ある
ようであるが、
36 年認可の折
の約束もあるの
で、その後根強
い要望はない。
公認の南鮮系 B
法人の学校につ
いては中・高校
併置の希望は強
い。

B：
S.25.3.14

兵庫県

1法人  初級　 3校
　　　  中級　 2校
　　　  中高級 1校
（各種学校）

ナシ
大部分は公立学校で
日本人と共学してい
る。

S.34.4.1
（学校法
人認可

S.38.9.30）

ナシ

S32 年頃より 12 校の各
種学校設置希望があり、
審議会とも協議した。
現実に教育が実施され
ており、教育委員会と
公立分校に手を焼いて
いる等、更に県議会革
新系議員の要望とあっ
て 34 年個人立として認
可した。37 年学校法人
化の申請があり、結果
民族教育はしない、又
善隣友好の精神に則り
諸法令を守る旨誓約書
を取り認可した。

学校へも一般各
種学校と同様訪
問し、法人の役
員会議、式典に
も出席してい
る。

誓約書内容は別
紙であるが、第
2 項は守られて
いないと見受け
られる。
なお各種学校
（初、中、高級）
卒業者は法 1条
の中、高、大学
に入学させてい
る。

公立    小学校 3校
　　　  同分校 6校
　　　  中学校 2校
（うち1校は特設学級）

和歌山県

　　　  初級
個人立  中級  1 校
　　　  国語
（各種学校）

ナシ
大部分は公立学校で
日本人と共学してい
る。

S.37.9.15 ナシ

S36 年頃より法人立の小
中学校として申請が
あった。審議会に諮問
したが保留となる。そ
の後強い要望とあり、
再検討の結果各種学校
としてなら基準に合致
しているし、他府県の
認可例もあり、文部省
の態度も明瞭でない、
又地元教育委員会の希
望とあって、当初無認
可の方針であったが、
条件付きで認可した。

認可後何等指導
は行っていない
が、諸届、報告
は真面目に実行
されている。学
校訪問はしてい
ない。

認可の条件
（誓約書）
1．  個人立であ
ること。

2．  関係法令は
遵守する。

3．  法令違反の
折は廃校さ
れても止む
を得ない。

三重県

（学校法人三重朝鮮学園四日市朝鮮初中級学校について）1．設置の趣意　三重県下に在留する朝鮮人子弟に、朝鮮人として必
要な教育と日本国民との親善に寄与しうる教育を行うための公共的見地から、経営基礎の強化、教育内容の充実を図り理想的
教育機関を設立する。　2．位置　四日市市東阿倉川 1507 の 1 番地　3．校地　1,316 坪　4．校舎 310 坪　5.生徒数　初級
250人、中級 150人、計 400人　6．教員 14人　7．維持運営費 7,923,000 円（財源　教育援助費 2,928,000 円、生徒納入金 2,052,000
円、寄附金その他 2,943,600 円）　8．今日に至る経緯　S.23.12.15　文部大臣宛財団法人設立申請。　S.24.10.13　申請却下。
S.31.4.30　知事宛学校法人設立申請。　S32.3　文部省と協議の結果申請却下（口答）。　S38.11.5　知事宛今回の申請。
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滋賀県

個人立  初級  1 校
　　　  中級

（各種学校）

ナシ S.36.4.1 ナシ

文部省に再三協議した
が、態度が明瞭でなく
又朝連の要望が強く結
果条件付で認可したが、
認可行為については今
だに〔ママ〕批判的で
ある。最近法人化の要
望があるが考えられな
い。

何等指導を行っ
ていない。むし
ろ交渉を持たな
い様にしてい
る。

認可の条件
（誓約書）
1．  関係法令を
守ること。

2．  法令違反の
折は廃校さ
れても止む
をえない。

茨城県

個人立  中級  1 校
　　　  高級

（各種学校）

ナシ S.30.12.10 ナシ 同上

何等指導を行っ
ていない。学校
へも認可後改築
落成式に一度
行ったに過ぎな
い。

認可条件なし。
現在中級180人、
高級 360 人の生
徒がいるが、高
級生は関東、東
北部の生徒が集
まっており、寄
宿舎の設備とあ
る。

栃木県

個人立  初級  1 校
　　　  中級

（各種学校）

ナシ S.38.7.12 ナシ

文部省に協議すると共
に認可した他府県の実
情調査の結果、他県の
例もあるし、各種学校
ならと条件付で認可し
た。要望は 1 年前から
強かった。

何等指導は行っ
ていない。

認可の条件
（誓約書）
1．  関係法令を
守る。

2．  日朝親善に
寄与する。

3．  補助金を望
まない。

京都府

A　個人立　初級 1校 A　宗教法人　初級 1校
（夜間）

A：
S.24.11.21

A：
S.24.5.30

南北鮮系とも戦前から
公立学校（朝鮮人のみ）
として設置されていた
ものを戦後も引続き存
続させているものであ
る。従って、他県の認
可校とは経緯を異にし
ている。

一般各種学校と
同様に扱ってお
り、法人校には
共済組合長期掛
金の補助を行っ
ている。

舞鶴市にも新規
設置認可の声が
あるが、認めな
い方針。北鮮系
中級学校は現在
金閣寺附近に鉄
筋校舎を建築中
にて高級生を収
容計画との事。

B　法人立　中級 1校
（各種学校）

B　法人立　中級1校
（各種学校）

B：
S.22.5.13
（法人認可
S.28.5.18）

B：
S.22.5.13
（法人認可

S.22.9.8）

典拠：  「朝鮮人学校に関する諸調査結果」（三重県所蔵資料。作成部署・年月日ともに記載がないが、総務課に
よって 1964 年 7 ～ 8 月に作成されたものと推察される）

註１：滋賀県、茨城県、栃木県、京都府に関しては、「S.39.7.30 電話照会」との但し書きがある。
註２：兵庫県の「その他」欄に「誓約書内容は別紙」とあるが、「別紙」は確認できていない。
註３：  茨城県の「認可に至る経緯」欄には「同上」とあるが、滋賀県と異なり「認可条件なし」（「その他」欄）

とあるため、同様ではない。
註４：  京都府の「その他」欄に「金閣寺附近に…建築中」とあるが、正しくは銀閣寺である。また「認可年月

日」の「北」の欄、学校認可の日付は S28.5.18 が正しい。「北」の法人立中級 1校とは、「朝鮮中級学校」
であるが、認可時はその名称を「京都朝鮮中学」としており、1947 年に認可を受けた「南」の法人立
中級学校である「京都朝鮮中学」と同様の名称であった。そのため、電話照会の際に何らかのミスがあっ
たと推察される。なお、1947 年に認可を受けた「京都朝鮮中学」は、その後「東邦中学」、58 年に「京
都韓国中学」と名称を変更している。また、「戦前から公立学校（朝鮮人のみ）として設置されていた
ものを戦後も引続き存続させているものである」という説明は、事実に反している。

註５：  【資料 1】で用いた資料とは、いくつか認可年月日が異なる。すなわち兵庫県の各種学校認可は
1959.3.24、滋賀県の各種学校認可は 1961.4.3 となっている。

註６：  表中の「北鮮」、「南鮮」は原文ママである。
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議
会
議
長
に
提
出
し
て
い
る
。
県
に
認
可
す
る
よ
う
要
請
し
て
ほ
し
い
と
い
う
主
旨
の
請
願
を
受
け
た
鈴
鹿
市
教
委
は
、
三
重
県
教
委
に
対
し
以
下
の
点
に
つ
い
て
の
回

答
を
求
め
て
い
る（

37
）。

す
な
わ
ち
、「
一
．
四
日
市
朝
鮮
初
中
級
学
校
は
北
鮮
系
か
南
鮮
系
か
。
南
鮮
系
で
あ
る
場
合
は
日
韓
条
約
が
批
准
さ
れ
、
関
係
国
内
法
が
発
効
さ
れ

た
時
点
に
は
取
扱
方
が
変
る
か
。
二
．
県
教
育
委
員
会
で
認
可
を
受
け
な
が
ら
今
日
な
お
保
留
さ
れ
て
い
る
理
由
は
何
か
。
三
．
他
府
県
で
認
可
さ
れ
て
い
る
事
実
の
確

否
と
、
認
可
さ
れ
て
い
る
場
合
の
根
拠
法
規
に
つ
い
て
」
の
三
点
で
あ
る
。
ま
た
、
同
年
一
二
月
一
日
に
は
上
野
市
議
会
か
ら
も
、
朝
鮮
学
校
の
認
可
に
関
し
「
県
当
局

に
お
い
て
十
分
な
調
査
と
検
討
を
加
え
、
人
道
的
見
地
に
た
っ
て
こ
の
種
の
学
校
法
人
の
認
可
を
認
め
る
よ
う
善
処
方
を
要
望
す
る
」
要
望
書
が
県
に
提
出
さ
れ
て
い
る（

38
）。

四
日
市
朝
鮮
初
中
級
学
校
は
四
日
市
市
に
あ
る
が
、
同
校
の
「
学
区
」
は
三
重
県
全
域
に
及
ぶ
。
朝
鮮
学
校
関
係
者
た
ち
は
子
ど
も
た
ち
の
居
住
地
域
を
は
じ
め
と
し
た

県
下
市
町
村
に
対
し
、
県
側
の
対
応
の
不
当
性
を
訴
え
、
協
力
を
要
請
し
て
い
た
。
前
節
で
見
た
四
日
市
市
に
よ
る
公
費
支
出
の
事
実
や
、
既
に
同
校
が
二
〇
年
近
く
教

育
を
続
け
て
き
た
歴
史
は
、
こ
う
し
た
要
請
の
正
当
性
と
な
っ
た
。
県
下
市
町
村
か
ら
の
照
会
や
要
望
は
、
僅
か
で
は
あ
る
が
確
実
に
、
県
当
局
に
対
す
る
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー

と
な
っ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
中
、
一
九
六
五
年
一
二
月
二
八
日
に
は
、
文
部
省
が
つ
い
に
通
達
と
い
う
形
式
を
も
っ
て
、「
各
種
学
校
と
し
て
認
可
す
べ
き
で
は
な
い
」
旨
を
明
ら
か
に

し
た
の
で
あ
っ
た
。

（
二
）
認
可
問
題
に
関
す
る
政
治
的
判
断

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
三
重
県
は
文
部
省
の
方
針
に
極
め
て
「
従
順
」
で
あ
っ
た
。
に
も
拘
わ
ら
ず
、
三
重
県
が
一
九
六
六
年
四
月
以
降
、
私
学
審
を
し
て
学

校
の
現
地
調
査
を
行
わ
せ
る
と
い
っ
た
認
可
に
向
け
た
前
向
き
な
姿
勢
を
見
せ
る
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
。
そ
の
決
定
的
な
要
因
を
明
示
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
文
部

省
方
針
に
従
い
認
可
を
与
え
な
い
と
い
う
三
重
県
の
強
固
な
姿
勢
を
揺
さ
ぶ
り
う
る
二
つ
の
大
き
な
動
き
が
、
一
九
六
六
年
に
入
り
生
じ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。

第
一
に
、
在
日
朝
鮮
人
に
よ
る
各
種
学
校
認
可
取
得
運
動
が
、
ま
す
ま
す
高
揚
し
た
こ
と
で
あ
る
。
一
二
・
二
八
通
達
が
発
せ
ら
れ
た
翌
日
、
総
連
は
「
在
日
朝
鮮
公
民

の
民
族
教
育
を
弾
圧
し
よ
う
と
す
る
日
本
政
府
の
通
達
と
関
連
し
て
」
と
題
し
、
民
族
教
育
の
権
利
を
保
障
せ
よ
と
の
声
明
を
発
表
、
全
国
の
朝
鮮
学
校
関
連
団
体
に
対

し
運
動
の
深
化
を
呼
び
掛
け
て
い
る（

39
）。

三
重
県
に
お
い
て
も
県
の
資
料
に
お
い
て
「〔
昭
和
〕
三
八
年
一
二
月
以
来
陳
情
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
が
、
四
一
年
に
入
っ
て
か
ら

特
に
活
発
化
し
た
」
と
あ
る
よ
う
に（

40
）、

認
可
を
求
め
る
在
日
朝
鮮
人
た
ち
の
働
き
か
け
は
一
層
強
ま
っ
た
。
こ
う
し
た
中
、
六
六
年
三
月
に
入
り
、
文
部
省
は
一
二
・
二
八

通
達
の
趣
旨
に
沿
い
適
正
な
事
務
処
理
を
行
う
旨
を
都
道
府
県
に
再
度
強
調
し
て
い
る（

41
）。

一
九
六
六
年
の
二
〜
三
月
に
か
け
て
大
阪
や
福
岡
を
は
じ
め
、
新
た
に
二
〇
校
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が
各
種
学
校
の
設
置
認
可
を
取
得
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
文
部
省
と
し
て
も
、
一
二
・
二
八
通
達
を
反
故
に
す
る
よ
う
に
各
地
で
続
々
と
認
可
が
下
り
て
い
る
現
状
や
雰

囲
気
に
対
し
、
危
機
感
を
覚
え
て
い
た
の
だ
。
朝
鮮
学
校
当
事
者
ら
に
よ
っ
て
醸
成
さ
れ
た
全
国
的
な
各
種
学
校
認
可
の
波
は
、
こ
こ
に
外
国
人
学
校
法
案
反
対
運
動
が

加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
層
激
し
い
展
開
を
見
せ
た
の
で
あ
っ
た（

42
）。

四
日
市
朝
鮮
初
中
級
学
校
の
保
護
者
代
表
は
、
六
六
年
四
月
二
〇
日
に
も
県
に
要
望
書
を
提
出
し
て
い
る
が
、
県
や
市
町
村
へ
働
き
か
け
た
の
は
朝
鮮
人
ば
か
り
で
は

な
い
。
四
月
二
六
日
に
は
、「
三
重
県
内
に
組
織
を
有
す
る
各
労
働
組
合
、
民
主
団
体
、
学
者
文
化
人
の
代
表
」
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
た
「
在
日
朝
鮮
人
の
民
族
教
育
を
守

る
三
重
県
協
議
会
」
が
、
県
知
事
に
速
や
か
な
認
可
を
要
望
し
て
い
る（

43
）。

さ
ら
に
三
重
県
教
職
員
組
合
も
「
学
校
法
人
三
重
朝
鮮
学
園
設
立
及
四
日
市
朝
鮮
初
中
級
学
校

設
置
の
認
可
に
関
す
る
要
請
」
を
三
重
県
知
事
宛
に
提
出
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、計
一
、六
四
九
名
分
の
教
職
員
の
署
名
が
付
さ
れ
て
い
る
。
在
日
朝
鮮
人
に
止
ま
ら
ず
、

県
下
市
町
村
や
日
本
人
た
ち
も
含
ん
だ
世
論
が
高
ま
り
を
見
せ
、
一
方
で
他
地
域
で
の
前
例
が
積
み
上
げ
ら
れ
て
い
く
中
、
三
重
県
も
朝
鮮
学
校
の
認
可
問
題
を
前
向
き

に
検
討
し
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
状
況
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
第
二
に
、
外
国
人
学
校
法
案
が
登
場
し
た
こ
と
を
挙
げ
ら
れ
る
。
外
国
人
学
校
制
度
の
構
想
は
三
月
下
旬
に
そ
の
大
枠
が
報
じ
ら
れ（

44
）、

四
月
八
日
に
は
自
民
党

政
調
会
文
教
調
査
会
に
設
置
さ
れ
た
外
人
教
育
小
委
員
会
が
作
成
し
た
最
終
要
綱
が
提
出
さ
れ
、
翌
九
日
に
新
聞
各
紙
が
こ
れ
を
報
じ
て
い
る
。
ま
た
五
月
に
は
そ
の
内

容
を
含
ん
だ
「
学
校
教
育
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
が
閣
議
決
定
さ
れ
て
い
る
。
一
九
六
六
年
五
月
以
降
に
作
成
さ
れ
た
と
推
察
で
き
る
三
重
県
の
資
料
「
四
日

市
朝
鮮
初
中
級
学
校
の
認
可
申
請
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
も
、
外
国
人
学
校
法
案
と
各
種
学
校
認
可
を
関
わ
ら
せ
た
言
及
が
登
場
し
始
め
る
。
同
資
料
に
お
け
る
「
四
．

最
近
の
文
部
省
の
方
針
」
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

（
一
）  

各
種
学
校
を
規
定
し
た
学
校
教
育
法
第
八
三
条
は
日
本
国
民
の
育
成
を
目
ざ
し
た
も
の
で
、
外
国
人
学
校
を
各
種
学
校
と
し
て
認
可
し
て
き
た
こ
と
は
、
あ
く

ま
で
も
便
宜
的
な
措
置
で
あ
っ
て
、
本
来
の
姿
と
し
て
は
、
外
国
人
学
校
を
各
種
学
校
と
し
て
認
可
す
る
の
は
適
当
で
は
な
い
。

（
二
）  

新
し
い
制
度
に
お
け
る
外
国
人
学
校
設
置
の
認
可
申
請
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
こ
で
行
わ
れ
る
組
織
的
教
育
活
動
が
、
国
際
的
な
友
好
親
善
関
係
の
増
進
に
役
立

つ
と
と
も
に
わ
が
国
の
利
益
を
害
す
る
も
の
で
な
い
限
り
認
め
る
方
針
で
あ
る
。

（
三
）  

既
に
各
種
学
校
と
し
て
認
可
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
現
行
法
上
無
効
で
あ
る
と
は
い
い
難
い
。
次
官
通
達
以
降
認
可
し
た
大
阪
、
兵
庫
に
つ
い
て
は

遺
憾
に
思
っ
て
い
る
。



92

（
四
）
外
国
人
学
校
制
度
の
法
制
化
に
努
力
中
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ま
で
各
府
県
と
も
頑
張
っ
て
ほ
し
い
。　

県
側
は
、
外
国
人
学
校
を
各
種
学
校
と
し
て
認
可
す
る
の
は
適
当
で
は
な
い
旨
を
再
度
確
認
、
さ
ら
に
外
国
人
学
校
の
設
置
認
可
を
含
む
外
国
人
学
校
制
度
は
「
わ
が

国
の
利
益
を
害
す
る
」
か
否
か
が
制
度
的
保
障
の
試
金
石
と
な
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
ま
た
一
二
・
二
八
通
達
以
降
の
各
種
学
校
認
可
は
「
遺
憾
」
で
あ
る
と
す
る
文

部
省
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
認
知
し
つ
つ
も
、
外
国
人
学
校
制
度
の
法
制
化
ま
で
は
「
頑
張
っ
て
ほ
し
い
」、
す
な
わ
ち
認
可
を
与
え
な
い
よ
う
に
努
力
し
て
ほ
し
い
と
、
文

部
省
の
方
針
を
捉
え
て
い
る
。

筆
者
の
仮
説
は
、
こ
う
し
た
外
国
人
学
校
制
度
構
想
の
出
現
が
、
図
ら
ず
も
各
種
学
校
認
可
を
促
す
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
行
政

手
続
き
上
不
備
の
な
い
申
請
と
そ
の
速
や
か
な
執
行
を
絶
え
間
な
く
求
め
て
く
る
朝
鮮
学
校
側
に
対
し
、
学
校
教
育
法
は
元
来
日
本
国
民
の
教
育
の
た
め
に
あ
る
と
い
う

説
明
や
、
結
局
は
文
部
省
の
判
断
を
仰
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
説
明
を
も
っ
て
し
て
も
、
他
の
外
国
人
学
校
は
も
ち
ろ
ん
、
既
認
可
の
朝
鮮
学
校
お
よ
び

一
二
・
二
八
通
達
以
降
も
新
た
に
認
可
さ
れ
た
朝
鮮
学
校
が
あ
る
と
い
う
前
例
が
あ
る
以
上
、
そ
の
申
請
を
留
保
し
た
り
拒
否
し
た
り
す
る
こ
と
が
、
政
治
的
意
図
に
基
づ

く
差
別
的
な
処
遇
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
誰
の
目
に
も
明
白
な
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
県
と
し
て
は
国
の
方
針
を
無
視
す
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
。
国
と
運
動
と
の
板

挟
み
に
さ
れ
る
中
、
朝
鮮
学
校
の
認
可
問
題
は
頭
を
悩
ま
す
実
に
「
厄
介
な
」
案
件
で
あ
っ
た
。
認
可
の
動
き
が
全
国
的
に
高
揚
し
、
当
事
者
や
市
町
村
、
各
種
団
体
等

に
よ
る
県
へ
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
が
一
層
強
化
さ
れ
る
中
、
政
府
に
よ
っ
て
法
令
レ
ベ
ル
で
「
国
益
」
に
そ
ぐ
わ
な
い
朝
鮮
学
校
を
統
制
す
る
外
国
人
学
校
制
度
が
つ
く
ら

れ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
た
と
え
朝
鮮
学
校
側
の
要
求
を
受
け
入
れ
、
認
可
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
後
か
ら
よ
り
大
枠
の
次
元
で
国
家
に
よ
る
統
制
が
保

た
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
も
一
つ
の
決
着
の
あ
り
方
で
は
な
い
か
。「
頑
張
っ
て
ほ
し
い
」
と
い
う
姿
勢
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
文
部
省
と
し
て
も
設
置
認
可
の
流
れ

を
食
い
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
見
通
し
を
一
方
で
は
持
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
れ
な
ら
ば
、
朝
鮮
学
校
の
認
可
問
題
は
ひ
と
ま
ず
決
着
を
図
り
た
い
。
こ
う
し
た
政
治

的
な
判
断
の
下
、
県
側
の
姿
勢
が
相
対
的
に
軟
化
し
、
認
可
手
続
き
に
関
わ
る
動
き
が
加
速
化
し
た
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
重
県
と
し
て
は
各
種
学
校
認
可
と
い
う
「
保
護
」「
恩
典
」
を
朝
鮮
学
校
に
一
時
的
に
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
外
国
人
学
校
制
度
に
よ
る
新
た
な
統
制
に

従
う
こ
と
を
朝
鮮
学
校
に
約
束
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
結
果
的
に
国
の
意
向
と
の
調
整
が
図
れ
る
と
判
断
し
た
側
面
も
あ
る
よ
う
だ
。
一
九
六
六
年
一
一
月
の

私
学
審
答
申
に
お
い
て
県
は
「
各
種
学
校
と
し
て
形
式
的
要
件
は
整
っ
て
お
り
、
他
府
県
の
事
例
も
あ
っ
て
現
行
法
上
不
認
可
と
す
る
積
極
的
な
理
由
に
乏
し
い
」
旨
を

確
認（

45
）、

さ
ら
に
再
度
の
他
府
県
調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
、
同
月
一
二
日
、
誓
約
書
を
提
出
す
る
こ
と
を
条
件
に
、
法
人
設
立
お
よ
び
各
種
学
校
設
置
認
可
を
与
え
る
旨
を
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決
定
し
て
い
る
。
そ
の
際
誓
約
書
の
案
と
し
て
提
示
さ
れ
た
も
の
、
お
よ
び
実
際
に
三
重
朝
鮮
学
園
理
事
長
の
金
龍
玉
が
提
出
し
た
誓
約
書
を
示
そ
う
。
こ
こ
か
ら
上
記

仮
説
を
傍
証
す
る
県
側
の
ね
ら
い
が
見
て
取
れ
る
た
め
で
あ
る
。
両
者
の
内
容
や
文
言
の
酷
似
性
か
ら
、
県
側
は
誓
約
書
の
案
を
朝
鮮
学
校
側
に
提
示
し
た
も
の
と
推
察

さ
れ
る
。

【
県
側
の
案
】

一
．
日
本
国
の
法
令
な
ら
び
に
監
督
庁
の
諸
指
示
を
遵
守
し
ま
す
。

二
．
日
本
国
の
社
会
秩
序
に
反
し
、
又
は
利
益
を
害
す
る
教
育
は
行
い
ま
せ
ん
。

三
．
外
国
人
学
校
制
度
が
設
け
ら
れ
た
と
き
は
、
改
正
法
に
従
い
ま
す
。

四
．
助
成
金
の
要
求
は
い
た
し
ま
せ
ん
。

五
．
上
記
の
こ
と
に
つ
い
て
、
違
反
し
た
場
合
は
、
法
人
の
解
散
な
ら
び
に
学
校
廃
止
の
処
置
を
う
け
て
も
い
た
し
方
あ
り
ま
せ
ん
。

【
実
際
に
提
出
さ
れ
た
誓
約
書
】

誓
約
書

私
達
は
準
学
校
法
人
三
重
朝
鮮
学
園
の
設
立
及
び
四
日
市
朝
鮮
初
中
級
学
校
設
置
の
認
可
を
う
け
た
う
え
は
、
日
本
国
民
と
の
友
好
親
善
に
寄
与
せ
ん
と
す
る
設
置

の
趣
意
に
則
り
、
下
記
事
項
に
つ
い
て
誓
約
し
ま
す
。

記

一　

日
本
国
の
法
令
な
ら
び
に
監
督
庁
た
る
知
事
の
諸
指
示
を
遵
守
し
ま
す
。

二　

日
本
国
の
社
会
秩
序
お
よ
び
利
益
を
尊
重
し
た
教
育
を
行
い
ま
す
。
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三　

自
主
的
財
源
を
も
っ
て
学
校
運
営
を
行
い
ま
す
。

一
九
六
六
年
一
一
月
一
六
日

学
校
法
人　

三
重
朝
鮮
学
園

理
事
長　

金
龍
玉

三
重
県
知
事　

田
中　

覚　

殿

実
際
に
提
出
さ
れ
た
誓
約
書
は
、
県
側
案
と
異
な
り
、
特
に
そ
の
三
と
五
の
項
目
は
反
映
さ
れ
て
い
な
い
。
朝
鮮
学
校
と
し
て
も
、
と
り
わ
け
県
側
案
の
「
三
．
外
国

人
学
校
制
度
が
設
け
ら
れ
た
と
き
は
、
改
正
法
に
従
い
ま
す
」
と
い
っ
た
主
旨
の
誓
約
は
、
確
実
に
回
避
し
て
お
く
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、「
助
成
金
の
要
求
は
い

た
し
ま
せ
ん
」
と
い
う
県
側
案
も
、「
自
主
的
財
源
を
も
っ
て
学
校
運
営
を
行
い
ま
す
」
と
さ
れ
、
助
成
金
要
求
の
可
能
性
を
残
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
二
．
日
本
国
の
社

会
秩
序
に
反
し
、
又
は
利
益
を
害
す
る
教
育
は
行
い
ま
せ
ん
」
も
、
秩
序
に
反
し
利
益
を
害
す
る
こ
と
の
判
断
を
下
せ
る
権
限
は
「
日
本
国
」
側
に
あ
り
、
い
つ
朝
鮮
学

校
の
教
育
が
秩
序
に
反
し
利
益
を
害
す
る
も
の
と
断
ぜ
ら
れ
る
と
も
し
れ
な
い
危
険
な
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
朝
鮮
学
校
側
は
「
日
本
国
の
社
会
秩
序
お
よ
び
利
益
を
尊

重
し
た
教
育
を
行
い
ま
す
」
と
文
言
を
改
め
て
い
る
。
総
じ
て
県
側
案
は
、
そ
の
主
旨
を
外
国
人
学
校
制
度
と
同
一
の
も
の
と
し
て
お
り
、
朝
鮮
学
校
を
統
制
し
よ
う
と

す
る
意
図
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
誓
約
書
案
は
他
府
県
の
事
例
を
参
照
し
て
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
三
回
私
学
審
（
一
一
月
二
日
）
は
他
府
県
の
状
況
調
査
を
求
め
、
県
は
【
資
料

3
】（
本
稿
末
尾
に
添
付
）
に
示
し
た
よ
う
な
他
府
県
調
査
を
実
施
し
て
い
る
。
調
査
結
果
か
ら
は
、
外
国
人
学
校
法
案
の
提
出
以
降
認
可
を
与
え
た
県
の
中
に
、
従
来
の

「
関
係
法
令
を
守
る
」
よ
り
も
一
歩
踏
み
込
ん
で
、「
新
法
制
定
の
時
は
切
り
換
え
る
」（
宮
城
県
、
六
六
・
七
・
二
七
認
可
）
や
、「
一
．
反
日
教
育
は
行
わ
な
い
。
二
．
一

の
事
項
に
違
反
の
時
は
認
可
を
取
り
消
す
こ
と
も
あ
る
」（
栃
木
県
、
六
六
・
一
〇
・
二
九
認
可
）
と
い
っ
た
外
国
人
学
校
法
案
を
髣
髴
さ
せ
る
内
容
が
誓
約
書
に
盛
り
込
ま

れ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
あ
り
、
県
お
よ
び
私
学
審
も
こ
の
こ
と
を
確
認
し
て
い
た
。
第
四
回
私
学
審
（
一
一
月
一
二
日
）
が
「
誓
約
書
を
と
る
こ
と
を
条
件
に
認
可
を
可
と

す
る
答
申
」
を
行
っ
た
の
は（

46
）、

他
県
の
よ
う
に
誓
約
書
に
よ
っ
て
外
国
人
学
校
制
度
に
従
わ
せ
る
言
質
を
確
保
で
き
る
な
ら
ば
、
各
種
学
校
認
可
を
与
え
て
も
結
果
的
に

外
国
人
学
校
制
度
で
統
制
す
る
と
い
う
県
の
シ
ナ
リ
オ
を
実
現
で
き
る
と
判
断
し
た
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。



四日市朝鮮初中級学校の各種学校認可取得過程

95

結
果
と
し
て
各
種
学
校
認
可
を
与
え
た
後
も
外
国
人
学
校
制
度
に
従
う
旨
を
誓
約
さ
せ
、
朝
鮮
学
校
を
統
制
す
る
余
地
を
残
し
て
お
き
た
か
っ
た
県
側
の
意
図
は
成
就

し
な
か
っ
た
が
、
以
上
の
こ
と
か
ら
、
県
が
認
可
を
与
え
た
背
景
に
は
、
制
定
が
見
込
ま
れ
て
い
た
外
国
人
学
校
制
度
が
影
響
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
て

一
九
六
六
年
一
一
月
一
九
日
、
四
日
市
朝
鮮
初
中
級
学
校
は
各
種
学
校
の
認
可
を
取
得
し
た
の
で
あ
っ
た
。

朝
鮮
学
校
と
し
て
は
各
種
学
校
の
認
可
を
得
、
一
定
の
制
度
的
な
保
障
お
よ
び
公
的
な
承
認
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
再
び
外
国
人
学
校
制
度
に
よ
っ
て

教
育
内
容
を
統
制
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
な
ら
ば
、
意
味
が
な
い
。
そ
の
た
め
全
国
的
な
各
種
学
校
認
可
取
得
運
動
は
、
そ
の
後
外
国
人
学
校
法
案
反
対
運
動
と
連
動
し
な

が
ら
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

―
「
教
育
の
論
理
」
の
不
在

以
上
、
本
稿
で
は
四
日
市
朝
鮮
初
中
級
学
校
の
各
種
学
校
認
可
取
得
過
程
を
三
重
県
の
対
応
に
着
目
し
て
検
討
し
て
き
た
。

文
部
省
の
方
針
に
従
い
、
各
種
学
校
認
可
申
請
を
拒
否
し
続
け
た
三
重
県
で
あ
っ
た
が
、
一
二
・
二
八
通
達
を
経
た
一
九
六
六
年
四
月
以
降
に
そ
の
姿
勢
を
相
対
的
に
軟

化
さ
せ
、
認
可
に
向
け
た
様
々
な
動
き
を
見
せ
始
め
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
本
稿
で
は
そ
の
背
景
と
し
て
、
在
日
朝
鮮
人
ら
の
県
当
局
へ
の
働
き
か
け
が

一
二
・
二
八
通
達
を
契
機
に
一
層
激
し
く
展
開
さ
れ
た

―
こ
こ
に
県
下
市
町
村
や
各
種
団
体
も
合
流
し
て
い
た

―
こ
と
と
と
も
に
、
外
国
人
学
校
制
度
構
想
の
登
場
が

与
え
た
影
響
を
指
摘
し
た
。
外
国
人
学
校
（
朝
鮮
学
校
）
を
文
部
大
臣
管
轄
と
し
て
統
制
す
る
外
国
人
学
校
制
度
が
制
定
さ
れ
る
と
い
う
見
込
み
を
立
て
た
県
の
政
治
的

な
判
断
に
よ
っ
て
、
朝
鮮
学
校
の
各
種
学
校
認
可
が
進
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
改
め
て
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
認
可
取
得
過
程
に
お
け
る
三
重
県
側
の
対
応
に
お
い
て
、「
教
育
の
論
理
」
が
不
在
だ
っ
た
点
で
あ
る
。
教
育
の
憲
法
と

し
て
戦
後
教
育
改
革
の
思
想
軸
と
な
っ
た
教
育
基
本
法
が
掲
げ
る
「
人
種
、
信
条
、
性
別
、
社
会
的
身
分
、
経
済
的
地
位
又
は
門
地
に
よ
っ
て
、
教
育
上
差
別
さ
れ
な
い
」

と
い
う
教
育
の
機
会
均
等
の
理
念
、
あ
る
い
は
在
日
朝
鮮
人
た
ち
が
幾
度
と
な
く
求
め
た
民
族
教
育
を
受
け
る
権
利
。
朝
鮮
学
校
認
可
を
め
ぐ
る
三
重
県
の
対
応
に
、
こ

の
よ
う
な
「
教
育
の
論
理
」
は
一
度
た
り
と
も
そ
の
痕
跡
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

例
え
ば
「
私
立
学
校
審
議
会
諮
問
事
項
一
覧
表
」（
一
九
六
六
年
一
一
月
二
日
の
第
三
回
私
学
審
で
作
成
さ
れ
た
資
料
と
思
わ
れ
る
）
に
は
、
四
日
市
朝
鮮
初
中
級
学
校

と
同
時
期
に
学
校
法
人
設
立
お
よ
び
各
種
学
校
認
可
を
求
め
た
団
体
に
関
す
る
私
学
審
の
所
見
が
記
さ
れ
て
い
る
。
学
校
法
人
大
川
学
園
が
設
置
す
る
大
川
幼
稚
園
に
つ
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い
て
は
、「
当
該
地
区
に
は
幼
稚
園
は
一
園
も
な
く
又
団
地
開
発
に
よ
り
住
宅
造
成
が
行
わ
れ
て
お
り
、
幼
稚
園
設
置
に
つ
き
、
地
区
住
民
…
の
要
望
も
あ
る
の
で
、
設
立

は
適
当
と
認
め
る
」
と
あ
る
。
ま
た
個
人
立
桑
名
音
楽
学
院
に
関
し
て
は
「
桑
名
市
に
は
各
種
学
校
と
し
て
の
音
楽
学
院
は
既
存
」
し
な
い
こ
と
が
他
の
要
件
と
と
も
に

記
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
朝
鮮
学
校
に
関
し
て
は
、
先
述
の
よ
う
に
「
他
府
県
の
事
例
も
あ
っ
て
現
行
法
上
不
認
可
と
す
る
積
極
的
な
理
由
に
乏
し
い
」
と
い
う
、

正
に
事
務
的
な
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
三
重
県
に
一
つ
し
か
な
い
、
三
重
県
に
居
住
す
る
朝
鮮
人
の
要
望
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
教
育
施
設
と
し
て
の
朝
鮮

学
校
に
関
す
る
考
慮
は
、
こ
こ
に
は
存
在
し
な
い
。

朝
鮮
学
校
の
各
種
学
校
認
可
は
、
疑
い
の
余
地
な
く
政
治
的
な
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
他
府
県
の
場
合
も
同
様
で
あ
っ
た
。
本
稿
末
尾
に
示
し
た
【
資
料
3
】
に
お

い
て
、「
野
放
し
よ
り
認
可
し
て
指
導
下
に
お
い
た
方
が
良
い
と
の
こ
と
で
、
次
の
事
項
を
認
可
通
知
書
に
附
記
し
て
認
可
書
を
交
付
す
る
」（
宮
城
県
、
六
六
・
七
・
二
七

認
可
）、「
放
置
す
る
よ
り
認
可
し
て
監
督
し
た
方
が
良
い
と
の
意
向
で
認
可
し
た
」（
福
岡
県
、
六
六
・
二
・
二
認
可
）
と
す
る
県
が
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
を
如
実
に
示

し
て
い
る
。
各
種
学
校
認
可
に
お
い
て
も
、
四
日
市
市
の
補
助
金
交
付
の
際
に
確
認
さ
れ
た
監
視
の
論
理
は
貫
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
認
可
経
緯
説
明
の
あ

り
方
は
、
文
部
省
の
方
針
に
逆
ら
っ
た
県
側
の
申
し
開
き
の
論
法
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
な
お
、
教
育
保
障
の
観
点
、
教
育
の
論
理
が
ど
の
地
域

の
認
可
経
緯
か
ら
も
見
出
せ
な
い
こ
と
は
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
朝
鮮
学
校
の
公
的
保
障
を
め
ぐ
る
議
論
の
政
治
問
題
と
し
て
の
座
標
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
今
日
の
問
題
系
に
連
な
っ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
関

し
て
は
、
稿
を
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

【
附
記
】

本
稿
は
、
日
本
科
学
協
会
笹
川
科
学
研
究
助
成
（
研
究
番
号
：
二
八
―
一
一
三
）、
ト
ヨ
タ
財
団
研
究
助
成
（
助
成
番
号
：
Ｄ
15

－

R

－

０
２
０
６
）
を
受
け
て
行
っ
た

研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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注（
1
）「
高
校
無
償
化
制
度
」
か
ら
の
朝
鮮
学
校
の
排
除
過
程
に
関
し
て
は
、
差
し
当
た
り
田
中
宏
（
二
〇
一
三
）「
朝
鮮
学
校
の
戦
後
史
と
高
校
無
償
化
」『〈
教
育
と
社
会
〉
研
究
』
第
二
三
号
を
参
照
さ

れ
た
い
。
同
制
度
か
ら
の
排
除
は
不
法
行
為
だ
と
し
て
二
〇
一
三
年
一
月
以
降
、
朝
鮮
高
級
学
校
の
生
徒
や
朝
鮮
学
園
が
原
告
と
な
り
、
愛
知
、
大
阪
、
広
島
、
福
岡
、
東
京
に
お
い
て
国
家
賠
償

請
求
訴
訟
、
行
政
訴
訟
が
起
こ
さ
れ
た
。
裁
判
は
二
〇
一
七
年
一
月
現
在
継
続
中
で
あ
る
。

（
2
）
文
部
科
学
大
臣
馳
浩
発
、北
海
道
外
一
都
二
府
二
四
県
知
事
宛
「
朝
鮮
学
校
に
係
る
補
助
金
交
付
に
関
す
る
留
意
点
に
つ
い
て
（
通
知
）」（
二
七
文
科
際
第
一
七
一
号
、二
〇
一
六
年
三
月
二
九
日
）。

同
通
知
の
背
景
に
は
二
〇
一
六
年
二
月
七
日
に
自
民
党
が
発
出
し
た
「
北
朝
鮮
に
よ
る
弾
道
ミ
サ
イ
ル
発
射
に
対
す
る
緊
急
党
声
明
」
が
あ
る
。
そ
の
第
七
項
に
お
い
て
「
朝
鮮
学
校
へ
補
助
金
を

支
出
し
て
い
る
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
公
益
性
の
有
無
を
厳
し
く
指
摘
し
、
全
面
停
止
を
強
く
指
導
・
助
言
す
る
こ
と
」
と
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
自
民
党
の
動
き
や
、
文
科
大
臣
の
通
知
、

さ
ら
に
そ
れ
を
受
け
た
補
助
金
交
付
の
停
止
が
学
習
権
の
侵
害
や
、
不
合
理
な
差
別
的
取
扱
い
に
当
た
る
と
し
て
、
下
記
の
よ
う
に
各
地
の
法
曹
団
体
も
声
明
を
発
表
し
て
い
る
。
大
阪
弁
護
士
会

（
二
〇
一
六
・
三
・
一
四
）、
愛
知
県
弁
護
士
会
（
二
〇
一
六
・
三
・
二
八
）、
埼
玉
弁
護
士
会
（
二
〇
一
六
・
四
・
一
八
）、
東
京
弁
護
士
会
（
二
〇
一
六
・
四
・
二
二
）、
京
都
弁
護
士
会
（
二
〇
一
六
・
四
・

二
八
）、
福
岡
弁
護
士
会
（
二
〇
一
六
・
五
・
一
三
）、
岡
山
弁
護
士
会
（
二
〇
一
六
・
六
・
八
）、
日
本
弁
護
士
連
合
会
（
二
〇
一
六
・
七
・
二
九
）、
関
東
弁
護
士
連
合
会
（
二
〇
一
六
・
八
・
三
）、
神
奈
川

県
弁
護
士
会
（
二
〇
一
六
・
八
・
一
七
）、
千
葉
県
弁
護
士
会
（
二
〇
一
六
・
八
・
二
三
）、
和
歌
山
弁
護
士
会
（
二
〇
一
六
・
九
・
九
）、
茨
城
県
弁
護
士
会
（
二
〇
一
六
・
九
・
二
八
）、
全
国
青
年
司
法
書

士
協
議
会
（
二
〇
一
六
・
九
・
二
八
）、
群
馬
弁
護
士
会
（
二
〇
一
六
・
九
・
三
〇
）。

（
3
）
た
だ
し
現
存
す
る
四
つ
の
韓
国
学
校
の
う
ち
三
つ
の
韓
国
学
校
は
一
条
校
の
認
可
を
得
て
い
る
（
金
剛
学
園
（
一
九
五
〇
年
三
月
に
小
学
校
、
一
九
八
五
年
一
一
月
に
中
学
校
お
よ
び
高
等
学
校
）、

白
頭
学
院
建
国
学
校
（
一
九
五
一
年
三
月
、
小
中
高
）、
京
都
国
際
学
園
（
二
〇
〇
三
年
一
二
月
、
中
学
校
お
よ
び
高
等
学
校
））。
一
条
校
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
行
わ
れ
る
民
族
教
育
と
し
て
注
目

さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
に
関
す
る
教
育
史
的
研
究
は
管
見
の
範
囲
で
は
見
当
た
ら
な
い
。

（
4
）
例
え
ば
、
金
慶
海
編
（
一
九
八
八
）『
在
日
朝
鮮
人
民
族
教
育
擁
護
闘
争
資
料
集
Ⅰ　

四
・
二
四
阪
神
教
育
闘
争
を
中
心
に
』
明
石
書
店
、
趙
博
・
内
山
一
雄
編
（
一
九
八
九
）『
在
日
朝
鮮
人
民
族

教
育
擁
護
闘
争
資
料
集
Ⅱ
』
明
石
書
店
。

（
5
）
松
下
佳
弘
（
二
〇
一
〇
）「
占
領
期
朝
鮮
人
学
校
閉
鎖
に
か
か
わ
る
法
的
枠
組
み
と
そ
の
運
用

―
滋
賀
県
の
事
例
に
即
し
て
」『
教
育
史
・
比
較
教
育
論
考
』
第
二
〇
号
、
松
下
佳
弘
（
二
〇
一
一
）

「
占
領
期
京
都
市
に
お
け
る
朝
鮮
人
学
校
政
策
の
展
開
―
行
政
当
局
と
朝
鮮
人
団
体
と
の
交
渉
に
着
目
し
て

－

」『
日
本
の
教
育
史
学
』
第
五
四
集
、
松
下
佳
弘
（
二
〇
一
二
）「
占
領
期
朝
鮮
人
学
校

の
教
育
費
問
題

－

「
国
庫
負
担
請
願
」
の
背
景
と
そ
の
意
味

－

」『
朝
鮮
史
研
究
会
論
文
集
』
第
五
〇
集
、
松
下
佳
弘
（
二
〇
一
三
）「
占
領
期
朝
鮮
人
学
校
閉
鎖
措
置
の
再
検
討

―
法
的
枠
組
み

に
着
目
し
て
」『
世
界
人
権
問
題
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
』
第
一
八
号
、
松
下
佳
弘
（
二
〇
一
五
）「
朝
鮮
人
学
校
の
「
完
全
閉
鎖
」
を
め
ぐ
る
攻
防
（
一
九
四
九
〜
五
一
年
）

―
愛
知
第
六
朝

連
小
学
校
（
宝
飯
郡
小
坂
井
町
）
の
事
例
か
ら
」『
世
界
人
権
問
題
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
』
第
二
〇
号
、
松
下
佳
弘
（
二
〇
一
六
）「
京
都
市
立
養
正
小
学
校
「
朝
鮮
学
級
」
の
成
立
過
程

―

一
九
五
〇
年
代
前
半
に
お
け
る
公
教
育
改
編
の
試
み
と
し
て
」『
世
界
人
権
問
題
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
』
第
二
一
号
。

（
6
）
小
沢
有
作
（
一
九
七
三
）『
在
日
朝
鮮
人
教
育
論　

歴
史
篇
』
亜
紀
書
房
や
、
坂
本
清
泉
（
一
九
七
二
）『
生
活
教
育
運
動
論
』
明
治
図
書
出
版
の
研
究
成
果
を
引
き
取
り
つ
つ
、「「
国
民
教
育
」
と

い
う
枠
に
収
ま
ら
な
い
日
本
の
公
教
育
の
在
り
方
」
や
「
戦
後
日
本
に
お
け
る
公
教
育
制
度
の
特
質
」
を
検
討
す
る
も
の
と
し
て
公
立
朝
鮮
学
校
を
扱
っ
た
、
マ
キ
ー
智
子
（
二
〇
一
二
）「
公
立
朝

鮮
人
学
校
の
開
設

―
戦
後
在
日
朝
鮮
人
教
育
に
対
す
る
公
費
支
出
の
一
様
態
」『
日
本
の
教
育
史
学
』
第
五
五
号
、
を
参
照
さ
れ
た
い
。
神
奈
川
県
下
の
公
立
朝
鮮
学
校
に
関
す
る
行
政
文
書
や
新

聞
等
の
史
資
料
を
整
理
し
た
、
大
石
忠
雄
編
（
二
〇
一
五
）『
神
奈
川
朝
鮮
学
校
資
料
2

―
分
校
か
ら
自
主
校
へ　

一
九
五
〇
〜
一
九
六
六
』
緑
蔭
書
房
も
、
貴
重
な
研
究
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

ま
た
、
名
古
屋
市
内
の
公
立
朝
鮮
学
校
を
扱
っ
た
も
の
と
し
て
、
呉
永
鎬
（
二
〇
一
七
）「
名
古
屋
市
立
朝
鮮
学
校
の
設
置
・
存
続
・
廃
止
過
程
」『〈
教
育
と
社
会
〉
研
究
』
第
二
七
号
が
あ
る
。

（
7
）
本
稿
で
用
い
る
三
重
県
お
よ
び
四
日
市
市
所
蔵
の
資
料
は
、
申
正
春
氏
（
四
日
市
市
在
住
）
が
行
政
文
書
開
示
請
求
に
よ
り
入
手
し
、
そ
の
一
部
を
ご
提
供
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。
申
正
春
氏

に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

（
8
）
前
掲
小
沢
（
一
九
七
三
）、
二
三
一
頁
。
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（
9
）
福
嶋
寛
之
（
二
〇
一
五
）「
福
岡
大
学
と
〈
植
民
地
〉（
三
・
完
）
一
九
三
〇
年
代
〜
一
九
六
〇
年
代
」『
福
岡
大
学
人
文
論
叢
』
第
四
七
巻
第
二
号
に
よ
れ
ば
、
そ
の
他
に
も
、
教
育
施
設
局
長
発
・

施
設
局
出
張
所
長
宛
「
朝
鮮
人
学
校
用
資
材
申
請
に
つ
い
て
」（
一
九
四
八
・
八
・
七
、
発
施
六
九
七
）、
学
校
教
育
局
長
発
・
知
事
宛
「
朝
鮮
人
設
立
の
学
校
に
つ
い
て
」（
一
九
四
九
・
四
・
二
一
、
発

学
二
八
六
）、
管
理
局
長
発
・
富
山
・
埼
玉
県
知
事
宛
「
朝
鮮
人
設
立
の
学
校
に
つ
い
て
」（
一
九
四
九
・
六
・
三
〇
、
発
管
一
一
）、
管
理
局
長
発
・
関
係
私
立
大
学
高
専
長
宛
「
朝
鮮
人
学
生
の
在
学

状
況
に
つ
い
て
」（
一
九
五
〇
・
六
・
七
、
文
管
庶
一
三
八
）、
初
等
中
等
教
育
局
長
発
・
都
道
府
県
教
育
委
員
長
宛
「
朝
鮮
人
学
校
に
関
す
る
調
査
に
つ
い
て
」（
一
九
五
二
・
一
・
二
三
、
文
初
庶

四
八
）、
大
学
局
長
「〔
回
答
〕
朝
鮮
高
級
学
校
卒
業
生
の
日
本
の
大
学
入
学
資
格
に
つ
い
て
」（
一
九
五
三
年
）
と
い
っ
た
朝
鮮
学
校
関
連
の
通
知
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
関
し
て
は
現
段
階
で
原
文

を
確
認
で
き
て
い
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
扱
っ
て
い
な
い
。
大
学
局
長
「〔
回
答
〕
朝
鮮
高
級
学
校
卒
業
生
の
日
本
の
大
学
入
学
資
格
に
つ
い
て
」（
一
九
五
三
年
）
に
関
し
て
は
、
日
本
教
育
学
会

教
育
制
度
研
究
委
員
会
・
外
国
人
学
校
制
度
研
究
小
委
員
会
「「
在
日
朝
鮮
人
と
そ
の
教
育
」
資
料
集　

第
一
集
」（
一
九
七
〇
年
八
月
）
に
て
、「（
一
）
学
校
教
育
法
上
、
各
種
学
校
の
卒
業
生
に

は
大
学
へ
の
入
学
資
格
が
認
め
ら
れ
な
い
。（
二
）
朝
鮮
学
園
、
韓
国
学
園
は
各
種
学
校
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
高
級
学
校
で
あ
っ
て
も
大
学
へ
の
入
学
資
格
は
な
く
、
大
学
資
格
検
定
試
験
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
学
校
の
卒
業
生
の
入
学
願
書
は
そ
の
ま
ま
受
付
け
て
は
な
ら
な
い
」（
三
三
頁
）
と
、
そ
の
要
旨
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（
10
）
前
掲
松
下
（
二
〇
一
二
）、
一
八
二

－

一
八
三
頁
。

（
11
）
公
立
朝
鮮
学
校
に
関
し
て
は
、
特
に
一
九
五
〇
年
代
中
盤
以
降
、
在
日
朝
鮮
人
内
部
で
も
「
公
立
学
校
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
は
徹
底
し
た
民
族
教
育
が
実
施
で
き
な
い
」
と
い
う
批
判
の
声
が
上

が
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
事
情
が
あ
る
た
め
か
、
一
九
五
〇
年
代
中
盤
以
降
、
公
立
学
校
の
地
位
を
求
め
る
動
き
は
見
て
と
れ
な
い
。
詳
し
く
は
前
掲
、
呉
永
鎬
（
二
〇
一
七
）
を
参
照
。

（
12
）
世
界
教
員
会
議
在
日
朝
鮮
人
代
表
「
在
日
朝
鮮
人
の
現
状
に
関
す
る
報
告
（
日
本
文
）」（
一
九
五
三
年
七
月
）、
一
八
頁
。

（
13
）
東
京
都
立
朝
鮮
学
校
教
職
員
組
合
情
報
宣
伝
部
編
「
民
族
の
子

―
朝
鮮
人
学
校
問
題
」（
一
九
五
四
年
一
一
月
三
〇
日
）、
一
五
頁
。

（
14
）
現
在
の
神
奈
川
朝
鮮
中
高
級
学
校
は
、一
九
五
一
年
四
月
五
日
に
「
横
浜
朝
鮮
中
学
校
」
と
い
う
校
名
で
開
校
す
る
（
孫
済
河
『
ウ
リ
・
ト
ン
ポ
（
同
胞
）
ウ
リ
・
ト
ン
ネ
（
町
・
村
）
百
話
』（
二
〇
一
〇

年
一
二
月
二
〇
日
発
行
、
非
売
品
）、
七
八
頁
参
照
）。
一
九
五
三
年
一
〇
月
の
認
可
時
の
校
名
は
定
か
で
は
な
い
。
認
可
に
つ
い
て
報
道
し
た
「
つ
い
に
認
可
争
取　

神
奈
川
朝
中
で
」『
解
放
新
聞
』

一
九
五
三
年
一
一
月
一
九
日
付
で
は
「
神
奈
川
朝
鮮
中
学
校
」、『
解
放
新
聞
』
一
九
五
四
年
一
月
一
二
日
付
の
広
告
で
は
「
神
奈
川
朝
鮮
人
学
園　

神
奈
川
朝
鮮
人
中
学
校
」
と
な
っ
て
い
る
。

一
九
五
四
年
に
高
等
部
が
設
置
さ
れ
て
か
ら
、校
名
は
「
神
奈
川
朝
鮮
人
中
高
等
学
校
」
と
な
っ
て
い
る
。
同
様
に
、現
在
の
愛
知
朝
鮮
中
高
級
学
校
の
前
身
で
あ
る
「
中
部
朝
鮮
中
高
等
学
校
」（
中

部
朝
鮮
中
学
校
（
一
九
四
八
・
四
・
二
〇
開
校
）
に
高
等
部
が
設
置
さ
れ
、
一
九
五
三
年
四
月
に
同
校
名
と
な
る
）
も
、
認
可
時
の
校
名
は
定
か
で
は
な
い
。
京
都
の
場
合
、
学
校
法
人
京
都
教
育
資

団
に
よ
る
『
寄
附
行
為
認
可
申
請
書
』（
一
九
五
三
年
三
月
）
の
原
文
で
は
学
校
の
校
名
が
「
京
都
朝
鮮
中
学
校
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
行
政
の
手
に
よ
っ
て
「
校
」
の
部
分
に
二
重
線
が
引
か
れ
、

校
名
が
「
京
都
朝
鮮
中
学
」
と
修
正
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
一
九
五
〇
年
代
初
頭
の
神
奈
川
や
愛
知
で
は
各
種
学
校
認
可
時
の
校
名
に
関
し
、
一
条
校
と
同
様
の
校
名
を
使
っ
て
は
な
ら
な
い

と
い
う
規
定
が
、
京
都
の
よ
う
に
厳
密
に
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
15
）
例
え
ば
、
各
学
校
に
設
置
さ
れ
財
政
運
営
を
担
う
教
育
会
の
全
国
大
会
（
一
九
六
四
年
六
月
）
で
は
、「
今
後
我
々
は
未
認
可
自
主
学
校
に
対
し
「
学
校
設
置
認
可
」
と
未
認
可
県
教
育
会
の
「
法

人
化
」
を
獲
得
す
る
事
業
を
強
力
に
展
開
し
て
い
き
ま
す
。
学
校
設
置
認
可
と
県
教
育
会
法
人
化
は
我
々
が
当
然
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
神
聖
な
権
利
で
あ
り
、
こ
れ
は
教
育
事
業
に
お
い
て
最

も
重
要
な
事
業
の
一
つ
で
す
」
と
さ
れ
て
い
る
。
在
日
本
朝
鮮
人
中
央
教
育
会
常
任
理
事
会
「
在
日
本
朝
鮮
人
教
育
会
第
七
回
定
期
大
会
文
献
集
」（
一
九
六
四
年
六
月
）、
二
六
頁
。

（
16
）
日
本
教
育
学
会
教
育
制
度
研
究
委
員
会
・
外
国
人
学
校
制
度
研
究
小
委
員
会
「「
在
日
朝
鮮
人
と
そ
の
教
育
」
資
料
集　

第
一
集
」（
一
九
七
〇
年
八
月
）
に
収
め
ら
れ
た
「
資
料
三
八　
「
自
民
党

安
保
調
査
会
議
事
録　

七
、
日
教
組
対
策
に
つ
い
て
」（
三
五

－

三
七
頁
）
を
参
照
。

（
17
）
三
重
県
「
朝
鮮
人
学
校
認
可
に
つ
い
て
の
陳
情
者
の
主
張
点
お
よ
び
主
務
課
の
意
見
」（
一
九
六
四
年
八
月
一
四
日
作
成
）。

（
18
）
マ
キ
ー
智
子
（
二
〇
一
三
）「「
外
国
人
学
校
制
度
」
創
設
の
試
み
：
日
韓
会
談
期
に
お
け
る
在
日
朝
鮮
人
対
策
の
模
索
」『
北
海
道
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
院
紀
要
』
一
一
八
号
。

（
19
）「
学
校
教
育
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱
に
つ
い
て
」（
一
九
六
六
年
五
月
一
三
日
、
文
第
二
三
号
）、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
。

（
20
）
一
九
六
九
年
の
「
学
校
教
育
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
の
八
二
条
一
一
に
お
い
て
「
わ
が
国
に
居
住
す
る
外
国
人
を
も
っ
ぱ
ら
対
象
と
し
て
組
織
的
な
教
育
を
行
う
施
設
は
、
外
国
人
学
校
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と
す
る
。
外
国
人
学
校
に
つ
い
て
は
、
別
の
法
律
で
定
め
る
。」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
同
年
に
外
国
人
学
校
法
案
は
提
出
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
一
九
七
〇
年
以
降
、
同
主
旨
の
法
案
が
提
出
さ
れ
て

い
る
こ
と
も
確
認
で
き
な
い
。
と
は
言
え
、
一
九
七
一
年
一
二
月
一
三
日
付
『
朝
日
新
聞
』
で
は
、
外
国
人
学
校
法
案
を
「
再
度
提
案
し
よ
う
と
」
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、

一
九
七
二
年
頃
ま
で
は
外
国
人
学
校
法
案
制
定
を
め
ぐ
る
動
き
が
あ
っ
た
と
見
ら
れ
て
い
る
。

（
21
）「
朝
鮮
学
校
百
物
語　

始
ま
り
の
ウ
リ
ハ
ッ
キ
ョ
編　

vol.03　

四
日
市
朝
鮮
初
中
級
学
校
」『
イ
オ
』
二
〇
一
五
年
三
月
号
。

（
22
）「〈
特
集
・
ウ
リ
ハ
ッ
キ
ョ
の
今
〉
四
日
市
初
中
」『
朝
鮮
新
報
』
二
〇
一
六
年
八
月
三
〇
日
付
。

（
23
）
在
泗
朝
鮮
人
団
体
協
議
会
・
四
日
市
朝
鮮
人
小
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
代
表
者
朴
東
培
「
朝
鮮
人
子
弟
の
教
育
費
をマ
マ

月
額
三
万
円
援
助
方
要
望
に
つ
い
て
」（
四
日
市
市
議
会
議
長
山
本
三
郎
宛
、
陳
情
第

二
八
号
、
一
九
五
一
年
一
二
月
二
〇
日
）。

（
24
）
四
日
市
朝
鮮
人
小
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
長
朴
東
培
「
市
立
朝
鮮
人
小
学
校
建
設
等
の
陳
情
」（
四
日
市
市
議
会
議
長
山
本
三
郎
宛
、
陳
情
第
九
号
、
一
九
五
二
年
六
月
六
日
）。

（
25
）
在
日
朝
鮮
人
の
日
本
国
籍
喪
失
に
伴
い
、
文
部
省
は
そ
の
就
学
義
務
制
に
関
し
、
以
下
の
よ
う
に
通
達
し
て
い
る
（
文
部
省
初
等
教
育
局
長
発
、
都
道
府
県
知
事
宛
「
朝
鮮
人
の
義
務
教
育
学
校
へ

の
就
学
に
つ
い
て
」（
一
九
五
三
年
二
月
一
一
日
））。「
朝
鮮
人
子
女
の
就
学
に
つ
い
て
は
、
従
来
日
本
の
法
令
が
適
用
さ
れ
、
全
て
日
本
人
と
同
様
に
取
扱
わ
れ
て
来
た
。
し
か
る
に
平
和
条
約
の

発
効
以
降
は
、
在
日
朝
鮮
人
は
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
こ
と
に
な
り
、
法
令
の
適
用
に
つ
い
て
は
一
般
の
外
国
人
と
同
様
に
取
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
」、「
し
た
が
っ
て
就
学
年
齢
に
達
し
た

外
国
人
を
学
齢
簿
に
記
載
す
る
必
要
は
な
い
し
就
学
義
務
履
行
の
督
促
と
い
う
問
題
も
生
じ
な
い
。
な
お
外
国
人
を
好
意
的
に
公
立
の
義
務
教
育
学
校
に
入
学
さ
せ
た
場
合
に
は
、
義
務
教
育
無
償

の
原
則
は
適
用
さ
れ
な
い
」。

（
26
）
在
日
朝
鮮
人
強
制
追
放
反
対
闘
争
四
日
市
委
員
会
代
表
者
鄭
陽
基
「
外
国
人
登
録
更
新
反
対
そ
の
他
に
つ
い
て
陳
情
」（
四
日
市
市
議
会
議
長
宛
、
陳
情
第
一
七
号
、
一
九
五
二
年
一
〇
月
一
七
日
）。

（
27
）
四
日
市
市
教
育
長
「
私
塾　

四
日
市
朝
鮮
人
小
学
校
に
つ
い
て
」（
一
九
五
二
年
一
一
月
二
九
日
付
立
案
）。

（
28
）
四
日
市
市
編
（
二
〇
〇
一
）『
四
日
市
市
史　

第
一
九
巻
』、
四
五
五
頁
。

（
29
）
マ
キ
ー
智
子
（
二
〇
一
四
）「
在
日
朝
鮮
人
教
育
の
歴
史

―
戦
後
日
本
の
外
国
人
政
策
と
公
教
育
」（
北
海
道
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
博
士
論
文
）、
一
一
〇
頁
。
典
拠
は
、
警
察
庁
警
備
部

警
備
第
二
課
「
外
事
月
報
」（
一
九
五
七
年
六
月
）（『
在
日
朝
鮮
人　

大
学
生
・
学
校
問
題
』
九
州
大
学
韓
国
研
究
セ
ン
タ
ー
森
田
芳
夫
文
庫
、J-10-18

）。

（
30
）
三
重
県
総
務
部
総
務
課
「
朝
鮮
人
学
校
の
認
可
申
請
に
つ
い
て
」（
一
九
六
四
年
一
二
月
一
一
日
審
議
会
に
提
出
さ
れ
た
資
料
）。

（
31
）
陳
情
書
の
内
容
は
、「
私
達
在
日
朝
鮮
公
民
の
正
当
な
民
族
的
権
利
で
あ
る
教
育
は
、
日
本
政
府
の
不
当
な
差
別
待
遇
に
よ
っ
て
い
ま
だ
そ
の
法
人
化
を
認
め
ら
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
／
最
近
で
も

群
馬
に
続
い
て
京
都
で
「
知
事
認
可
」
が
あ
っ
た
の
で
す
。
良
識
と
人
道
を
モ
ッ
ト
ー
と
さ
れ
る
知
事
様
が
、
早
急
に
認
可
の
許
可
を
し
て
下
さ
る
よ
う
強
く
要
求
し
ま
す
。」、「
今
日
依
然
と
し
て

四
日
市
朝
鮮
初
中
級
学
校
の
認
可
が
許
さ
れ
な
い
為
、
朝
鮮
人
学
校
学
生
た
ち
は
た
く
さ
ん
の
苦
痛
を
受
け
て
い
る
。
度
か
さ
な
る
私
達
の
要
請
が
早
く
許
可
さ
れ
ん
こ
と
を
願
い
ま
す
。」、「
知
事

殿
！
／
学
校
認
可
に
つ
い
て
お
願
い
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。
他
の
県
で
は
認
可
が
下
さ
れ
て
い
る
の
に
、
私
達
の
県
に
か
ぎ
っ
て
認
可
さ
れ
な
い
と
は
残
念
に
思
い
ま
す
。
早
く
認
可
さ
れ
る
よ

う
…
…
。」、「〝
四
日
市
朝
鮮
初
中
級
学
校
に
対
す
る
認
可
の
件
〞、
い
か
が
お
取
り
計
ら
っ
て
み
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
〔
マ
マ
〕。
開
校
以
来
県
下
の
同
胞
達
が
正
し
い
子
弟
の
教
育
に
注
い
で
き
た

努
力
は
、
今
こ
そ
認
定
さ
れ
る
べ
き
と
思
い
ま
す
。
一
日
も
早
い
認
可
の
許
可
を
願
っ
て
お
り
ま
す
。」、「
田
中
知
事
殿
／
今
ま
で
二
度
三
度
に
わ
た
っ
て
私
達
は
四
日
市
朝
鮮
初
中
級
学
校
の
認
可

に
つ
い
て
お
願
い
し
て
参
り
ま
し
た
。
そ
し
て
今
日
又
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
教
育
は
百
年
の
計
と
や
ら
。
何
と
ぞ
四
日
市
朝
鮮
初
中
級
学
校
の
認
可
を
下
さ
い
ま
す
様
。」
と
い
っ
た
も
の
で
、

直
接
知
事
宛
て
に
認
可
を
訴
え
る
内
容
で
あ
っ
た
。

（
32
）
三
重
県
総
務
部
総
務
課
「
朝
鮮
人
学
校
の
認
可
申
請
に
つ
い
て
」（
一
九
六
四
年
一
二
月
一
一
日
審
議
会
に
提
出
さ
れ
た
資
料
）。

（
33
）
三
重
県
総
務
部
総
務
課
学
事
係
「
朝
鮮
人
学
校
設
置
認
可
に
関
す
る
陳
情
（
供
覧
）」（
一
九
六
四
年
八
月
一
四
日
付
起
案
）
の
「
朝
鮮
人
学
校
の
認
可
に
関
す
る
陳
情
記
録
」。

（
34
）
例
え
ば
、
三
重
県
総
務
部
総
務
課
が
作
成
し
た
内
部
資
料
「
朝
鮮
人
学
校
の
認
可
申
請
に
つ
い
て
」（
一
九
六
四
年
一
二
月
一
一
日
審
議
会
に
提
出
さ
れ
た
資
料
）
の
「
総
務
課
の
意
見
」
に
も
以

下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。「
学
校
教
育
法
に
規
定
す
る
学
校
は
日
本
国
民
の
た
め
の
教
育
制
度
で
あ
る
。
外
国
人
の
た
め
の
民
族
教
育
を
行
う
朝
鮮
人
学
校
が
、
学
校
の
名
称
を
用
い
、
類
似
行
為
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を
し
て
い
て
も
、
日
本
の
教
育
制
度
と
は
異
質
の
も
の
で
あ
っ
て
、
基
本
的
に
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
学
校
で
あ
る
と
は
解
釈
し
が
た
い
。
も
し
朝
鮮
人
学
校
が
学
校
教
育
法
に
い
う
各
種
学
校
の

一
種
で
あ
る
と
し
て
も
、
国
家
的
立
場
か
ら
見
て
、
国
内
に
永
住
す
る
見
込
の
外
国
人
を
対
象
と
し
て
民
族
教
育
を
行
う
点
に
大
き
な
問
題
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
公
認
し
た
り
国
家
的
恩
典
を
付

与
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
」。

（
35
）「
四
日
市
朝
鮮
初
中
級
学
校
の
認
可
申
請
に
つ
い
て
」（
三
重
県
所
蔵
資
料
、作
成
部
署
不
明
（
お
そ
ら
く
総
務
部
総
務
課
）、記
述
内
容
か
ら
一
九
六
六
年
五
月
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
）。

（
36
）
三
重
県
総
務
課
学
事
係
「
朝
鮮
人
学
校
の
認
可
に
関
す
る
陳
情
」（
一
九
六
五
年
八
月
二
二
日
付
起
案
）、
参
照
。
添
付
さ
れ
た
名
刺
か
ら
確
認
で
き
る
朝
鮮
学
校
側
の
参
加
者
は
、
総
連
三
重
県
本

部
委
員
長
、
総
連
三
重
県
本
部
宣
伝
部
長
、
総
連
三
重
県
本
部
組
織
部
長
、
在
日
本
朝
鮮
人
三
重
県
教
育
会
会
長
金
龍
玉
、
総
連
四
日
市
支
部
委
員
長
の
五
名
で
あ
る
が
、
記
録
に
は
「
総
連
三
重

県
本
部
委
員
長
他
七
名
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
田
中
覚
県
知
事
、
吉
川
茂
彦
秘
書
課
長
、
広
田
稔
学
事
係
が
知
事
応
接
室
に
て
対
応
し
て
い
る
。

（
37
）
鈴
鹿
市
教
育
委
員
会
発
、三
重
県
教
育
委
員
会
教
育
長
宛
「「
学
校
法
人
三
重
県
朝
鮮
学
園
設
立
の
認
可
及
び
四
日
市
朝
鮮
初
中
級
学
校
設
置
に
関
す
る
請
願
」
の
取
扱
い
に
つ
い
て
（
照
会
）」（
鈴

教
第
二
四
六
七
号
、
一
九
六
五
年
九
月
一
〇
日
）。

（
38
）
上
野
市
議
会
「
学
校
法
人
三
重
朝
鮮
学
園
の
設
立
認
可
お
よ
び
四
日
市
朝
鮮
初
中
級
学
校
設
置
認
可
に
関
す
る
要
望
書
」（
一
九
六
五
年
一
二
月
一
日
付
）。

（
39
）『
朝
鮮
新
報
』
一
九
六
五
年
一
二
月
二
九
日
付
。

（
40
）「
四
日
市
朝
鮮
初
中
級
学
校
の
認
可
申
請
に
つ
い
て
」（
三
重
県
所
蔵
資
料
、作
成
部
署
不
明
（
お
そ
ら
く
総
務
部
総
務
課
）、記
述
内
容
か
ら
一
九
六
六
年
五
月
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
）。

（
41
）
文
部
省
初
等
中
等
教
育
局
長
斎
藤
正
・
文
部
省
管
理
局
長
天
城
勲
発
、
各
都
道
府
県
教
育
委
員
会
・
各
都
道
府
県
知
事
宛
「
朝
鮮
人
の
み
を
収
容
す
る
教
育
施
設
の
取
扱
い
に
つ
い
て
（
通
知
）」（
文

管
振
第
八
四
号
、
一
九
六
六
年
三
月
二
二
日
）。

（
42
）
例
え
ば
、在
日
本
朝
鮮
人
総
連
合
会
中
央
常
任
委
員
会
宣
伝
部
「
民
族
教
育
の
権
利
を
徹
底
的
に
擁
護
し
よ
う
！　

講
演
提
綱
一
九
六
六
年
第
四
号
」（
一
九
六
六
年
四
月
）
を
参
照
。
こ
こ
で
は
「
民

族
教
育
を
守
る
問
題
で
決
定
的
に
重
要
な
こ
と
は
、
日
本
の
人
々
の
世
論
を
喚
起
し
、
か
れ
ら
の
支
援
を
も
ら
う
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
し
て
、
各
地
方
で
政
党
、
社
会
団
体
、
労
働
組
合
、

言
論
出
版
機
関
、
学
者
、
文
化
人
、
地
方
人
士
等
に
働
き
か
け
る
こ
と
、
地
方
議
会
と
県
市
町
村
議
会
議
員
た
ち
を
訪
れ
る
こ
と
、
当
局
に
対
し
住
所
と
名
前
を
明
記
し
教
育
権
利
の
保
障
を
要
求

す
る
陳
情
書
を
送
る
こ
と
、
町
内
会
や
近
隣
住
民
に
民
族
教
育
に
つ
い
て
解
説
す
る
機
会
を
設
け
る
こ
と
等
が
、
各
地
で
取
り
組
む
べ
き
課
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
43
）
在
日
朝
鮮
人
の
民
族
教
育
を
守
る
三
重
県
協
議
会
「
要
望
書
」（
三
重
県
知
事
宛
、
一
九
六
六
年
四
月
二
六
日
）。

（
44
）
例
え
ば
「
外
国
人
学
校
制
度
を
創
設

―
今
国
会
に
法
改
正
案
提
出
へ
」『
朝
日
新
聞
』
一
九
六
六
年
三
月
二
六
日
付
。

（
45
）
一
九
六
六
年
一
一
月
作
成
の
「
私
立
学
校
審
議
会
諮
問
事
項
一
覧
表
」
の
「
学
校
法
人
三
重
朝
鮮
学
園
」
に
関
す
る
「
所
見
」
は
、
以
下
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。「
法
人
設
立
に
つ
い
て
は

設
立
要
件
は
整
っ
て
お
り
、
寄
附
行
為
の
内
容
も
法
令
の
規
定
に
そ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
学
校
設
置
に
つ
い
て
は
、
各
種
学
校
と
し
て
形
式
的
要
件
は
整
っ
て
お
り
、
他
府
県
の
事
例
も
あ
っ
て
現

行
法
上
不
認
可
と
す
る
積
極
的
な
理
由
に
乏
し
い
」。

（
46
）「
認
可
申
請
の
内
容
」（
三
重
県
所
蔵
資
料
、
作
成
部
署
不
明
（
お
そ
ら
く
総
務
部
総
務
課
）、
記
述
内
容
か
ら
一
九
六
六
年
一
一
月
一
九
日
の
認
可
以
降
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
）。
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【資料 1】朝鮮学校各種学校認可取得年月日および朝鮮学園学校法人認可取得年月日一覧
都道府
県名 学校名

認可年月日 認可後の統廃合・校名等の状況
（2017 年 1 月現在）

典拠
初級 中級 高級 認可 認可後の状況

東京

1 朝鮮大学校 1968.4.17 に認可。

（a）

2 東京 1955.4.1 1955.4.1

3 東京第一 1955.4.1 1962.4.10 1959 年 4 月に中級部を設置。 『朝鮮新報』
2015 年 8 月 3 日付

4 東京第二 1955.4.1 1964.5.23 1964 年 4 月に中級部を設置。1997 年 4 月
に中級部を廃止し東京第二初級へ。

『朝鮮新報』
2016 年 1 月 15 日付

5 東京第三 1955.4.1

6 東京第四 1955.4.1 1964.5.23 1964 年 4 月に中級部を設置。 『朝鮮新報』
2015 年 9 月 11 日付

7 東京第五 1955.4.1 1962.4.10 1960 年に東京第十（12）と統合し、
中級部を設置。

『朝鮮新報』
2016 年 3 月 29 日付

8 東京第六 1955.4.1 1962.4.10 1960 年 4 月に中級部を設置。1993 年に
東京第七（9）と校種統合し第六初級に。

『朝鮮新報』
2015 年 2 月 2 日付

9 東京第七 1955.4.1 1962.4.10
1960 年 4 月に中級部を設置。1993 年に
東京第六（8）と校種統合し第七中級に。
2000 年に東京中高（2）に統合。

（e）

10 東京第八 1955.4.1 2003 年に閉校 （e）
11 東京第九 1955.4.1

12 東京第十 1955.4.1 1960 年に東京第五（7）と統合。 『朝鮮新報』
2016 年 3 月 29 日付

13 東京第十一 1955.4.1 1962.4.10 1957 年に中級部併設。1961 年に三多摩第
一、1989 年に西東京第一に改称。 （c）

14 東京第十二 1955.4.1 1968.9.3

1961 年に三多摩第二、1989 年に西東京第
二に改称。1972 年に幼稚班併設。08 年に
初級に。07 年に幼稚班、16 年に中級部が
再開。

（g）
『朝鮮新報』
2016 年 4 月 5 日付

東京朝鮮学園 1955.4.1 （b）

神奈川

15 神奈川 1953.10.31 不明

1951 年 4 月 5 日開校時の校名は横浜朝鮮
中学校。認可時の校名は定かではないが
「神奈川朝鮮人中学校」であったと推察さ
れる。1954 年 4 月に高級部が併設され、
校名は「神奈川朝鮮人中高等学校」となる。
1957 学年度から「神奈川朝鮮中高級学校」
と改称したと考えられる。

（a）

（m）
1954 年～ 1958 年の
『解放新聞』における
新年の広告

16 横浜 1965.12.24 1999 年に神奈川中高（15）と統合し、
神奈川初中高に。2006 年に再び分離。

『朝鮮新報』
2016 年 2 月 29 日付

17 川崎 1965.12.24 1971.6.21 1971 年に中級部設置。2005 年に中級部を
神奈川中高（15）に統合し、川崎初級へ。 （e）『イオ』2010 年 7 月号

18 南武 1965.12.24

（a）19 鶴見 1965.12.24 2006 年に横浜初級（16）に統合し、
鶴見幼稚園に。 『イオ』2011 年 2 月号

20 横須賀 1965.12.24 1994 年に横浜初級（16）に統合。 （e）
神奈川朝鮮学園 1965.9.21 （b）

千葉
21 千葉 1965.12.17 1965.12.17 （a）
千葉朝鮮学園 1967.8.23 （b）

埼玉
22 埼玉 1965.11.10 1965.11.10 （a）
埼玉朝鮮学園 1967.12.25 （b）

茨城
23 茨城 1968.5.17 1955.12.10 1955.12.10 （a）
茨城朝鮮学園 1966.12.15 （b）

群馬
24 群馬 1965.8.3 1965.8.3 （a）
群馬朝鮮学園 1968.3.7 （b）

栃木
25 北関東 1963.7.12 1963.7.12 後に校名を栃木朝鮮初中級学校に改称。 （a）
26 宇都宮 1966.10.12 （n）
栃木朝鮮学園 1966.10.29 （b）

北海道
27 北海道 1968.12.12 1968.12.12 不明 1982 年に高級部を併設。 （a）
北海道朝鮮学園 1968.12.12 （b）

宮城
28 東北 1966.7.27 1966.7.27 1970.4.10 2009 年に高級部を茨城（23）に統合し、

東北初中に。 （a）

宮城朝鮮学園 1966.7.27 （b）

福島
29 福島 1971.7.30 1971.7.30 （a）
福島朝鮮学園 1971.12.28 （b）

福井
30 北陸 1967.5.6 1967.5.6 （a）
北陸朝鮮学園 1967.5.6 （b）
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都道府
県名 学校名

認可年月日 認可後の統廃合・校名等の状況
（2017 年 1 月現在）

典拠
初級 中級 高級 認可 認可後の状況

長野
31 長野 1971.6.21 1971.12.28 （e）
長野朝鮮学園 1971.7.30 （b）

新潟
32 新潟 1968.11.30 1968.11.30 （a）
新潟朝鮮学園 1968.12.2 （b）

愛知

33 愛知 1953.12.19 1953.12.19
1953 年 4 月に「中部朝鮮中高等学校」と
改称されるが、認可時の名称は不詳。1956
年 4 月に「愛知朝鮮中高級学校」に改称。

（a）

34 愛知第一 1967.2.14 2000 年に愛知第二（35）、愛知第三（36）
と統合し名古屋初級へ。

『朝鮮新報』
2015 年 4 月 6 日付

35 愛知第二 1967.2.14 2000 年に愛知第一（34）、愛知第三（36）
と統合し名古屋初級へ。

『朝鮮新報』
2015 年 4 月 6 日付

36 愛知第三 1967.2.14 2000 年に愛知第一（34）、愛知第二（35）
と統合し名古屋初級へ。

『朝鮮新報』
2015 年 4 月 6 日付

37 愛知第四 1967.2.14 1977 年に愛知第三（35）に統合、閉校。 『朝鮮新報』
2015 年 4 月 6 日付

38 東春 1967.3.31 1967.3.31 2006 年に中級部を愛知中高（33）に統合。 李哲秀同校校長への
聞き取り（2016 年）

39 愛知第七 1967.7.29 （d）

40 愛知第八 1967.12.16 1998 年に第一（34）に統合、閉校。 （f）『朝鮮新報』2015 年 4 月 6 日付

41 愛知第九 1970.6.29 1975 年に第一（34）に統合、閉校。

（a）

『朝鮮新報』
2015 年 4 月 6 日付

42 愛知第十 1967.2.14 1990 年に第一（34）に統合、閉校。 『朝鮮新報』
2015 年 4 月 6 日付

43 豊橋 1967.3.31 1967.3.31 1998 年に中級部を愛知中高（33）に統合し、
豊橋初級に。

『朝鮮新報』
2016 年 2 月 18 日付

愛知朝鮮学園 1967.2.14 （b）

岐阜

44 岐阜 1966.9.27 1966.9.27 （a）

45 東濃 不明 不明
（1974 年に創立）1995 年に中級部を東春
（38）に統合。1998 年に初級部も東春（38）
に統合、閉校。

― 李哲秀東春校長への
聞き取り（2016 年）

岐阜朝鮮学園 1966.9.27 （b）

三重
46 四日市 1966.11.19 1966.11.19 （a）
三重朝鮮学園 1966.11.19 （b）

静岡
47 静岡 1967.3.30 1967.3.30

（a）
48 浜松 1967.3.30 1967.3.30 1994 年に静岡（47）に統合し閉校。 『イオ』2015 年 10 月号
静岡朝鮮学園 1967.3.31 （b）

京都

49 京都 1953.5.18 不明

認可時の名称は「京都朝鮮中学」。1955 年
に高級部を併設し、「京都朝鮮中高級学校」
と改称。高級部の認可は定かではないが、
京都朝鮮中学の学科増として取り扱われ
た。

（n）

50 舞鶴 1970.12.25 1970.12.25 2005 年に閉校。 （a）

51 京都第一 1949.11.21 2012 年に京都第三（53）と統合し、京都
初級に。 （h）『朝鮮新報』2016 年 4 月 25 日付

52 京都第二 1969.12.26
（a）

53 京都第三 1969.12.26 2012 年に京都第一（51）と統合し、京都
初級に。

『朝鮮新報』
2016 年 4 月 25 日付

京都朝鮮学園 1953.5.18 認可当時は「学校法人京都朝鮮教育資団」（b）

滋賀
54 滋賀 不明 1961.4.3

1963 年に初級部が併設され滋賀初中級と
なるが、初級部の認可日は定かではない。
2004 年に中級部を京都中高（49）に統合し、
滋賀初級に。

（a） 鄭想根同校校長への聞き取り（2016 年）

滋賀朝鮮学園 1968.12.28 （b）

和歌山
55 和歌山 1962.9.15 1962.9.15 （a）
和歌山朝鮮学園 1970.2.26 （b）

奈良
56 奈良 1970.7.18 1970.7.18

1999 年に中級部を東大阪（58）に統合し
奈良初級に。2008 年に休校。2014 年に奈
良幼稚園再開。

（a）（i）、『朝鮮新報』
2014 年 4 月 9 日付

奈良朝鮮学園 1970.7.18 （b）
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都道府
県名 学校名

認可年月日 認可後の統廃合・校名等の状況
（2017 年 1 月現在）

典拠
初級 中級 高級 認可 認可後の状況

大阪

57 大阪 1966.3.3

（a）

（i）

58 東大阪 1966.3.3
1994 年に西大阪（62）中級部、99 年に
奈良（56）中級部、02 年に南大阪（61）、
06 年に中大阪（59）中級部を統合。

（i）、（j）

59 中大阪 1966.3.3 1961.8.2 2006 年に中級部を東大阪（58）に統合。 （i）、（j）
60 北大阪 1966.3.3 1966.3.3 （i）

61 南大阪 1966.3.3 1966.3.3 1977 年に初級部を泉州（71）に統合。
2002 年に中級部を東大阪（58）に統合。 （i）

62 西成 1970.9.30 1970.9.30
1989 年に西大阪初中級に改称。1994 年に
中級部を東大阪（58）に統合、西大阪初
級に。

（i）

63 東大阪第一 1966.3.3 1991 年に、東大阪第三（65）、第五（67）
と統合し生野初級に。 （i）

64 東大阪第二 1966.3.3 1991 年 9 月に東大阪初級に改称。 （i）

65 東大阪第三 1966.3.3 1991 年に、東大阪第一（63）、第五（67）
と統合し生野初級に。 （i）

66 東大阪第四 1966.3.3 1993 年 4 月に大阪第四初級に改称。 （i）

67 東大阪第五 1966.3.3 1991 年に、東大阪第一（63）、第三（65）
と統合し生野初級に。 （i）

68 城北 1966.3.3 （i）
69 港 1966.3.3 1987 年 6 月に西成初中級（61）に統合。 （i）
70 堺 1966.3.3 2004 年に西大阪初級（62）に統合。 （i）

71 泉北 1966.3.3 1977 年に南大阪（61）・泉大津（72）と
統合し泉州初級に。 （i）

72 泉大津 1966.3.3
1977 年に泉北（71）・南大阪（61）と
統合し泉州初級に。2010 年に西大阪初級
（61）と統合、南大阪初級に改称。

（i）、『イオ』
2013 年 1 月号

73 福島 1966.3.3 1993 年 9 月に大阪福島初級に改称。 （i）
大阪朝鮮学園 1961.8.2（財団法人） 学校法人としての認可は 1989.6.21 （b）

兵庫

74 神戸 1959.3.24 1959.3.24 1972 年 3 月で中級部を廃止。神戸高級と
改称。

（a）

（k）

75 尼崎 1963.9.30 1959.3.24 1975 年に大島（76）と統合し、尼崎初中
に改称。

『朝鮮新報』
2016 年 4 月 19 日付

76 大島 1966.4.1 1975 年に尼崎（75）に統合。 『朝鮮新報』
2016 年 4 月 19 日付

77 西神戸 1959.3.24 1966.4.10 1966 年に中級部設置。1999 年に中級部を
東神戸（78）に統合し、西神戸初級に。

『朝鮮新報』
2015 年 10 月 2 日付

78 東神戸 1959.3.24 1970.3.19 1999 年に西神戸（77）の中級部を統合し、
神戸初中に改称。2011 年明石（88）を統合。

『朝鮮新報』
2015 年 1 月 8 日付

79 西播 1967.12.28 1959.3.24
1967 年に飾磨初級と統合、西播初中に。
73 年に網干（80）、87 年に相生（91）、01
年に姫路（84）・高砂（89）と統合。

同校学校要覧（2013 年）

80 網干 1967.12.28 1973 年に西播（79）に統合。 （e）
81 西脇 1967.12.28 1970.3.19 2002 年に廃校。 呉亨鎮氏談

82 伊丹 1966.4.1 1970 年に川辺（83）、2002 年に宝塚（85）
を統合。 （e）

83 川辺 不明 1970 年に伊丹（82）に統合。 （e）
84 姫路 1967.12.28 2001 年に西播（79）に統合。 （e）
85 宝塚 1966.4.10 2002 年に伊丹（82）に統合。 （e）
86 阪神 1959.3.24 2001 年に尼崎（75）に統合。 （e）

87 園田 1966.4.1
1987 年に立花（90）と統合し、尼崎東初
級に。尼崎東初級は 2008 年に尼崎（75）
に統合。

（e）

88 明石 1966.4.21 2011 年に神戸初中（78）に統合。 『朝鮮新報』
2015 年 1 月 8 日付

89 高砂 1966.4.1 2001 年に西播（79）に統合。 （e）

90 立花 1966.4.1 1976 年に尼崎（75）に統合（臨時）。1987
年に園田（87）と統合し尼崎東初級に。 （e）

91 相生 1967.12.28 1987 年に西播（79）に統合。 （e）
92 有馬 1967.12.28 1977 年に東神戸（78）に統合。 （e）
兵庫朝鮮学園 1963.9.30 （b）

岡山

93 岡山 1967.3.31 1967.3.31 2000 年に倉敷（94）に統合。
（a）

『朝鮮新報』
2015 年 6 月 8 日付

94 倉敷 1967.3.31 1967.3.31 2000 年に岡山（93）が統合し、岡山初中
級に。

『朝鮮新報』
2015 年 6 月 8 日付

岡山朝鮮学園 1967.3.31 （b）
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都道府
県名 学校名

認可年月日 認可後の統廃合・校名等の状況
（2017 年 1 月現在）

典拠
初級 中級 高級 認可 認可後の状況

広島

95 広島 1966.12.24 1966.12.24 1995 年に広島第一（96）を統合。広島初中高へ。
（a）

『朝鮮新報』
2016 年 5 月 16 日付

96 広島第一 1966.12.24 1995 年に広島中高（95）に統合。 『朝鮮新報』
2016 年 5 月 16 日付

97 広島第二 1971.11.7
1993 年に広島第一（96）に統合。附属幼
稚班（92 年）は存続、呉幼稚園に改称（94
年）、97 年閉園。

（e）『朝鮮新報』2016 年 5 月 16 日付

広島朝鮮学園 1966.12.24 （b）

島根
98 山陰 1975.10.31 1975.10.31 1999 年に倉敷（94）に統合し、閉校。 （e）『朝鮮新報』2015 年 6 月 8 日付
山陰朝鮮学園 1975.10.31 （b）

愛媛
99 四国 1969.1.27 1969.1.27 （a）
愛媛朝鮮学園 1969.1.27 （b）

山口

100 山口 1974.3.30 2004 年に九州中高（105）に統合し閉校。 （e）『イオ』2015 年 12 月号

101 下関 1967.2.18 1967.2.18 2008 年に宇部（102）と統合し、山口初中
級へ。 （a）『イオ』2015 年 12 月号

102 宇部 1972.3.30 1972.3.30 2008 年に下関（101）と統合し、山口初中
級へ。 （e）『イオ』2015 年 12 月号

103 徳山 1972.3.30 1972.3.30 2009 年に山口初中級（101）に統合。 （e）『イオ』2015 年 12 月号
104 岩国 1972.3.30 1972.3.30 1978 年に閉校。 （e）
山口朝鮮学園 1967.2.20 （b）

福岡

105 九州 1956.4.12 1956.4.12 1974 年に九州高級に。2004 年に再び九州
中高級に、また山口高級（100）を統合。

（a） （l）

106 小倉 1966.2.2
1968 年に八幡（107）と統合し北九州初中
に（中級部認可は 1968.12.22）。2004 年に
北九州初級へ。

107 八幡 1966.2.2 1968 年に小倉（106）と統合。

108 田川 1966.2.2 1973 年に筑豊初中に改称。2000 年に筑豊
初級。2006 年に北九州初級（106）と統合。

109 大牟田 1966.2.2 1974 年に福岡初中（110）と統合。

110 福岡 1966.2.2 1973 年に福岡初中に。2004 年に再び福岡
初級に。

福岡朝鮮学園 1964.8.13 （b）

註 1：  1965 年 12 月 28 日文部省事務次官通達以前に各種学校および学校法人認可を取得していた学校・学園に
網掛けを行った。（37 校、6学園）

註 2：各記述の典拠は以下の様である。
ａ：  日本教育学会教育制度研究委員会・外国人学校制度研究小委員会（1972）「「在日朝鮮人とその教育」資料
集第二集」

ｂ：在日本朝鮮人教育会中央常任理事会編（1996）『資料集　在日朝鮮人の民族教育の権利』、263 頁
ｃ：ウリハッキョをつづる会編（2001）『朝鮮学校ってどんなとこ？』社会評論社
ｄ：  愛知県知事「学校法人愛知朝鮮学園の寄付行為一部変更について（通知）」（1967 年 7 月 29 日。42 指令学
第 72 号）

ｅ：呉圭祥氏提供資料
ｆ：  愛知県知事「学校法人愛知朝鮮学園の寄付行為一部変更について（通知）」（1967 年 12 月 16 日。42 指令

学第 107 号）
ｇ：学校法人東京朝鮮学園『2008 学年度東京各級朝鮮学校入学案内』
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【
資
料
2
】  

三
重
県
総
務
部
総
務
課
学
事
係
「
朝
鮮
人
学
校
設
置
認
可
に
関
す
る
陳
情
（
供
覧
）」（
一
九
六
四
年
八
月
一
四
日
付
起
案
）
の
「
朝
鮮
人
学
校
の
認
可
に
関
す

る
陳
情
記
録
」

参
加
者
：（
三
重
県
側
）
福
島
総
務
部
長
、
奥
田
総
務
課
長
、
平
尾
学
事
係
長
、
広
田
主
事

（
朝
鮮
学
校
側
）
総
連
三
重
県
本
部
組
織
部
長
、
総
連
三
重
県
本
部
社
会
経
済
部
長
、
在
日
本
朝
鮮
人
三
重
県
教
育
会
常
任
理
事
・
金
成
達
、
在
日
本
朝
鮮
人
三
重
県
教
育

会
常
任
理
事
・
金
一
峰
、
四
日
市
朝
鮮
初
中
級
学
校
教
務
主
任

※
下
線
は
引
用
者
に
よ
る
。〔　

〕
内
は
引
用
者
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。
県
側
の
発
言
の
冒
頭
に
は
「
○
」、
朝
鮮
学
校
側
の
発
言
の
冒
頭
に
は
「
●
」
と
附
し
た
。
ま
た
、

黒
塗
り
に
な
っ
て
い
る
朝
鮮
学
校
側
の
発
言
者
の
個
人
名
は
、
そ
の
ま
ま
「
●
」
と
し
て
い
る
。

○
総
務
課
長
「
部
長
と
相
談
し
た
が
、
次
官
通
達
は
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
し
、
文
部
省
で
は
最
近
明
確
な
線
を
出
し
て
い
る
。
国
会
の
質
疑
応
答
で
、
文
部
大
臣
等
政

府
側
が
「
認
可
は
適
当
で
な
い
」
旨
言
明
し
て
い
る
。
文
部
省
の
考
え
方
が
そ
う
で
あ
る
以
上
、県
と
し
て
も
そ
の
方
向
に
沿
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。」〔
こ
こ
で
言
う
「
次

官
通
達
」
は
、
文
部
次
官
通
達
「
私
立
学
校
法
の
施
行
に
つ
い
て
」（
文
管
庶
第
66
号
、
都
道
府
県
知
事
宛
）
を
指
し
て
い
る
。〕

○
部
長
「
認
可
権
限
は
知
事
に
あ
る
が
、
文
部
省
の
考
え
方
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
に
、
そ
れ
に
反
し
て
行
う
こ
と
は
難
し
い
。」

●
「
一
九
五
〇
年
三
月
一
〇
日
（
一
九
五
〇
・
三
・
一
四
の
誤
り
）
文
部
省
通
達
が
出
さ
れ
た
が
、
通
達
の
出
た
後
他
府
県
で
認
可
に
な
っ
て
い
る
。
文
部
省
と
協
議
の
必

要
性
は
わ
か
る
が
知
事
の
立
場
で
認
可
し
て
も
ら
え
ぬ
か
。
他
府
県
の
例
も
あ
る
の
だ
か
ら

―
。
知
事
が
条
件
不
備
で
認
め
ぬ
と
言
う
の
な
ら
別
だ
が
、
我
々
の

学
校
は
要
件
が
整
っ
て
い
る
。
本
件
は
文
部
省
と
関
係
な
く
知
事
が
決
定
す
る
問
題
だ
。」

○
部
長
「
文
部
省
が
最
近
態
度
を
は
っ
き
り
さ
せ
た
。
既
に
認
可
し
た
他
府
県
で
も
今
後
は
認
可
す
る
意
向
の
な
い
こ
と
も
確
か
め
て
い
る
。」

●「
我
々
は
各
種
学
校
と
し
て
の
認
可
を
申
請
し
て
い
る
。
そ
の
権
限
は
知
事
に
あ
る
。
自
主
的
に
知
事
認
可
が
行
え
る
の
に
、出
来
な
い
と
言
う
こ
と
が
理
解
で
き
な
い
。

我
々
の
学
校
を
認
可
す
る
に
当
り
、
支
障
と
な
る
も
の
は
何
も
な
い
は
ず
で
あ
る
。
六
〇
万
朝
鮮
人
子
弟
の
民
族
教
育
は
当
然
必
要
だ
。
中
国
人
、
ア
メ
リ
カ
人
で
も

日
本
国
内
で
そ
れ
を
行
っ
て
い
る
。」

○
部
長
「
地
方
自
治
体
の
あ
り
方
は
国
の
方
針
に
反
し
て
や
れ
る
し
く
み
に
な
っ
て
い
な
い
。
自
主
性
と
い
っ
て
も
範
囲
が
限
定
さ
れ
て
い
る
。」
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○
課
長
「
次
官
通
達
は
、
す
べ
て
の
各
種
学
校
を
対
象
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。
文
部
省
の
態
度
は
国
会
答
弁
で
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。」

●
（
総
連
）
社
会
経
済
部
長
「
切
実
に
認
可
を
必
要
と
す
る
の
は
、
義
務
教
育
を
立
派
に
施
し
た
い
か
ら
で
、
日
朝
親
善
に
役
立
つ
立
派
な
朝
鮮
人
を
育
成
す
る
こ
と
に

も
な
る
。
認
可
を
与
え
ぬ
と
言
う
こ
と
は
、
日
本
人
に
同
化
さ
せ
る
政
策
な
の
だ
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。」

○
部
長
「
教
育
体
系
は
、
日
本
人
を
教
育
す
る
た
め
に
あ
る
。
そ
の
中
に
異
質
な
も
の
が
含
ま
れ
る
の
は
お
か
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
皆
さ
ん
の
立
場
で
民
族
教
育
を
や
っ

て
も
ら
え
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
。」

●
「
朝
鮮
に
日
本
人
が
い
た
と
き
も
、
日
本
人
学
校
が
あ
っ
た
。
民
族
教
育
は
国
家
的
な
義
務
だ
。
現
在
日
本
の
学
校
で
同
和
教
育
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の

中
に
朝
鮮
人
子
弟
も
含
め
て
い
る
。
実
際
に
そ
の
職
に
当
っ
て
い
る
教
員
も
認
め
て
い
た
が
、
同
和
教
育
と
朝
鮮
人
教
育
は
別
の
も
の
だ
。
部
落
対
策
は
差
別
を
な
く

す
こ
と
に
あ
る
し
、
朝
鮮
人
教
育
は
同
化
さ
れ
て
は
困
る
か
ら
だ
。」

○
部
長
「
教
育
は
、
学
校
内
だ
け
の
も
の
で
な
く
、
社
会
生
活
そ
の
も
の
が
教
育
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
人
学
校
に
入
れ
、
民
族
教
育
は
別
途
施
す
こ
と
も
で
き

る
は
ず
で
あ
る
。
こ
と
さ
ら
に
、
朝
鮮
人
学
校
を
独
立
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
理
由
は
な
い
。」

●
「
一
枚
の
文
部
次
官
通
達
で
我
々
の
認
可
が
認
め
ら
れ
ぬ
こ
と
は
遺
憾
だ
。
我
々
が
民
族
教
育
を
や
ろ
う
と
す
る
権
利
は
あ
る
は
ず
だ
。
そ
う
ゆ
う
我
々
に
県
は
精
神

的
支
援
を
与
え
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
が
出
来
な
い
の
は
、
差
別
待
遇
に
外
な
ら
ぬ
。
無
認
可
に
よ
る
不
利
益
は
学
割
、
卒
業
資
格
等
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
そ
れ

ら
が
一
片
の
通
達
で
一
し
ゅ
う
さ
れ
る
の
は
お
か
し
い
。
社
会
情
勢
に
沿
っ
て
、
行
政
も
改
善
さ
れ
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。
民
主
主
義
の
ル
ー
ル
と
し
て
、
改
善
す
べ

き
も
の
は
改
善
し
、
認
可
で
き
る
よ
う
考
え
な
お
し
て
ほ
し
い
。
問
題
は
中
央
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
皆
さ
ん
の
考
え
方
に
あ
る
。」

●
「
認
可
し
て
く
れ
な
い
の
は
、
学
校
を
す
る
な
と
言
う
の
と
同
じ
だ
。」

●
「
大
部
分
の
人
は
、
帰
国
の
意
志
を
も
っ
て
い
る
。
子
供
た
ち
に
母
国
の
言
語
、
風
俗
を
教
え
て
お
か
な
け
れ
ば
困
る
こ
と
に
な
る
。
学
校
の
必
要
性
も
こ
こ
に
あ
る
。

「
や
る
な
と
は
い
わ
ぬ

―
」
と
い
わ
れ
て
も
、
認
可
が
下
り
ね
ば
事
実
上
「
や
る
な
」
と
言
わ
れ
る
の
と
同
じ
だ
。
過
去
に
公
立
学
校
に
強
制
的
に
さ
れ
た
こ
と
も
あ

る
。
我
々
は
、
何
時
も
そ
の
時
の
政
策
に
左
右
さ
れ
て
来
た
。」

●
教
務
主
任
「
各
種
学
校
高
等
部
は
全
国
で
八
校
程
認
可
を
う
け
て
い
る
。
学
年
が
下
る
程
認
可
が
難
し
い
。
し
か
し
、
民
族
教
育
は
、
低
学
年
程
必
要
だ
。」〔
正
確
に

は
当
時
朝
鮮
高
級
学
校
は
一
〇
あ
り
、
そ
の
う
ち
一
九
六
四
年
段
階
で
認
可
を
得
て
い
た
の
は
七
校
（
京
都
、
神
奈
川
、
愛
知
、
東
京
、
茨
城
、
九
州
、
神
戸
）
で
あ
る
。〕

○
課
長
「
個
人
的
に
は
同
情
す
る
が
、
文
部
省
の
方
針
や
国
会
答
弁
を
み
て
も
、
国
家
的
恩
恵
を
附
与
す
る
こ
と
に
問
題
が
あ
る
よ
う
だ
。
ま
た
外
国
人
と
し
て
の
地
位
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が
明
確
化
さ
れ
て
い
な
い
点
も
あ
る
。（
国
連
で
世
界
人
権
宣
言
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
国
際
法
上
の
効
力
は
な
い
よ
う
だ
。）」

●
「
国
交
の
回
復
さ
れ
て
い
な
い
国
で
も
、ソ
連
、中
国
の
よ
う
に
権
限
の
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
我
々
と
は
差
別
が
あ
る
。
過
去
の
歴
史
か
ら
み
て
も
、我
々

は
優
先
的
に
権
利
を
認
め
ら
れ
る
べ
き
だ
。
制
約
を
う
け
て
、
や
れ
と
言
わ
れ
て
も
、
や
る
な
と
言
う
こ
と
と
同
じ
だ
。
国
家
的
恩
恵
は
生
活
保
護
の
面
で
は
受
け
て

い
る
。
我
々
は
、
日
本
政
府
に
反
対
す
る
も
の
で
も
何
で
も
な
い
。
日
本
の
政
策
下
で
教
育
し
て
行
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
最
小
限
の
権
利
は
認
め
て
も

ら
い
た
い
。」

●
「
外
国
に
民
族
教
育
を
認
め
て
い
る
事
例
が
な
い
と
い
っ
て
も
、
我
々
の
場
合
と
内
容
的
に
違
っ
て
い
る
。
ブ
ラ
ジ
ル
の
日
本
人
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
国
籍
取
得
を
前
提

と
し
、
永
住
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
帰
国
の
意
志
の
あ
る
我
々
と
は
い
っ
し
ょ
に
な
ら
ぬ
。
欧
州
に
■
っ
て
い
る
日
本
人
の
学
校
が
認
め
ら
れ
て
は
な
い
と
い
っ

て
も
、
在
日
朝
鮮
人
六
〇
万
人
と
は
く
ら
べ
も
の
に
な
ら
ぬ
数
で
あ
り
、
学
校
設
置
の
必
要
度
が
違
う
。」

○
部
長
「
在
欧
の
日
本
人
人
口
は
、
絶
対
数
は
と
も
か
く
、
都
市
単
位
に
み
れ
ば
、
学
校
を
つ
く
る
く
ら
い
の
人
口
は
あ
る
。
バ
レ
コ
ワ
ク
で
は
、
学
校
が
設
置
さ
れ
て

い
る
よ
う
だ
が
、
そ
れ
も
向
う
の
法
制
に
従
っ
た
も
の
で
は
な
い
よ
う
だ
。」

●
教
育
会
常
任
理
事
、
金
成
達
「
昨
年
暮
れ
に
も
あ
る
県
で
認
可
し
て
い
る
。
文
部
省
通
達
は
法
律
上
の
規
制
と
違
う
。
若
し
、
法
的
要
件
と
な
る
の
な
ら
、
既
に
認
可

し
た
と
こ
ろ
は
無
効
と
な
る
は
ず
だ
。」

●
「
そ
の
後
、
国
か
ら
新
た
な
通
達
が
出
た
の
か
。」

○
部
長
「
今
ま
で
国
か
ら
あ
る
程
度
の
見
解
は
示
さ
れ
て
い
た
が
、
国
会
答
弁
で
文
部
省
の
態
度
が
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
た
訳
だ
。
新
た
な
通
達
は
出
て
な
い
。
他
県
も

新
た
に
認
可
す
る
こ
と
は
な
い
よ
う
だ
。
こ
の
段
階
で
本
県
が
認
可
す
る
こ
と
は
難
し
い
。」

●
「
他
県
が
認
可
す
れ
ば
、
本
県
で
も
認
可
す
る
の
か
。」

○
部
長
「
そ
う
い
う
意
味
で
は
な
い
。
全
国
で
朝
鮮
人
学
校
は
今
ど
の
位
あ
る
の
か
。」

●
「
横
の
連
絡
を
と
っ
て
な
い
の
で
具
体
的
な
こ
と
は
わ
か
ら
ぬ
が
、
六
〇
〜
七
〇
位
と
思
う
。」

○
課
長
「
自
治
体
の
権
限
だ
け
で
出
来
る
も
の
と
出
来
な
い
も
の
と
が
あ
る
が
、
学
校
認
可
は
機
関
委
任
事
務
だ
か
ら
国
の
指
揮
監
督
を
う
け
て
や
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。」

●
金
成
達
「
そ
の
こ
と
は
よ
く
わ
か
る
が
、
各
種
学
校
は
知
事
の
認
可
事
項
で
あ
る
こ
と
は
法
的
に
明
ら
か
だ
。」

●
「
県
下
に
在
住
す
る
も
の
の
中
に
は
、
四
十
年
も
い
る
も
の
が
あ
る
。
永
い
間
県
民
と
親
し
ん
で
来
た
。
税
金
の
面
で
も
尽
し
て
来
た
。
こ
う
ゆ
う
点
を
考
慮
に
入
れ
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て
善
処
し
て
ほ
し
い
。
我
々
の
学
校
の
あ
り
方
が
正
し
く
理
解
さ
れ
て
い
な
い
。
素
直
に
研
究
し
て
ほ
し
い
。
そ
の
た
め
に
、
是
非
学
校
を
視
察
し
て
貰
い
た
い
。
ま

た
じ
か
に
知
事
に
会
っ
て
訴
え
た
い
。
そ
の
取
計
ら
い
を
お
願
い
す
る
。
部
長
で
、
も
の
足
り
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
知
事
に
も
理
解
を
深
め
て
も
ら
う
た
め

に
会
い
た
い
の
だ
。
今
後
も
部
長
の
と
こ
ろ
へ
度
々
邪
魔
し
た
い
。」

○
課
長
「
知
事
に
は
、
伝
え
て
あ
る
。
本
件
は
、
直
接
文
部
省
へ
働
き
か
け
て
も
ら
う
方
が
解
決
の
早
道
だ
と
思
う
が

―
。」

●
金
成
達
「
下
か
ら
積
上
げ
る
べ
き
で
、
中
央
に
持
込
む
問
題
で
な
い
。
仮
に
文
部
省
へ
行
っ
た
と
し
て
も
、
相
手
に
し
て
く
れ
な
い
。」

○
学
事
係
「
文
部
省
が
態
度
を
明
確
に
し
た
の
は
、
昨
■
臨
調
（
行
政
臨
時
調
査
会
第
三
部
会
）
の
各
種
学
校
に
関
す
る
答
申
に
基
づ
き
、
各
種
学
校
の
範
囲
を
原
則
的

に
規
制
し
た
こ
と
に
よ
る
。（
問
題
点
が
中
央
に
あ
る
こ
と
及
び
、
朝
鮮
人
学
校
が
、
各
種
学
校
の
範
囲
外
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
）」

○
部
長
「
朝
鮮
人
学
校
は
、〝
学
校
教
育
に
類
す
る
教
育
を
行
う
学
校
〞
と
い
う
各
種
学
校
の
範
疇
に
入
ら
な
い
よ
う
に
思
う
。」

●
「
現
行
法
上
、
各
種
学
校
に
含
ま
れ
る
し
、
他
府
県
で
も
各
種
学
校
と
し
て
認
可
さ
れ
て
い
る
。」

○
部
長
「
前
例
は
と
に
か
く
、
各
種
学
校
と
し
て
扱
う
こ
と
は
基
本
的
に
無
理
が
あ
る
よ
う
だ
。」

●
「
そ
れ
で
は
時
間
も
遅
く
な
っ
た
の
で
、
本
日
は
こ
の
程
度
に
さ
せ
て
も
ら
う
。
さ
き
程
お
願
い
し
た
学
校
視
察
の
件
と
知
事
面
接
の
件
に　

つ
き
、
よ
ろ
し
く
お
取

り
計
ら
い
を
お
願
い
す
る
。」
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【資料 3】三重県による他府県朝鮮学校の認可経緯、条件、設置主体等調査（1966 年 11 月）
府県名 学校種別 設置者別 認可年月日 認可経緯 認可後の状況

宮城 初中級 1 法人 41.7.27

2 年前新校舎が完成し以来各種学校規定に添って〔マ
マ〕いるからと陳情が強くなった。文部省の態度、他
県の事例等から野放しより認可して指導下においた方
が良いとのことで、次の事項を認可通知書に附記して
認可書を交付する。
　記　要旨　1　日朝友好親善に寄与する教育をする。
　2　関係法令を守る。　3　県の指示事項を守る。　
4　助成金を求めない。　5　新法制定のときは切換え
る。

協力的である。
各種案内もあっ
て県も積極的に
参加している。

滋賀 中級 1 個人 36.4.1

諸般の事情から認可をした。なお法人化の要望が強い
が、目下審議会で継続審議中である。なお認可通知書
に次の事項を附記した。
　記　要旨　1　設置趣意どおりの教育を行う。　2　
助成金は求めない。

協力的である。
県は最近行って
いない。

京都 A　中高級 1
B　初級 1 C　法人

B　24.11.21
A　28.5.18
C　28.5.13

認可当時は各種学校として取扱うことに何等問題がな
く処理された。その後第 2初級学校および高級学校の
設置認可要望が強かったが、第 2初級学校は B校の分
教室、高級学校は A校の学科増として取扱った。

協力的である。
各種学校団体に
加わっている。
県も積極的に
行っている。

大阪

A　高級 1
B　中級 2
C　初中級 2
D　初級 12

E　法人

B1 校 36.8.2
A、B1 校、
C、D、E
41.3.3

府議会の総務委員会から認可するよう申入れがあっ
た。他府県の事情、文部省の態度等検討の結果認可し
た。

協力的である。
認可後日浅く府
は行っていな
い。

和歌山 中級 1 個人 37.9.15

36 年頃より法人立学校としての申請があったが、保留
しておいた。その後滋賀、大阪、兵庫の事例もあり、
文部省の態度もあいまいである等諸般の事情から誓約
書を取って認可した。
誓約書　要旨　1　個人立であること。　2　関係法令
は守る。　3　法令違反の折は廃校されても止むをえ
ない。

非協力的であ
る。
県も没交渉であ
る。生徒数調査
等も除外してい
る。

兵庫
A　中高級 1
B　中級 2
C　初級 10

D　法人

A、B、C3 校、
D　38.9.30

C7校  41.4.1

既に各種学校として認可しており、公立小学校分校と、
その存在に手を焼いていた教育委員会の意向もあっ
て、6校を公立より移管、自主学校 1校を加え 7校を
たいした問題もなく認可した。他に未認可校もあるが、
これは形式的要件が不備のためである。なお認可通知
書に次の事項を附記した。
　記　要旨　1　関係法令を守る。　2　就学希望者は
国籍の別なく同一に機会を与える。　3　設置評議会
は前項の内容を保証しうる者を追加選任する。　4　
経営は自主的財源で行う。

協力的である。
県は各種行事に
積極的に参加し
ている。

福岡 A　中高級 1
B　初級 5 C　法人

A　31.4.1
C　39.8.12
B　41.2.2

A校は既に法人立として認可していたが、文部省通達
で苦慮していた。しかし他県の事例もあり、Bの 5校
も既に教育していることであることから、放置するよ
り認可して監督した方が良いとの意向で認可した。な
お、次の事項を認可通知書に附記した。
　記　要旨　1　日朝友好親善に寄与する教育をする。
　2　関係法令を守る。　3　県の指示事項は守る。　
4　経営は自主的財源で行う。

協力的である。
認可後日浅く余
り行っていな
い。

茨城 中高級 1 個人 30.12.10
各種学校として認可を是とした時代であったので難な
く認可した。その後法人設立の認可申請が出たので審
議会に諮問する。目下継続審議中である。

認可後協力的で
ある。
県からは 5年程
行っていない。
最近法人化陳情
が盛んである。

栃木 A　初中級 1
B　初級 1 C　法人

A　38.7.12
B　41.10.12
C　41.10.29

7 年前より両校とも法人立学校として認可要望があっ
たが、38 年 7 月に A校を個人立校として認可。B校
は施設不備のため却下する。その後 B校は施設を整え
て再申請をして来た。又法人設立の申請と併せて行わ

認可後協力的で
ある。
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れたが、41 年 10 月個人立として認可する。その折法
人認可は審議会で保留となっていたが、再度審議会を
開き次の事項を認可通知書に附記することで 10 月末
法人認可をする。
　記　要旨　1　反日教育は行わない。　2　1 の事項
に違反の時は認可を取り消すこともある。

群馬 初中級 1 個人 40.8.3

県議会総務委員会（大半自民系）で認可陳情が採択さ
れた。その結果次の事項を認可通知書に附記すること
で審議会の全員賛成を得て認可する。
　記　要旨　1　日朝友好親善に寄与する教育をする。
　2　関係法令を守る。　3　県の指示事項を守る。　
4　助成金その他一切の要求はしない。

認可後協力的で
ある。
最近法人化要望
の陳情が盛んで
ある。
県は認可後行っ
ていない。

埼玉 初級 1 個人 40.11.10

2 年前から要望が強かった。文部省の態度もあいまい
であり、他府県の事例もあって不認可とする理由に乏
しく、結果次の誓約書を取って認可した。
誓約書　要旨　1　日朝友好親善に寄与する教育をす
る。　2　関係法令を守る。　3　県の指示事項を守る。

同上

千葉 中高級 1 個人 40.12.15

36 年から要望があったが、客観状勢から認可を見送っ
ていた。しかし近〔ママ〕府県が認可しているので同
調した。なお通知書に次の事項を附記する。
　記　要旨　1　日朝友好親善に寄与する教育をする。
　2　関係法令を守る。

同上

神奈川 A　中高級 1
B　初級 5 C　法人

A　28.10.31
C　40.9.21
B　41.12.24

法人認可の時もたいして問題にならなかった。B校は
公立小学校の分校であり教育委員会も朝連も希望して
いたので、文部省の方針はとも角、認可した。なお次
の事項を認可通知書に附記する。
　記　要旨　1　関係法令を守る。　2　国籍（南北）
の別なく就学させる。　3　2の内容を保証しうる役員
を追加選任する。

比較的協力的で
ある。公立より
移管された学校
のうち 2校は財
産移管の問題で
横浜市との間で
もめている。
県は認可後行っ
ていない。

東京

中高級 1
初中級 9
初級 3
幼級〔？〕1

法人 30.4.1

外国人学校を都の経費で賄うのは不自然であるとのこ
とから 5億円（5カ年支払）の予算で全公立学校を朝
連系の各種学校として移管した。なお南鮮系の韓国学
園も同日付で認可する。

認可後協力的で
ある。
都は積極的につ
き合っていな
い。

岐阜 初中級 1 法人 41.9.27

かなり以前から強い要望があった。文部省の態度、他
県の事例、県内事情等から次の誓約書を取って認可し
た。
誓約書　要旨　1　設立趣意書にあるとおり、日朝友
好親善の教育を行う。

認可後日浅くわ
からない。
県は行っていな
い。

愛知 中高級 1 個人 28.12.19 各種学校として認可を是とした時代であったので、難
なく認可した。

協力的である。
県は行っていな
い。
最近法人化、他
校の設置認可の
陳情が盛んであ
る。

典拠：  「〔他府県朝鮮学校の認可経緯、条件、設置主体等調査〕」（三重県所蔵資料。作成部署・年月日ともに記
載がないが、総務課によって 1966 年 11 月に作成されたものと推察される）

註１：滋賀は初中級であるが、本資料では中級となっている。（中級認可後の 1963 年に初級部が併設）
註２：京都の法人認可年月日は、正しくは「28.5.18」である。
註３：兵庫の認可年月日は正確ではない。表 4および同表の註 5を参照されたい。
註４：福岡の中高級の認可年月日は、【資料 1】で用いた資料では「31.4.12」となっている。
註５：  千葉の「中高級」は「初中」の誤りである。また【資料 1】で用いた資料では、認可年月日は「40.12.17」

となっている。
註６：神奈川の認可年月日中、「B　41.12.24」は誤りであり、正しくは「B　40.12.24」である。
註７：  東京の「認可経緯」の欄に「南鮮系の韓国学園も同日付で認可する」とあるが、表 4では韓国学園の認

可年月日は 1955 年 2 月 3 日となっている。


